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岩

野

英

夫

　
（
一
一
五
一
）

　
　
　

目　

次

一　

は
じ
め
に

二　

R
udolf H

übner

の
裁
判
文
書
目
録

　
（
一
）
作
成
の
経
緯

　
（
二
）
概
要

三　

裁
判
の
か
た
ち

　
（
一
）
裁
判
文
書
の
大
要

　
（
二
）
特
徴
的
な
裁
判
類
型

　
　

⑴　

不
出
廷
裁
判
（V

ersäum
nisverfahren

）

　
　

⑵　

召
喚
不
服
従
裁
判
（U

ngehorsam
sverfahren

）

　
　

⑶ 　

仮
装
裁
判
（Scheinprozeß

）

　
（
三
）
一
般
的
な
か
た
ち
―
弁
論
そ
し
て
判
決
―

　
　

⑴　

裁
判
目
録
中
の
最
多
の
事
例
の
範
例

　
　

⑵　

二
者
択
一
判
決
（Z

w
eizüngiges U

rteil

）
の
範
例

　
　

⑶ 　

殺
人
（hom

icidium
, m

ors

）
に
係
る
二
者
択
一
判
決
の
範

例

　
（
四 

）
確
認
（
承
認
）
を
求
め
る
訴
え
（F

eststellungsklage, 

R
ekognitionsprozeß

）
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（
一
一
五
二
）

四　

訴
え
の
正
当
性
に
つ
い
て
の
理
由
づ
け

　
（
一
）
消
極
的
理
由
づ
け

　
（
二
）
積
極
的
理
由
づ
け

　
（
三
）
非
悪
意
宣
誓
（V

oreid

）

五　

被
告
の
対
応

　
（
一
）
認
諾
の
事
例
の
範
例

　
（
二
）
単
純
否
認

　
（
三
）
理
由
を
付
け
た
否
認

六　

証
明
と
裁
判
の
終
結

　
（
一
）
証
明

　
　

⑴　

当
事
者
に
よ
る
証
明

　
　

⑵　

職
権
に
よ
る
尋
問
（inquisitio

）

　
（
二
）
裁
判
の
終
結

　
　

⑴　

判
決
と
裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ

　
　

⑵　

準
拠
す
べ
き
法
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
事
例

七　

紛
争
と
紛
争
解
決
を
め
ぐ
る
最
近
の
研
究
動
向
か
ら

八　

お
わ
り
に

一　

は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
西
洋
中
世
初
期
の
裁
判
の
か
た
ち
を
整
理
し
、
私
が
現
在
読
み
進
め
て
い
る
裁
判
文
書
を
分
類
し
、
分
析
す
る
た
め
の

指
針
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
作
業
を
進
め
る
に
当
り
、
特
に
参
考
に
し
た
の
は
、
ヴ
ェ
ル
ク
ミ
ュ
ラ
ー
（D

ieter W
erkm

üller

・
以
下
、

W
erkm

üller

）
の
一
九
八
七
年
の
論
文 ’E

t ita est altercatio finita ’E
in B

eitrag zum
 fränkischen P

rozeß

（
以
下
、W

erkm
üller

論

文
）
で
あ
る（

1
）。

　

私
の
研
究
テ
ー
マ
の
一
つ
は
、
拙
稿
「
西
洋
中
世
初
期
の
裁
判
と
法
―
予
備
的
考
察
―（

2
）」

の
「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
西
洋

中
世
初
期
の
裁
判
記
録
を
手
掛
か
り
に
し
て
西
洋
中
世
法
の
在
り
様
の
具
体
像
に
迫
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
西
洋
中
世
初
期
に
お

け
る
裁
判
の
実
際
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
私
の
ま
ず
為
す
べ
き
作
業
で
あ
る
。
こ
の
作
業
に
取
り
組
む
上
で
不
可
欠
の
情
報
を
提
供
し
て
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志
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法
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六
一
巻
四
号

い
る
の
が
、R

udolf H
übner, G

erichtsurkunden der fränkischen Z
eit

（
フ
ラ
ン
ク
時
代
の
裁
判
文
書
）, N

eudruck der A
usgabe 

W
eim

ar 1891

―93, Scientia V
erlag, A

alen 1971

（
以
下
、G

erichtsurkunden der fränkischen Z
eit

）
で
あ
る
。

　

W
erkm

üller

論
文
は
、
私
と
同
じ
研
究
上
の
関
心
か
ら
、
ヒ
ュ
ブ
ナ
ー
（R

udolf H
übner

・
以
下
、H

übner

）
の
こ
の
著
作
を
主
た
る

情
報
源
と
し
て
フ
ラ
ン
ク
時
代
に
お
け
る
裁
判
の
か
た
ち
と
法
の
在
り
様
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、W

erkm
üller

論
文
を
特
に
参
照
す
る
理
由
で
あ
る
。

　

私
は
、
前
掲
論
文
「
西
洋
中
世
初
期
の
裁
判
と
法
」
に
お
い
て
、
裁
判
の
在
り
方
の
歴
史
的
変
化
を
お
お
ま
か
に
段
階
づ
け
た
、
ビ
ュ
ー

ラ
ー
（T

heodor B
ühler

）
の
見
解
を
要
約
し
て
お
い
た（

3
）。

⑴ 　

被
害
者
あ
る
い
は
被
害
者
の
所
属
す
る
ジ
ッ
ペ
が
、
復
讐
の
原
則
に
基
づ
く
権
利
を
取
得
し
た
最
古
の
文
化
段
階
。
被
害
者
等
の
復
讐

行
為
が
フ
ェ
ー
デ
（F

ehde

）
と
呼
ば
れ
る
。

⑵ 　

フ
ェ
ー
デ
が
克
服
さ
れ
て
い
く
第
二
段
階
。
中
立
的
な
人
物
（
通
常
は
国
王
や
そ
の
代
理
人
）
が
被
害
者
と
加
害
者
と
の
間
の
敵
対
関

係
を
秩
序
あ
る
枠
組
の
中
に
持
ち
込
み
、
紛
争
当
事
者
を
そ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
置
く
べ
く
紛
争
に
関
与
し
て
い
く
。

⑶ 　

裁
判
手
続
が
で
き
、
そ
し
て
発
展
し
て
い
く
第
三
の
段
階
。
こ
こ
で
初
め
て
、
民
事
訴
訟
と
刑
事
訴
訟
と
を
別
々
に
扱
う
こ
と
が
意
味

を
持
っ
て
く
る
。

　

W
erkm

üller

論
文
や
私
が
研
究
対
象
に
し
て
い
る
の
は
、
第
二
の
段
階
で
あ
る
。
以
下
、
本
稿
を
執
筆
す
る
上
で
の
い
く
つ
か
の
断
り

を
し
て
お
き
た
い
。

　

① 　

本
文
や
注
に
あ
る
「
目
録
番
号
」
と
は
全
て
、H

übner

が
前
掲
書G

erichtsurkunden der fränkischen Z
eit

の
中
で
付
け
て
い

る
番
号
の
こ
と
で
あ
る
。

　

②　
「
目
録
番
号
」
に
関
係
し
て
、
書
名
、
頁
数
等
に
そ
の
都
度
言
及
す
る
こ
と
は
し
な
い
。

　
（
一
一
五
三
）
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③　
U

rkunde

を
ウ
ア
ク
ン
デ
あ
る
い
は
文
書
と
表
記
す
る
が
、
そ
の
区
別
に
特
別
の
意
味
は
な
い
。

　

④ 　

裁
判
と
い
う
用
語
は
、
訴
訟
、
訴
訟
行
為
、
裁
判
官
に
よ
る
法
的
判
断
の
表
示
等
を
含
む
広
い
意
味
で
使
用
し
て
お
り
、
現
行
法
上

の
概
念
に
対
応
さ
せ
て
用
い
て
は
い
な
い
。

　

⑤ 　

裁
判
文
書
と
裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ
と
い
う
用
語
を
使
い
分
け
て
い
る
が
、
前
者
に
は
何
で
あ
れ
裁
判
に
関
係
し
た
文
書
と
い
う
よ
う
な

幅
広
い
意
味
を
持
た
せ
、
後
者
に
は
、
裁
判
終
了
後
に
手
交
さ
れ
た
、
法
廷
に
証
拠
と
し
て
提
出
で
き
る
、
証
明
力
を
持
つ
判
決
書
と

で
も
言
う
べ
き
、
よ
り
専
門
的
な
意
味
を
持
た
せ
て
い
る
。

　

⑥ 　

法
制
史
を
専
門
と
し
な
い
読
者
を
想
定
し
て
、
専
門
研
究
者
に
は
不
必
要
な
注
記
や
説
明
を
し
て
い
る
。
ま
た
他
の
研
究
者
の
関
連

重
要
論
文
や
史
料
邦
訳
を
長
文
に
わ
た
っ
て
引
用
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

　

⑦　

本
文
お
よ
び
注
の
文
中
に
あ
る
〔　

〕
は
、
私
が
補
充
説
明
等
の
た
め
に
用
い
た
も
の
で
あ
る
。

　

⑧　

本
稿
は
、
か
つ
て
交
付
さ
れ
た
科
学
研
究
費
・
平
成
一
四
年
度
―
平
成
一
六
年
度
〈14520015

〉
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

二　

Rudolf H
übner

の
裁
判
文
書
目
録

（
一
）
作
成
の
経
緯

　

H
übner

の
前
掲
書G

erichtsurkunden der fränkischen Z
eit

に
つ
い
て
、
簡
単
に
説
明
を
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
、

現
在
も
な
お
編
纂
・
刊
行
作
業
が
継
続
し
て
い
る（

4
）、

ド
イ
ツ
中
世
史
史
料
の
一
大
集
成 “M

onum
enta G

erm
aniae H

istorica ”

（『
ゲ
ル
マ

ー
ニ
ア
の
歴
史
記
録
』。
略
号
は
Ｍ
Ｇ
Ｈ
）
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
Ｍ
Ｇ
Ｈ
の
編
纂
・
刊
行
事
業
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
よ
る
屈
辱
的

な
支
配
か
ら
ド
イ
ツ
が
解
放
さ
れ
て
間
も
な
い
一
八
一
九
年
、
そ
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
支
配
に
断
固
と
し
て
対
決
し
祖
国
ド
イ
ツ
の
解
放
に
心

　
（
一
一
五
四
）
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血
を
注
い
だ
、
そ
し
て
ま
た
プ
ロ
イ
セ
ン
宰
相
等
の
要
職
を
歴
任
し
た
シ
ュ
タ
イ
ン
（R

eichsfreiherr K
arl vom

 und zum
 Stein

）
が

ド
イ
ツ
古
史
学
協
会
（G

esellschaft für ältere deutsche G
eschichtskunde

）
を
創
設
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
協
会

を
設
立
す
る
に
あ
た
り
、
ゲ
ー
テ
（Johann W

olfgang G
oethe

）、
フ
ン
ボ
ル
ト
（W

ilhelm
 von H

um
boldt 

）、
グ
リ
ム
兄
弟
（Jakob 

und W
ilhelm

 G
rim

m

）、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
（F

riedrich C
arl von Savigny

）、
ア
イ
ヒ
ホ
ル
ン
（K

arl F
riedrich E

ichhorn

）
と
い
う
こ

の
時
代
の
最
も
傑
出
し
た
知
識
人
に
属
す
る
人
々
と
相
談
を
し
て
い
る
。
協
会
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、「
神
聖
な
祖
国
愛
が
魂
を
吹
き
込
む
」

（Sanctus am
or patriae dat anim

um

）
で
あ
る
。
祖
国
ド
イ
ツ
を
愛
し
て
止
ま
な
い
者
が
、
そ
れ
自
体
に
は
生
命
の
な
い
記
録
文
書
に

命
を
与
え
魂
を
吹
き
込
み
、
ド
イ
ツ
民
族
の
誇
り
あ
る
歴
史
、
ド
イ
ツ
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
明
る
み
に
出
す
歴
史
を
語
ら
せ
る
こ

と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
が
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
協
会
に
は
、
Ｍ
Ｇ
Ｈ
の
編
纂
・
刊
行
事
業
を
遂
行
す
る
中
心
組
織
と

し
て
中
央
委
員
会
（Z

entraldirektion
）
が
置
か
れ
、
シ
ュ
タ
イ
ン
が
議
長
を
務
め
る
。

　

一
八
二
三
年
、
主
幹
と
し
て
、
編
纂
・
刊
行
の
責
任
を
託
さ
れ
た
の
は
、
ハ
ノ
ー
フ
ァ
ー
国
王
の
文
書
庫
・
図
書
室
顧
問
で
あ
っ
た
ペ
ル

ツ
（G

eorg H
einrich P

ertz

）
で
あ
る
。
彼
は
、
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
で
、
歴
史
と
古
典
語
フ
ィ
ロ
ロ
ジ
ー
を
学
ん
で
い
る
。P

ertz

の

秘
書
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
ベ
ー
マ
ー
（Johann F

riedrich B
öhm

er

）
で
あ
る
。

　

一
八
二
〇
年
か
ら
、A

rchiv der G
esellschaft für ältere deutsche G

eschichtskunde

（
ド
イ
ツ
古
史
学
協
会
論
叢
）
が
発
刊
さ
れ
、

そ
こ
に
、
各
地
の
古
文
書
館
、
図
書
館
で
の
資
料
調
査
の
報
告
や
、
手
書
文
書
、
手
書
文
書
群
、
文
書
作
成
者
の
同
定
等
に
つ
い
て
の
調
査

結
果
が
掲
載
さ
れ
る
。
こ
の
論
叢
は
一
八
七
四
年
ま
で
公
刊
さ
れ
る
。
刊
行
さ
れ
た
巻
数
は
、
全
部
で
十
二
巻
で
あ
る
。

　

協
会
は
、
関
係
者
の
見
解
の
対
立
やP

ertz

の
難
し
い
性
格
等
の
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
の
後
、
紆
余
曲
折
を
た
ど
る
。
一
八
七
三
年
に
は
、

P
ertz

が
退
く
。
一
八
七
五
年
に
は
組
織
再
編
が
行
わ
れ
、
ヴ
ァ
イ
ツ
（G

eorg W
aitz

）
が
代
表
者
に
選
ば
れ
る
。
協
会
も
私
社
団
か
ら
公

法
人
に
な
る
。

　
（
一
一
五
五
）
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法
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Ｍ
Ｇ
Ｈ
は
、
史
家
部
（Scriptores

）、
法
律
部
（L

eges

）、
文
書
部
（D

iplom
at

）、
書
簡
部
（E

pistolae

）、
古
事
部
（A

ntiquitates

）

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る（

5
）。

Ｍ
Ｇ
Ｈ
の
最
初
の
一
冊
と
し
て
一
八
二
六
年
に
公
刊
さ
れ
た
の
が
、
史
家
部
の
第
一
巻A

nnales et chronica 

aevi C
arolini, hersg. von G

eorg H
einrich P

ertz

で
あ
る
。

　

Ｍ
Ｇ
Ｈ
の
中
央
委
員
会
は
、
一
八
八
七
年
に
、
法
律
部
を
構
成
す
る
巻
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ク
時
代
の
裁
判
文
書
（G

erichtsurkunden

）

を
集
め
たC

orpus P
lacitorum

、
す
な
わ
ちP

lacita （
6
）大

全
を
編
集
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
。H

übner

が
、
そ
の
準
備
の
た
め
に
、
裁
判
文

書
の
時
代
順
文
書
目
録
の
作
成
と
い
う
前
人
未
踏
の
作
業
に
単
独
で
着
手
す
る
。
ブ
ル
ン
ナ
ー
（H

einrich B
runner

）
は
、
目
録
作
成
と

い
う
や
り
方
をH

übner

に
提
案
し
た
の
は
自
分
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。B

runner 

は
、
こ
の
時
、
Ｍ
Ｇ
Ｈ
法
律
部
の
編
纂
作
業
の
責

任
者
で
あ
っ
た（

7
）。

　

H
übner

は
、
作
業
の
成
果
を
、
前
半
と
後
半
の
二
回
に
分
け
て
発
表
し
て
い
る
。
前
半
は
、D

ie G
erichtsurkunden aus 

D
eutschland und F

rankreich bis zum
 Jahre 1000

（
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
に
伝
わ
る
一
〇
〇
〇
年
ま
で
の
裁
判
文
書
）, in : 

Z
eitschrift der Savigny-Stiftung für R

echtsgeschichte, G
erm

anistische A
bteilung 12, 1891, A

nhang S. 1

―118. 

後
半
は
、

D
ie G

erichtsurkunden aus Italien bis zum
 Jahre 1150

（
イ
タ
リ
ア
に
伝
わ
る
一
一
五
〇
年
ま
で
の
裁
判
）, in : Z

eitschrift der 

Savigny-Stiftung für R
echtsgeschichte, G

erm
anistische A

bteilung 14, 1893, A
nhang S. 1

―255 

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
二
分
冊

で
、
単
行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
る
。G

erichtsurkunden der fränkishcen Z
eit, 2 A

bteilungen, H
erm

ann B
öhlau, V

erlag W
eim

ar 

1891

―1893 

が
、
そ
れ
で
あ
る
。
前
掲
書G

erichtsurkunden der fränkischen Z
eit

は
、
こ
の
二
分
冊
を
合
本
に
し
た
復
刻
版
で
あ
る
。

　

H
übner

が
予
備
作
業
を
進
め
た
、C

orpus P
lacitorum

の
編
纂
・
刊
行
は
実
現
し
な
い
ま
ま
に
終
わ
る
。
そ
れ
故
に
、H

übner

が
作
成

し
た
裁
判
文
書
目
録
は
今
日
も
な
お
西
洋
中
世
初
期
に
お
け
る
裁
判
の
研
究
に
と
っ
て
貴
重
な
指
針
を
与
え
続
け
て
い
る
、
価
値
あ
る
作
品

な
の
で
あ
る
、
とW

erkm
üller

は
述
べ
て
い
る（

8
）。

　
（
一
一
五
六
）
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志
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六
一
巻
四
号

（
二
）
概
要

　

H
übner

は
、D

ie G
erichtsurkunden aus D

eutschland und F
rankreich bis zum

 Jahre 1000 

に
、
九
五
点
の
文
献
か
ら
六
三
九

通
（
補
遺
と
し
て
加
え
ら
れ
た
二
五
通
を
含
む
）
の
文
書
を
収
録
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
文
書
の
中
に
は
、
Ｍ
Ｇ
Ｈ
法
律
部
第
二
篇
『
フ
ラ

ン
ク
王
国
勅
令
篇（

9
）』

所
収
の
も
の
も
あ
る
が
、H

übner

は
、
勅
令
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
訴
訟
事
件
に
関
係
す
る
も
の
だ
け
を
収
録
し
、

訴
訟
制
度
や
訴
訟
に
関
係
し
て
い
て
も
具
体
的
な
事
件
と
の
繋
が
り
の
な
い
も
の
は
収
録
し
て
い
な
い
、
と
特
に
断
り
書
き
を
し
て
い
る（

10
）。

収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、
カ
ー
ル
大
帝
が
、
ア
ギ
ロ
ル
フ
ィ
ン
ガ
家
の
バ
イ
エ
ル
ン
太
公
タ
シ
ロ
三
世
（T

assilo III.

）
を
、
彼
が
七
三
六

年
に
犯
し
た
「
軍
隊
離
脱
罪
」（herisliz

）
を
理
由
に
バ
イ
エ
ル
ン
太
公
の
地
位
を
奪
い
、
死
刑
を
宣
告
し
た
後
に
恩
赦
し
、
永
久
の
修
道

院
拘
禁
に
処
し
た
事
件（

11
）等

で
あ
る
。
Ｍ
Ｇ
Ｈ
法
律
部
第
五
篇
『
メ
ロ
ヴ
ィ
ン
グ
、
カ
ロ
リ
ン
グ
時
代
法
律
文
例
篇（

12
）』

か
ら
一
一
七
通
の
文
書

を
収
録
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
の
は
、
そ
れ
ら
が
実
際
の
訴
訟
事
件
の
残
り
物
で
あ
る
か
ら
だ
、
と
や
は
り
特
別
に
断
り
書
き
を
し
て
い

る（
13
）。

　

D
ie G

erichtsurkunden aus Italien bis zum
 Jahre 1150 

に
は
、
一
四
四
点
の
文
献
か
ら
一
〇
六
四
通
（
補
遺
と
し
て
加
え
ら
れ
た

一
通
を
含
む
）
の
文
書
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　

イ
タ
リ
ア
に
伝
わ
る
裁
判
文
書
に
関
係
し
て
、
新
た
に
、C

aesare M
anaresi, I P

lacita de ‘R
egnum

 Italiae ’, vol. 1

―6, 

R
om

a1955–1960 

が
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
資
料
集
に
よ
っ
て
、 H

übner

の
目
録
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
お
よ
そ
一
六
〇
通
の
裁
判
文

書
の
存
在
が
明
ら
か
に
さ
れ
た（

14
）。

　
（
一
一
五
七
）
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洋
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八

同
志
社
法
学　

六
一
巻
四
号

三　

裁
判
の
か
た
ち

（
一
）
裁
判
文
書
の
大
要

　

H
übner

が
目
録
化
し
て
い
る
裁
判
文
書
の
大
多
数
が
伝
え
て
い
る
の
は
訴
訟
経
過
で
あ
り
、
法
廷
で
審
理
さ
れ
た
主
要
な
点
が
報
告
さ

れ
て
い
る
。
審
理
の
場
に
出
さ
れ
て
い
な
い
事
柄
は
こ
の
報
告
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

　

訴
訟
が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
国
王
裁
判
の
場
や
国
王
使
者
（m

issus dom
inicus

）、
伯
（G

raf （
15
））、

大
司
教
、
司
教
、
修
道
院
長
の
裁

判
の
場
に
お
い
て
で
あ
る
。

　

裁
判
の
場
に
は
共
に
裁
判
を
行
う
審
判
人
（Schöffen （

16
））

が
い
て
、
裁
判
文
書
に
は
審
判
人
た
ち
の
名
前
が
し
ば
し
ば
書
き
留
め
ら
れ
て

い
る
。
フ
ラ
ン
ク
時
代
の
裁
判
制
度
は
、
通
常
、
一
審
制
で
あ
っ
た
。

　

裁
判
事
例
で
、
数
が
一
番
多
い
の
は
不
動
産
を
め
ぐ
る
裁
判
で
あ
る
。
そ
の
理
由
が
、
土
地
を
め
ぐ
る
紛
争
が
実
際
に
群
を
抜
い
て
多
か

っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
裁
判
文
書
の
残
り
方
と
し
て
、
不
動
産
を
め
ぐ
る
裁
判
に
関
係
し
た
ウ
ワ
ク
ン
デ
が
各
教
会
の
文

書
庫
で
特
別
に
注
意
深
く
保
管
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
は
分
ら
な
い
。

（
二
）
特
徴
的
な
裁
判
類
型

⑴　

不
出
廷
裁
判
（V

ersäum
nisverfahren

）

　

裁
判
文
書
は
、
フ
ラ
ン
ク
時
代
に
お
け
る
訴
訟
経
過
の
特
徴
的
類
型
を
伝
え
て
い
る
。
そ
の
一
つ
が
不
出
廷
裁
判
、
い
わ
ゆ
る
欠
席
裁
判

で
あ
る
。
不
出
廷
裁
判
の
通
常
の
か
た
ち
は
、
一
方
当
事
者
が
法
廷
に
出
頭
す
る
と
約
束
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
約
束
を
履
行
せ
ず
、
出

頭
し
な
い
場
合
の
裁
判
で
、
出
廷
約
束
不
履
行
裁
判
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
一
一
五
八
）



西
洋
中
世
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同
志
社
法
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六
一
巻
四
号

　

被
告
の
召
喚
は
、
早
く
に
は
、
一
方
当
事
者
で
あ
る
原
告
が
単
独
で
行
い
〔=

 m
annitio

と
呼
ば
れ
る
方
式
〕、
後
に
な
っ
て
、
裁
判
官

が
被
告
の
出
廷
を
命
令
す
る
よ
う
に
な
る
〔=

 bannitio

と
呼
ば
れ
る
方
式
〕。
被
告
が
進
ん
で
出
頭
す
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
、
被

告
が
そ
れ
に
よ
っ
て
法
廷
に
出
廷
す
る
（placitum

 adram
ire

）
こ
と
を
約
束
す
る
、両
当
事
者
の
締
結
す
る
訴
訟
契
約
（Streitgedinge

）

を
、
召
喚
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

目
録
番
号
三
六
が
、
出
廷
約
束
不
履
行
裁
判
の
一
例
を
伝
え
て
い
る
。
当
該
の
文
書
は
、C

hlodw
ig III.

の
六
九
三
年
五
月
五
日
付（

17
）

の

P
lacitum

で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、St.D

enis

修
道
院
の
大
修
道
院
長C

haino

の
代
理
人
た
ち
が
別
の
修
道
院
の
大
修
道
院
長

E
rm

enoald

を
国
王
裁
判
所
に
告
訴
し
て
い
る
。
裁
判
経
過
の
要
旨
は
、
以
下
で
あ
る
。

両
当
事
者
は
、
あ
る
債
務
保
証
を
め
ぐ
っ
て
彼
等
の
間
に
生
じ
た
争
い
に
、
被
告E

rm
enoald

が
被
告
を
含
む
四
人
で
司
教
の
面
前
で

行
う
、「
被
告
は
債
務
保
証
を
引
き
受
け
て
は
い
な
い
」
と
い
う
宣
誓
に
よ
っ
て
決
着
を
つ
け
る
か
、
あ
る
い
は
、
国
王
裁
判
所
で
訴

訟
を
行
う
こ
と
で
決
着
を
つ
け
る
と
い
う
こ
と
を
、
教
会
裁
判
所
に
お
い
て
、
パ
リ
の
司
教Siegfried

の
面
前
で
合
意
し
た
。
被
告
は
、

約
束
し
た
宣
誓
を
行
う
た
め
に
司
教
の
面
前
に
出
頭
し
て
来
な
か
っ
た
の
で
、
原
告C

haino

の
代
理
人
た
ち
は
国
王
裁
判
所
で
被
告

が
出
廷
し
て
く
る
の
を
待
っ
た
。
三
日
間
と
い
う
待
つ
べ
き
期
限
が
満
了
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
弁
明
の
た
め
に
使
い
の
者
を
送
る
こ
と

も
し
な
い
ま
ま
、
被
告
は
出
廷
し
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
、「
汝
ら
の
地
方
の
法
が
こ
の
種
の
争
い
に
つ
き
定
め
て
い
る
（lex loci 

vestri de tale causa edocit

）」
賠
償
金
を
被
告
は
支
払
う
べ
し
、
と
い
う
判
決
を
、
国
王
は
下
し
た
。

　
「
あ
る
債
務
保
証
」
め
ぐ
る
上
記
の
争
い
が
裁
判
沙
汰
に
な
る
ま
で
の
経
過
は
、
以
下
で
あ
る
。

　
（
一
一
五
九
）
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法
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A
nseberctho

司
教
な
る
人
物
が
千
五
百
リ
ブ
ラ
の
油
と
百
モ
デ
ィ
ウ
ス
の
上
等
の
ブ
ド
ウ
酒
を
（pro olio m

illi quignentas libras 

et vino bono m
od

（ios

） cento

）、文
書
か
ら
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
か
ら
、原
告
に
引
き
渡
す
こ
と
を
約
束
し
た
。
そ
の
際
、

被
告
はvvaddium

を
原
告
に
手
渡
し
（conm

endassit

）、A
nseberctho

司
教
の
こ
の
約
束
の
債
務
保
証
人
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

A
nseberctho

司
教
は
、
こ
れ
も
文
書
か
ら
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
か
ら
、
約
束
を
履
行
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
原
告
は
、

被
告
に
対
し
て
債
務
保
証
人
と
し
て
の
責
任
を
果
た
す
よ
う
求
め
た
が
、
被
告
は
、A

nseberctho

司
教
の
約
束
に
つ
い
て
そ
の
債
務

保
証
人
と
な
っ
た
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た
。

　

vvaddium

（w
addium

, w
adium

, vadium

）
と
は
、
も
と
も
と
は
、
契
約
あ
る
い
は
法
律
に
基
づ
い
て
債
務
の
か
た
（P

fand

）
と
し

て
手
渡
さ
れ
る
細
長
い
棒
（Stab

）
あ
る
い
は
小
枝
（festuca =

 H
alm

）
等
の
シ
ン
ボ
ル
（
象
徴
物
）
を
意
味
し
て
い
た
が
、最
終
的
に
は
、

シ
ン
ボ
ル
（
象
徴
物
）
が
債
務
者
か
ら
債
権
者
に
、
債
権
者
か
ら
債
務
保
証
人
に
、
そ
し
て
債
務
保
証
人
か
ら
再
び
債
務
者
に
手
渡
さ
れ
る

行
為
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
契
約
は
こ
の
行
為
に
よ
っ
て
「
厳
粛
な
保
証
（eine feierliche B

ekräftigung

）」
を
与

え
ら
れ
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
シ
ン
ボ
ル
（
象
徴
物
）
は
誠
実
の
担
保
と
み
な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る（

18
）。

⑵　

召
喚
不
服
従
裁
判
（U

ngehorsam
sverfahren

）

　

出
廷
約
束
不
履
行
裁
判
を
普
通
の
か
た
ち
と
し
て
い
た
不
出
廷
裁
判
の
中
に
、
九
世
紀
末
以
降
、
召
喚
不
服
従
裁
判
と
い
う
新
し
い
か
た

ち
が
作
ら
れ
て
い
く
。
出
廷
約
束
の
反
故
で
は
な
く
て
、
一
方
当
事
者
が
そ
も
そ
も
召
喚
に
応
じ
な
い
こ
と
を
原
因
と
す
る
裁
判
の
こ
と
で

あ
る
。
目
録
番
号
八
一
九
は
、
イ
タ
リ
ア
に
伝
来
し
て
い
る
八
九
七
年
三
月
四
日
の
文
書
の
要
旨
を
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。

　
（
一
一
六
〇
）
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一
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志
社
法
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六
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四
号

宮
中
伯A

m
edeus

、
辺
境
伯A

delbertus

、
皇
帝L

am
bert

の
使
者
た
ち
、P

arm
a

、Siena

、 L
una

、 F
lorenz

の
各
司
教
、
辺
境
伯

の
四
人
の
ヴ
ァ
サ
ル
た
ち
（vasalli

・
家
士
）、
都
市
の
ヴ
ィ
ケ
コ
メ
ス
（vicecom

es （
19
））、

二
人
の
都
市
の
審
判
人
（scabinus

）
等

が
構
成
す
る
法
廷
で
、L

ucca

の
司
教P

etrus

と
そ
の
フ
ォ
ー
ク
ト
（advocatus （

20
））Teupertus

は
、
司
教
の
教
会
の
土
地
を
め
ぐ
っ

て
六
二
人
の
者
た
ち
を
訴
え
た
。
被
告
た
ち
は
、
三
回
に
亘
り
召
喚
さ
れ
た
が
出
廷
し
な
か
っ
た
。
裁
判
の
主
宰
者
た
ち
は
、
使
い
を

送
り
、
被
告
た
ち
を
も
う
一
度
召
喚
し
た
。
し
か
し
、
ま
た
も
や
、
被
告
た
ち
の
所
在
が
分
ら
な
か
っ
た
た
め
、
不
出
廷
裁
判
が
開
始

さ
れ
る
。
裁
判
の
主
宰
者
た
ち
は
、原
告
に
対
し
て
棒
に
よ
り
（per fustem

）
当
該
土
地
の
移
転
（Investitur

）
を
行
っ
た
。
但
し
、

そ
の
際
、
被
告
た
ち
が
当
該
土
地
に
つ
い
て
原
告
に
優
る
権
利
を
有
し
て
い
る
場
合
に
は
、salva querim

onia

、
す
な
わ
ち
被
告
た

ち
は
出
訴
し
て
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
留
保
が
付
け
ら
れ
た
。

　

棒
を
象
徴
物
と
し
、
そ
の
象
徴
物
を
原
告
に
手
渡
す
こ
と
で
、
裁
判
手
続
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
土
地
所
有
の
移
転
と
い
う
行
為
が
行
わ
れ

て
い
る
が
、
し
か
し
、
一
方
で
、
召
喚
に
応
じ
な
か
っ
た
被
告
た
ち
に
は
、
こ
の
移
転
に
対
し
て
異
議
申
立
て
が
で
き
る
と
い
う
留
保
が
付

け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
判
決
は
一
種
の
中
間
判
決
で
し
か
な
い
。

　

こ
の
文
書
は
、
宮
中
伯A

m
edeus

、
辺
境
伯A

delbertus
が
被
告
た
ち
に
対
す
るbannum

 dom
ini Im

pertoris

（
国
王
罰
令
）
の
発
動

を
命
じ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
召
喚
と
い
う
国
王
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
の
制
裁
と
し
て
、
被
告
た
ち
に
対
し
て
罰
令
違
反
金
を
科

す
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う（

21
）。

⑶　

仮
装
裁
判
（S

cheinprozeß

）

　

フ
ラ
ン
ク
時
代
に
お
け
る
訴
訟
経
過
の
も
う
一
つ
の
特
徴
的
類
型
は
、
仮
装
裁
判
（Scheinprozeß

）
で
あ
る
。
両
当
事
者
間
に
実
際
に

　
（
一
一
六
一
）
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志
社
法
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は
紛
争
が
な
い
の
に
、
恰
も
そ
れ
が
あ
る
か
の
如
く
装
い
行
わ
れ
る
裁
判
の
こ
と
で
あ
る
。
仮
装
裁
判
の
目
的
は
、
主
と
し
て
、
原
告
の
あ

る
権
利
を
判
決
の
か
た
ち
で
確
認
さ
せ
、
そ
の
判
決
を
文
書
に
し
、
そ
し
て
こ
の
文
書
を
原
告
に
入
手
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
文
書
の
中
で

は
、
国
王
文
書
が
最
高
の
価
値
を
持
つ
。
両
当
事
者
が
示
し
合
わ
せ
て
始
め
る
裁
判
で
あ
る
か
ら
、
当
事
者
の
不
出
廷
と
い
う
よ
う
な
問
題

は
こ
こ
で
は
発
生
し
な
い
。
目
録
番
号
三
七
の
対
象
文
書
は
、
仮
装
裁
判
の
一
例
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

六
九
二
年
一
一
月
一
日（

22
）、St.D

enis

修
道
院
（basilica

）
の
大
修
道
院
長C

haino

は
、L

usarca

〔=
 L

uzarches

〕
で
開
か
れ
た
国

王C
hlodw

ech III.

の
法
廷
で
、〔
寄
進
〕
文
書
（strum

entum

）
と
プ
レ
カ
ー
リ
ア
文
書
（precaria （

23
））

を
引
き
合
い
に
出
し
、
修

道
女
で
あ
る
高
貴
な
女
性A

ngantrude

等
に
、
彼
女
等
が
修
道
院
に
ヴ
ィ
ラ
（villa

）N
ocitum

〔=
 N

oisy-sur-O
ise

〕
を
寄
進
し
、

そ
し
て
そ
の
上
で
そ
の
ヴ
ィ
ラ
をbeneficium （

24
）

と
し
て
修
道
院
か
ら
再
び
受
け
取
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
自
白
〔
＝
認
め
〕
さ
せ
た

（Sed ipsa A
ngantrudis in presenti tal

（iter

） fuit professa, quod

…
…
―
「
だ
が
同A

ngantrude

は
、
か
く
し
て
、
…
…
を

直
ち
に
自
白
し
た
〔
＝
認
め
た
〕」）。
法
廷
に
列
座
し
て
い
た
宮
中
伯M

arso

は
、
万
事
全
く
間
違
い
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
国
王

に
伝
え
た（

25
）。

国
王
は
、
宮
中
伯
の
こ
の
報
告
を
聞
い
た
後
、
有
力
な
者
た
ち
（proceres

）
と
共
に
判
決
を
下
し
、「〔
寄
進
〕
文
書
や

プ
レ
カ
ー
リ
ア
文
書
に
よ
っ
て
吟
味
さ
れ
た
如
く
、
ま
たA

ngantrude

等
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
た
如
く
、
先
の
大
修
道
院
長C

haino

と
彼
のSt.D
enis

修
道
院
は
…
…
当
該
ヴ
ィ
ラ N

ocitum
に
つ
き
、
獲
得
物
の
全
て
あ
る
い
は
ヴ
ィ
ラ
に
属
す
る
も
の
全
て
共
に
永

久
に
取
得
す
べ
き
も
の
と
す
る
」、
と
命
じ
る
（
…
…iobem

m
us ut m

em
oratus C

haino abba vel pars basileci sui s

（an

）c（t

）i 

D
ionisii ipsa villa N

ocito una cum
 om

nem
 m

erteto vel integritati sua, inspecta ipsa strum
enta, sicut p

（er

）ipsas 

declaratur,

…
…om

ne tem
pure habiant evindegatas

）。

　
（
一
一
六
二
）
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こ
の
判
決
は
、
国
王
を
主
語
と
す
る
文
型
で
文
書
に
さ
れ
、
国
王
の
印
璽
が
押
印
さ
れ
、
原
告
に
手
交
さ
れ
る（

26
）。

（
三
）
一
般
的
な
か
た
ち
―
弁
論
そ
し
て
判
決
―

⑴　

裁
判
目
録
中
の
最
多
の
事
例
の
範
例

　

弁
論
（streitige V

erhandlung

）
を
経
て
判
決
が
下
さ
れ
る
裁
判
に
は
多
様
な
か
た
ち
が
あ
る
が
、W

erkm
üller

は
、
裁
判
目
録
の
中

で
最
も
多
く
見
ら
れ
る
裁
判
経
過
の
要
点
を
以
下
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る（

27
）。

両
当
事
者
が
出
廷
す
る
。
原
告
は
、
例
え
ば
、
被
告
が
原
告
の
土
地
を
不
法
に
自
分
の
物
に
し
た
（m

alo ordine possidere

）
と
か
、

力
づ
く
で
侵
入
し
て
（invasio
）
略
奪
し
た
と
陳
述
す
る
。
そ
し
て
、自
分
の
権
利
を
証
明
す
る
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
提
出
す
る
。
被
告
は
、

法
に
従
っ
た
方
式
に
よ
っ
て
答
弁
を
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
。
被
告
は
、
不
法
に
原
告
の
土
地
を
自
分
の
物
に
し
た
、
と
い
う

原
告
の
主
張
を
争
う
。
そ
し
て
、
被
告
も
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
引
き
合
い
に
出
し
、
そ
れ
を
提
出
す
る
と
約
束
す
る
。
そ
の
後
、
被
告
は
次

回
裁
判
期
日
に
被
告
の
持
つ
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
提
出
す
べ
き
も
の
と
す
る
、
と
い
う
判
決
が
下
さ
れ
る
。
被
告
は
、
そ
う
す
る
こ
と
を
誓

約
す
る
。
被
告
は
、
次
回
裁
判
期
日
に
出
廷
す
る
が
、
し
か
し
、
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
所
有
し
て
い
な
い
こ
と
を
認
め
る
。
か
く
し
て
、
そ

の
結
果
、
被
告
が
反
対
証
明
を
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
（Sed exinde iactivus apparuit

）。
そ
の
後
、
被
告
は
土
地
を

直
ち
に
原
告
に
戻
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
第
二
の
判
決
が
下
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
被
告
は
、
法
と
誠
実
の
下
、w

adium

を
手
渡
す

こ
と
に
よ
っ
て
土
地
を
戻
す
こ
と
を
行
っ
た
（per w

adio cum
 lege et fide facta

）。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
原
告
の
た
め
に
、
ウ

ワ
ク
ン
デ
が
手
交
さ
れ
る
。

　
（
一
一
六
三
）



西
洋
中
世
初
期
の
裁
判
の
か
た
ち

 

一
四

同
志
社
法
学　

六
一
巻
四
号

　

目
録
番
号
三
〇
九
に
そ
の
摘
要
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
法
律
文
例（

28
）（

八
一
七
―
八
四
〇
年
）
が
、
こ
の
整
理
に
重
な
る
事
例
を
伝
え
て
い

る
。
以
下
は
、
そ
の
要
旨
で
あ
る
。
法
律
文
例
は
、
文
書
作
成
の
た
め
の
雛
形
で
あ
る
た
め
、
人
名
等
が
い
わ
ば
「
空
欄
」
扱
い
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
そ
の
「
空
欄
」
を
、
原
告
、
被
告
、
某
等
適
当
な
用
語
で
埋
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

あ
る
司
教
の
フ
ォ
ー
ク
ト
は
、
被
告
が
教
会
の
隷
属
民
た
ち
を
不
法
、
不
当
に
奪
い
取
っ
た
（
…
…post se m

alo ordine reteneret 

et indebite

…
…
）
と
訴
え
た
。
被
告
は
、
こ
の
隷
属
民
た
ち
は
国
王
裁
判
所
に
お
い
て
宮
中
伯
の
面
前
で
司
教
に
勝
訴
し
獲
得
し
た

者
た
ち
で
あ
る
、
と
主
張
し
た
。
判
決
は
、
被
告
が
こ
の
点
に
つ
い
て
交
付
さ
れ
た
裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ
（carta evindicata

）
を
一
定

の
日
数
の
内
に
提
出
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
（afram

isset

）
よ
う
に
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
被
告
は
、
棒
を
手
渡
す
こ
と
に
よ

っ
て
（per festuca

）
誓
約
を
し
た
。
被
告
は
、
証
明
を
す
べ
き
期
日
内
に
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
提
出
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
反
対
証
明
が

で
き
な
く
な
っ
た
。
被
告
は
法
と
誠
実
の
下
（cum

 lege et fide

）w
adium

を
手
渡
す
こ
と
に
よ
っ
て
隷
属
民
を
原
告
に
戻
す
べ
し

と
い
う
、
国
王
使
者
た
ち
と
審
判
人
た
ち
（scabini

）
の
判
決
が
下
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
国
王
使
者
た
ち
は
、
原
告
の
要
望
に
よ
り
、

ウ
ワ
ク
ン
デ
（notitia

）
を
作
成
し
、
原
告
に
手
交
し
た
。

⑵　

二
者
択
一
判
決
（Zw

eizüngiges U
rteil （

29
）

）
の
範
例

　

目
録
番
号
二
十
が
対
象
に
し
て
い
る
法
律
文
例
（
七
世
紀
）
は
、
二
者
択
一
裁
判
の
一
例
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る（

30
）。

原
告
がA

ngers

市
に
来
て
、
尊
き
人
で
あ
る
（venerabilis vir

）
某
大
修
道
院
長
、
そ
の
他
多
く
の
敬
う
べ
き
人
々
（boni 

hom
ines （

31
））

の
面
前
で
、
被
告
た
ち
が
某
地
域
に
あ
る
原
告
の
ブ
ド
ウ
畑
を
不
法
に
（m

ale ordine

）
奪
い
取
っ
た
、
と
訴
え
た
。
被

　
（
一
一
六
四
）
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告
た
ち
は
、
被
告
た
ち
に
同
ブ
ド
ウ
畑
を
譲
渡
し
た
、「
名
前
が
某
で
あ
る
高
貴
な
人
を
法
に
適
っ
た
保
証
人（

32
）と

し
て
有
し
て
い
る
と

答
え
た
。
そ
れ
故
に
、
被
告
た
ち
は
、
某
な
る
そ
の
者
を
、
某
日
、A

ngers

市
に
お
け
る
〔
裁
判
に
際
し
て
〕、
証
言
の
た
め
に
出
廷

さ
せ
る
義
務
を
負
う
も
の
と
し
、
こ
の
こ
と
が
行
わ
れ
な
い
場
合
に
は
、
法
定
賠
償
金
と
共
に
、
同
ブ
ド
ウ
畑
を
原
告
に
返
還
す
べ
き

も
の
と
す
る
、
と
宣
告
さ
れ
た
」（, Q

uia ipse illi et illi taliter in respunso

〔dederunt

〕, quod autore habebant legitim
o 

nom
en illo m

aiore, quia ipsa vinia ad eos dedissi, sic ab ipsis viris illi fuit denonciatum
, ut die illo A

ndecavis 

civetate ipso illo in autericio presentare deberit; se hoc non facebat, cum
 legis beneficio ipso illo de ipsa vinia 

revestire deberet.
）。

　

目
録
番
号
二
二
に
摘
要
の
あ
る
法
律
文
例
（
七
世
紀
）
は
、
こ
の
事
件
の
続
き
を
伝
え
て
い
る（

33
）。

「
か
く
し
て
、
原
告
は
出
廷
し
、
夕
方
ま
で
、
法
に
従
い
、
自
ら
、
彼
自
身
の
裁
判
に
出
席
す
る
と
い
う
義
務
を
果
た
し
、
そ
し
て
被

告
の
欠
席
を
確
認
し
た
。
確
か
に
被
告
た
ち
は
出
廷
せ
ず
、
自
分
た
ち
が
誓
約
し
た
こ
と
を
守
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
原
告
が
、
そ
れ
故
に
、
こ
の
ウ
ワ
ク
ン
デ
（notitia
）
を
敬
う
べ
き
人
々
（boni hom

ines

）
の
手
か
ら
受
け
取
ら
ね
ば
な
ら
ぬ

の
は
、
原
告
に
と
っ
て
余
儀
無
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
法
が
両
当
事
者
の
間
に
指
し
示
す
全
て
の
こ
と
を
守
る
こ
と
が
こ
の

後
義
務
づ
け
ら
れ
る
よ
う
、
こ
の
こ
と
が
行
わ
れ
た
」（Sed veniens in eo placito illi de m

anum
 usque ad vesperum

 

placitum
 suum

 legibus costodivit et solsadivit. N
am

 illi et illi ibidem
 fuerunt et hoc quod espoponderunt m

enim
e 

potuerunt adim
plire. P

ropteria necessarium
 ipsius illo, ut hanc noticia m

anibus bonorum
 hom

inum
 exinde accipere 

deberit ; quod ita et fecit, ut in postm
odum

, quicquid lex inter eos declarat, attendere debiat.

）。
　
（
一
一
六
五
）



西
洋
中
世
初
期
の
裁
判
の
か
た
ち

 

一
六

同
志
社
法
学　

六
一
巻
四
号

⑶　

殺
人
（hom

icidium
, m
ors

）
に
係
る
二
者
択
一
判
決
の
範
例

　

目
録
番
号
二
一
が
対
象
に
し
て
い
る
法
律
文
例
（
七
世
紀
）
は
、
目
録
中
に
稀
に
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
殺
人
の
事
例
を
次
の
よ
う

に
伝
え
て
い
る（

34
）。

原
告
で
あ
る
兄
弟
が
、A

ngers

市
で
、
高
貴
な
る
伯
や
ラ
ヒ
ン
ブ
ル
ゲ
ン
（raciniburdus （

35
））

の
面
前
で
、
被
告
が
原
告
の
親
を
殺
害

し
た
、
と
訴
え
た
。「
被
告
は
こ
の
事
に
つ
い
て
答
弁
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
被
告
は
こ
の
件
に
つ
き
完
全
に
強
く
否
定
し
た
。

そ
れ
故
に
裁
判
集
会
は
、
先
の
兄
弟
が
同
意
し
た
後
、
被
告
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
判
決
を
下
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
被
告
は
、
被
告
が
出
廷
し
た
日
か
ら
四
十
夜
を
経
た
三
月
一
日（

36
）に

、
近
隣
の
者
た
ち
で
被
告
と
同
輩
の
一
二
人
の
者
た
ち
と
共

に
、
す
な
わ
ち
自
分
を
含
め
て
一
三
人
で
、A

ngers

市
の
司
教
座
教
会
に
お
い
て
、
先
の
殺
人
に
つ
い
て
は
完
全
に
否
認
す
る
し
、

原
告
の
親
を
殺
害
し
て
は
い
な
い
、
ま
た
殺
人
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
知
ら
な
か
っ
た
し
、
同
意
を
与
え
る
こ
と
も
し
て
い
な
い
、

と
宣
誓
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宣
誓
が
出
来
た
な
ら
ば
、
被
告
は
、
生
涯
、
当
該
事
件
か
ら
責
任
を
免
れ
続
け
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
も
し
出
来
な
け
れ
ば
、
法
が
保
証
す
る
だ
け
、
原
告
に
対
し
て
賠
償
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
」（Interrogatum

 est 

sepedicto illo, quid ad hec causa darit in respunsis ; sed hoc ad integra fortiter denecabat. Sic iuxta aptificantes 

sepedictis germ
anus visum

 est ad ipsis personas decrevisse iudicio, ut quatrum
 in suum

, quod evenit ipso K
alendas 

illas, aput hom
ines 12, m

ano sua 13, vicinus circam
anentis, sibi sim

m
elus, in ecclesia seniore loci, in ipsa civetate 

hoc debiat coniurare, quod ad m
orte sepedicto num

quam
 consentissit, nec eum

 occessisset, nec consciens nec 

consentanius ad hoc faciendum
 num

quam
 fuissit. Sed hoc facere potest, diebus vite suae de ipsa causa securus 

perm
aneat ; sin autem

 non potuerit, in quantum
 lex pristat, hoc em

endare stodeat.

）。

　
（
一
一
六
六
）
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こ
の
裁
判
の
そ
の
後
を
伝
え
て
い
る
法
律
文
例（

37
）に

よ
れ
ば
、
被
告
は
定
め
ら
れ
た
日
に
出
廷
し
、
次
の
よ
う
に
宣
誓
を
す
る
こ
と
で
責
を

免
れ
て
い
る
。

「
こ
の
聖
所
と
こ
こ
に
安
ら
い
給
え
る
聖
者
た
ち
の
比
類
の
な
い
全
き
ご
加
護
に
か
け
て
。
あ
る
者
と
そ
の
兄
弟
は
、
私
が
彼
ら
の
親

を
殺
し
た
か
あ
る
い
は
殺
す
こ
と
を
嘱
託
し
た
、
と
訴
え
た
が
、
私
は
殺
し
て
い
な
い
し
、
殺
す
こ
と
を
嘱
託
し
て
も
い
な
い
、
ま
た

殺
人
に
つ
い
て
知
ら
な
か
っ
た
し
、
同
意
を
与
え
て
も
い
な
い
の
で
あ
り
、
裁
判
集
会
が
求
め
、
法
に
従
い
進
行
す
る
雪
冤
宣
誓
を
除

い
て
、
私
は
当
該
事
件
に
つ
い
て
何
等
の
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
い
」（P

er hunc loco sancto et divina om
nia sanctorum

 

patorcinia, qui hic requiescunt, unde m
ihi aliquid hom

enis illi et germ
anus suos illi repotaverunt, quod parente 

eorum
 illo quondam

 interficisse aut interficere rogasse, ipsum
 non occisi, nec occidere rogavi, nec consciens nec 

consentanius ad m
orte sua num

quam
 fui, nec illud de hac causa non redebio nisi isto edonio sacram

ento, quem
 

iudicatum
 habui, legibus transivi.

）。

　

被
告
は
雪
冤
宣
誓（

38
）に

成
功
し
、
そ
の
こ
と
を
証
明
す
る
ウ
ア
ク
ン
デ
（notitia

）
が
被
告
に
手
交
さ
れ
て
い
る
。

（
四
）
確
認
（
承
認
）
を
求
め
る
訴
え
（F

eststellungsklage, R
ekognitionsprozeß

）

　

目
録
番
号
一
六
四
に
そ
の
摘
要
が
あ
る
裁
判
文
書
（
八
〇
二
年
）
は
、vicedom

inus

で
あ
るC

ixlianus

等
、
さ
ら
にD

ubulinus

等
の

敬
う
べ
き
人
々
（boni hom

ines

）
か
ら
成
る
裁
判
集
会
（judicium

）
に
お
け
る
被
告
の
行
為
を
以
下
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る（

39
）。

　
（
一
一
六
七
）



西
洋
中
世
初
期
の
裁
判
の
か
た
ち

 

一
八

同
志
社
法
学　

六
一
巻
四
号

「
…
…
〔
欠
落
〕
…
…
私P

inaudus

…
…
は
、
大
修
道
院
長A

nianus

や
さ
ら
に
大
修
道
院
長
の
下
に
あ
る
修
道
士
た
ち
が
、C

aunes

地
方
の
貴
下
等
の
所
領
の
中
に
あ
る
、
そ
し
て
主
君
た
る
国
王K

arl

や
国
王L

udw
ig

が
我
等
に
贈
与
し
た
、
そ
し
て
今
は
我
等
が
住

ん
で
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
ヴ
ィ
ラR

isellum

を
め
ぐ
り
私
を
訴
え
た
、
貴
下
等
に
係
る
上
記
裁
判
集
会
に
お
い
て
、
私

P
inaudus

と
私
の
両
親
、
す
な
わ
ちM

aterindus

とF
lugentiusga

が
貴
下
等
に
対
し
て
プ
レ
カ
ー
リ
ア
証
書
（precaria, 

precarium

）
を
作
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
ヴ
ィ
ラ
に
つ
き
、
毎
年
…
…
〔
欠
落
〕
…
…
そ
こ
で
貴
下
等
に
、
以
後
、
収
穫
物
の

一
部
（tasca

）
や
十
分
の
一
税
（decim

a

）
を
支
払
う
義
務
を
負
う
た
こ
と
…
…
〔
欠
落
が
あ
る
の
で
訳
は
略
〕
…
…
を
否
認
で
き

な
い
、
と
い
う
こ
と
を
承
認
す
る
。
…
…
〔
欠
落
〕
…
…
さ
ら
に
、
貴
下
等
に
係
る
上
記
裁
判
集
会
に
お
い
て
、
私
は
、
私P

inaudus

と
私
の
両
親M

aterindus

とF
lugentius

が
貴
下
等
に
支
払
う
義
務
を
負
う
た
か
か
る
収
穫
物
の
一
部
、
十
分
の
一
税
を
、
我
等
は
貴

下
等
に
対
し
て
〔
支
払
う
こ
と
を
〕
拒
み
、
そ
し
て
我
等
は
こ
の
こ
と
に
よ
り
六
年
間
先
の
物
〔
＝
収
穫
物
の
一
部
、
十
分
の
一
税
〕

を
納
め
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
上
、
同
ヴ
ィ
ラ
に
つ
き
貴
下
等
か
ら
取
り
戻
そ
う
と
欲
し
、
ま
た
、
同
ヴ
ィ
ラ

に
つ
き
貴
下
等
に
対
し
て
損
害
を
加
え
て
し
ま
い
、
そ
し
て
ま
た
、
貴
下
等
の
糧
食
の
た
め
で
は
な
く
、
同
ヴ
ィ
ラ
を
所
有
す
る
こ
と

を
欲
し
た
こ
と
を
承
認
す
る
。
ま
た
、
同
様
に
、
私
と
先
に
名
前
の
出
た
私
の
両
親
が
、
貴
下
等
の
ベ
ネ
フ
ィ
キ
ウ
ム
（beneficium

）

と
し
て
そ
し
て
我
等
が
貴
下
等
に
対
し
て
作
成
し
た
貴
下
等
の
〔
持
つ
〕
プ
レ
カ
ー
リ
ア
証
書
に
よ
り
同
ヴ
ィ
ラ
を
か
つ
て
所
有
し
た

と
い
う
こ
と
を
、
私P

inaudus

は
承
認
す
る
、
そ
し
て
、
我
等
が
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
貴
下
等
に
係
る
上
記
裁
判
集
会
に
お
い
て
、

誠
実
に
、
私
は
承
認
す
る
。
フ
ラ
ン
ク
人
の
王
、
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
人
の
王
で
あ
る
、
我
等
が
主
君
皇
帝K

arl

の
治
世
下
三
四
年
、
五
月

五
日
に
承
認
（recognitio

）
が
与
え
ら
れ
た
」。

　

こ
の
裁
判
文
書
か
ら
、
次
の
こ
と
が
分
か
る
。
第
一
に
、C

aunes

修
道
院
の
大
修
道
院
長A

nianus

等
が
、
ヴ
ィ
ラR

isellum

を
め
ぐ
り

　
（
一
一
六
八
）



西
洋
中
世
初
期
の
裁
判
の
か
た
ち

 

一
九

同
志
社
法
学　

六
一
巻
四
号

P
inaudus

な
る
者
を
訴
え
て
い
る
こ
と
。
第
二
に
、
こ
の
ヴ
ィ
ラ
は
、
被
告P

inaudus

と
そ
の
両
親
が
国
王K

arl

や
国
王L

udw
ig

か
ら
贈

与
さ
れ
た
も
の
で
、
元
々
は
彼
ら
の
所
有
物
で
あ
っ
た
こ
と
。
第
三
に
、
被
告P
inaudus

等
は
、
元
々
は
彼
ら
の
所
有
物
で
あ
っ
た
こ
の

ヴ
ィ
ラ
をC

aunes

修
道
院
に
寄
進
し
、
そ
し
て
借
り
戻
し
て
い
る
こ
と
〔
＝
借
り
戻
し
的
プ
レ
カ
ー
リ
ア
〕。
第
四
に
、
被
告P

inaudus

等
は
、
借
り
戻
す
代
償
と
し
て
収
穫
物
の
一
部
と
十
分
の
一
税
を
納
め
る
義
務
を
負
担
し
た
こ
と
。
第
五
に
、
被
告P

inaudus

等
は
一
旦

寄
進
し
た
後
に
負
担
付
で
借
り
戻
し
た
ヴ
ィ
ラ
を
取
り
返
す
こ
と
を
企
て
た
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
企
て
と
の
関
連
で
あ
ろ
う
が
、
貢

納
義
務
を
六
年
間
履
行
し
て
い
な
い
こ
と
。
第
六
に
、
被
告P

inaudus

が
、
法
廷
に
お
い
て
、
同
ヴ
ィ
ラ
がC

aunes

修
道
院
か
ら
貸
与
さ

れ
た
土
地
（beneficium
）
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
被
告P

inaudus

や
彼
の
両
親
が
プ
レ
カ
ー
リ
ア
証
書
を
作
成
し
てC

aunes

修
道
院
に

差
し
出
し
て
お
り
、
そ
の
証
書
に
基
づ
い
て
、
被
告P

inaudus

等
が
同
ヴ
ィ
ラ
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
を
承
認
し
た
こ
と
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
裁
判
文
書
は
、「
承
認
す
る
」
と
い
う
用
語
にrecognoscere

の
現
在
形
を
宛
て
た
、
被
告P

inaudus 

を
主
語

と
す
る
確
認
（
承
認
）
文
書
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
で
は
、
原
告
の
大
修
道
院
長A

nianus

等
は
、
被
告
等
に
よ
っ
て
不
当
に
侵

害
さ
れ
た
彼
等
の
権
利
の
確
認
（
承
認
）
を
求
め
て
訴
え
を
起
こ
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。H

übner

は
、そ
う
考
え
て
い
る
。
被
告
等
が
「
不

法
に
（m

alo ordine

）」
に
所
有
地
を
奪
っ
た
の
で
返
還
せ
よ
、
と
い
う
内
容
の
訴
え
を
、
原
告
の
大
修
道
院
長A

nianus

等
は
起
こ
し
た

の
で
は
な
く
、
同
ヴ
ィ
ラ
が
原
告
等
の
所
有
地
で
あ
る
こ
と
の
確
認
（
承
認
）
と
貢
租
を
受
け
取
る
権
利
の
確
認
（
承
認
）
を
被
告
に
求
め

て
、
原
告
等
は
裁
判
を
起
こ
し
た
、
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る（

40
）。

　

し
か
し
、
本
文
書
に
は
、
原
告
側
の
請
求
内
容
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、H

übner

が
本
文
書
の
事
例
を
「
確

認
（
承
認
）
を
求
め
る
訴
え
」
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
、W

erkm
üller

もH
übner

の
こ
の
判
断
を
否
定
は
し
て
い
な
い
、
と
い
う
点
を
確

認
す
る
に
止
め
て
お
き
た
い
。

　
（
一
一
六
九
）



西
洋
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二
〇

同
志
社
法
学　

六
一
巻
四
号

四　

訴
え
の
正
当
性
に
つ
い
て
の
理
由
づ
け

（
一
）
消
極
的
理
由
づ
け

　

消
極
的
理
由
づ
け
と
私
が
こ
こ
で
言
う
の
は
、
三
（
三
）
⑴
で
言
及
し
た
目
録
番
号
三
〇
九
の
対
象
文
書
で
あ
る
法
律
文
例
（
八
一
七
―

八
四
〇
年
）
の
中
の
、「
不
法
、
不
当
に
奪
い
取
っ
た
（
…
…post se m

alo ordine reteneret et indebite

）」
と
い
う
表
現
に
見
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
な
、
被
告
が
不
法
、
不
当
な
行
為
を
し
た
、
と
い
う
、
被
告
を
非
難
す
る
簡
潔
な
表
現
だ
け
が
訴
え
の
正
当
性
の
根
拠
づ

け
に
さ
れ
て
い
る
場
合
の
こ
と
を
考
え
て
い
る（

41
）。「

不
正
且
つ
不
法
に
（injuste &

 m
alum

 ordine

）」「
被
告
た
ち
が
不
正
に
所
有
し
て
い

る
（iniuste tenebant

）」
と
い
う
表
現
の
仕
方
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る（

42
）。

（
二
）
積
極
的
理
由
づ
け

　

積
極
的
理
由
づ
け
と
私
が
こ
こ
で
言
う
の
は
、
原
告
が
、
相
続
、
贈
与
、
譲
渡
等
を
主
張
す
る
こ
と
で
、
訴
え
の
正
当
性
を
根
拠
づ
け
て

い
る
場
合
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
例
で
は
、
三
（
三
）
⑶
目
録
番
号
二
一
の
対
象
文
書
（
七
世
紀
）
で
あ
る
法
律
文
例
に
記
述
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
原
告
が
根
拠
を
裏
付
け
る
関
連
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
法
廷
に
提
出
す
る
の
が
普
通
で
あ
る（

43
）。

（
三
）
非
悪
意
宣
誓
（V

oreid

）

　

世
良
晃
志
郎
が
予
備
宣
誓
と
い
う
訳
語
を
宛
て
て
い
る
、
そ
し
て
本
稿
で
は
非
悪
意
宣
誓
と
仮
訳
す
るV

oreid

（w
idereid, w

edredus, 

w
ederedus, videredum

）
も
、
積
極
的
理
由
づ
け
の
一
つ
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る（

44
）。

非
悪
意
宣
誓
と
は
、
訴
え

が
、「
憎
悪
や
気
ま
ぐ
れ
あ
る
い
は
欲
得
」
に
よ
る
も
の
で
は
く
、「
疑
う
十
分
な
根
拠
」
が
あ
っ
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
宣
誓
す
る
こ
と

　
（
一
一
七
〇
）
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二
一

同
志
社
法
学　

六
一
巻
四
号

で
あ
る（

45
）。

　

目
録
番
号
三
六
九
、
三
七
〇
ａ
・
ｂ
、
三
七
九
の
対
象
文
書
が
そ
の
例
を
伝
え
て
い
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る（

46
）。

以
下
は
、
そ
れ
ら
の
文
書

か
ら
得
ら
れ
る
情
報
の
要
旨
で
あ
る
。

〔
目
録
番
号
三
六
九
の
対
象
文
書
（
八
六
七
年
）
の
要
旨
〕　

Isaac

司
教
、O

do

伯
、H

isdebaldus

大
修
道
院
長
、
国
王
使
者
た
ち
が
、

審
判
人
（scabini
）
や
そ
の
他
多
く
の
人
々
と
共
に
座
す
公
の
裁
判
集
会
（m

allus publicus

）
に
、Isaac

司
教
の
フ
ォ
ー
ク
ト
で

あ
るA

lcaudus

が
来
て
、H

ildebernus

な
る
名
前
の
或
る
者
を
訴
え
て
（m

allauit

）、
同H

ildebernus

と
、
そ
し
て
彼
の
下
に
い
る

不
自
由
人
た
ち
と
自
由
人
た
ち
と
が
（sui serui, &

 sui franci

）、Bruciacensi

の
向
こ
う
側
やG

ediacensi

、Saciacensi

に
お
い
て
、

聖B
enignus

〔
修
道
院
〕
の
土
地
や
森
に
入
り
、
そ
し
てH

ildebernus

が
命
じ
て
、
不
法
に
（m

alo ordine

）、
そ
こ
で
聖

B
enignus

〔
修
道
院
〕
に
属
す
る
オ
ー
ク
の
木
を
伐
採
し
、
そ
し
て
切
り
倒
し
た
、
と
陳
述
し
た
。「
ま
た
、〔
原
告
のA

lcaudus

は
〕

こ
の
よ
う
な
証
人
た
ち
が
い
る
、
と
陳
述
し
た
。
審
判
人
た
ち
（scabini

）
の
判
決
に
基
づ
い
て
〔
原
告
た
るA

lcaudus

の
証
人
で

あ
る
〕V

ualdricus

は
、
四
十
夜
後
、
次
回
裁
判
期
日
に
、
同
国
王
使
者
た
ち
がV

scarense 

とA
toeriis

で
開
催
す
る
裁
判
集
会
の
場

で
、
同A

lcaudus

が
彼
の
証
人
た
ち
と
共
に
、H

ildebernus

に
対
し
て
証
明
を
行
う
、
と
誓
約
し
た
」（&

 dixit quod tales testes 

haberet, &
 per iudicium

 E
scabineorum

 V
ualdricus, arram

iuit post X
L

. noctes in proxim
o M

allo, quod in V
scarense, 

&
 in A

toeriis ipsi m
issi tenent, ipse A

lcaudus, cum
 sua testim

onia H
ildeberno adprobare faciat.

）。

　

本
文
書
に
お
い
て
、
司
教Isaac

は
裁
判
の
主
催
者
の
一
人
で
あ
る
と
共
に
、
彼
自
身
の
フ
ォ
ー
ク
を
代
理
に
立
て
て
訴
え
を
起
こ
し
た

原
告
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
他
の
裁
判
文
書
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
時
代
、
裁
判
主
宰
者
の
忌
避
等
が
問
題
に
な
っ
て
い
な

　
（
一
一
七
一
）
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二
二

同
志
社
法
学　

六
一
巻
四
号

い
こ
と
が
分
か
る
。

〔
目
録
番
号
三
七
〇
ａ
の
対
象
文
書
（
八
六
八
年
）
の
要
旨
〕H

eldebernus

〔
＝
前
文
書
のH

ildebernus

〕、A
lcaudus

、Isaac

司

教
が
公
の
裁
判
集
会
に
出
廷
す
る
。
同Isaac

司
教
、O

dilo

伯
〔
＝
前
文
書
のO

do

か
〕、H

isdebaldus

大
修
道
院
長
、B

etrannus

、

国
王
使
者
た
ち
、
そ
し
て
そ
の
他
多
く
の
人
々
の
面
前
で
、Alcaudus

がH
eldebernus

を
訴
え
、
そ
し
て
同H

eldebernus

が
、
自
ら
、

ま
た
自
由
人
や
不
自
由
人
と
共
に
、B

ructaci

〔
＝
前
文
書
で
はB

ruciacensi

〕
地
区
（finis （

47
））、G

ilbuacense

〔
＝
前
文
書
で
は

G
ediacensi

〕、Saciacensi
に
お
い
て
、
聖B

enignus

〔
修
道
院
〕
の
森
に
入
り
、H

eldebernus

が
命
じ
て
、
不
法
に
、
オ
ー
ク
の

木
を
こ
と
ご
と
く
切
り
倒
し
た
、
と
陳
述
し
た
。「
し
か
し
な
が
ら
、
同H

eldebernus

は
、A

lcaudus

は
正
し
く
で
は
な
く
、
不
正

に
自
分
を
訴
え
た
、
とA

lcaudus
に
反
論
し
た
〔
傍
線
は
訳
者
。
以
下
同
じ
〕。
だ
が
、A

lcaudus

は
、H

eldebernus

た
ち
が
過
日

審
判
人
た
ち
の
下
し
た
判
決
に
よ
り
訴
訟
の
た
め
に
出
廷
し
て
い
た
の
で
、Heldebernus

に
対
し
て
、
非
悪
意
宣
誓
を
（V

uidridum

）

行
う
義
務
を
引
き
受
け
る
と
表
明
し
た
。
そ
こ
で
、
同
審
判
人
た
ち
は
、
同H

eldebernus

は
四
十
夜
の
後
、
次
回
の
裁
判
集
会
で

A
lcaudus

に
対
し
て
宣
誓
を
行
う
か
、
あ
る
い
は
、
法
が
定
め
て
い
る
こ
と
を
行
う
か
せ
よ
、
と
い
う
判
決
を
下
し
た
」（ipse 

autem
 H

eldebernus respondit ei, quod non iuste, sed iniuste eum
 m

allasset, A
lcaudus vero contra eum

 V
uidridum

 

stipulauit, vnde ante hos dies, per iudicium
 Scabiniorum

 ad respectum
 fuerunt. T

unc ipsi Scabinei decreuerunt 

iudicium
, quod post X

L
. noctes, in proxim

o m
allo, ipse H

eldebernus contra A
lcaudum

 iurasset, aut quod lex est 

fecisset.

）。

〔
目
録
番
号
三
七
〇
ｂ
の
対
象
文
書
（
八
六
八
年
）
の
要
旨
〕　

法
定
の
四
十
夜
が
過
ぎ
た
後
、C

ugaraone

で
の
、
前
回
裁
判
期
日
に

　
（
一
一
七
二
）



西
洋
中
世
初
期
の
裁
判
の
か
た
ち

 

二
三

同
志
社
法
学　

六
一
巻
四
号

続
く
裁
判
集
会
に
お
い
て
、
同A

lcaudus

は
、Isaac

司
教
、O

donis

〔
＝
最
初
の
文
書
のO

do

か
〕
伯
の
面
前
に
来
て
、
そ
こ
で
、

H
eldebernus

を
法
に
従
い
訴
え
た
（secundum

 legem
 clam

auit

）。「
し
か
し
な
が
ら
、Heldebernus

は
そ
こ
に
居
な
か
っ
た
の
で
、

A
lcaudus

は
非
悪
意
宣
誓
を
（V

uidridum

）
を
行
っ
た
：
し
か
し
、H

eldebernus

は
そ
こ
に
来
ず
、
法
に
適
っ
た
欠
席
の
届
を
提

出
す
る
こ
と
も
せ
ず
、
出
廷
不
履
行
が
万
事
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
、
そ
こ
で
、
審
判
人
た
ち
は
、A

lcaudus

が
こ
の
不
出

廷
確
認
ウ
ア
ク
ン
デ
を
受
領
す
る
、
と
判
決
し
た
。
そ
し
て
、
以
下
の
人
々
の
出
席
の
も
と
、
そ
の
こ
と
が
行
わ
れ
た
」（C

um
 vero 

H
eldebernus ibi non esset, A

lcaudus V
uidridum

 iurauit: sed quia H
eldebernus ibi non venit, nec suam

 A
cloniam

 

denunciauit, in om
nibus G

eitiuus apparuit, tunc iudicauerunt ipsi Scabinei, vt A
lcaudus hanc noticiam

 G
eist cartae 

acciperet, quod &
 fecit his praesentibus. （

48
））。

〔
目
録
番
号
三
七
九
の
対
象
文
書
（
八
七
〇
年
）
の
要
旨
〕　

A
lcaudus

が
来
て
、C

urtanonus

と
呼
ば
れ
て
い
る
ヴ
ィ
ラ
で
の
公
の

裁
判
集
会
の
場
で
、Isaac

司
教
、O

donis
〔
＝
最
初
の
文
書
のO

do

か
〕
伯
、B

ertrannus

、
国
王
使
者
た
ち
、
そ
し
て
そ
の
他
多

く
の
人
々
の
面
前
でH

ildebernus

を
訴
え
た
。「
し
か
し
な
が
ら
同H

ildebernus

は
、
国
王
使
者
た
ち
の
前
に
立
ち
何
一
つ
確
か
な

こ
と
を
し
よ
う
と
は
望
ま
ず
、
そ
れ
故
に
同
オ
ー
ク
の
森
や
同
土
地
を
手
放
さ
な
か
っ
た
。
や
が
て
、
先
の
審
判
人
た
ち
に
よ
っ
て
、

H
ildebernus

は
、
彼
が
こ
と
ご
と
く
切
り
倒
し
た
オ
ー
ク
の
木
に
つ
い
て
損
害
賠
償
を
支
払
い
、
そ
し
てw

adium

を
手
渡
す
こ
と
に

よ
り
義
務
の
履
行
を
約
束
し
且
つ
先
の
土
地
を
法
に
従
い
返
還
す
る
も
の
と
す
る
、
と
い
う
判
決
が
下
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
行

わ
れ
た
。
さ
ら
に
、
同H

ildebernus

は
、
同
土
地
に
つ
い
て
、R

enualdense

地
区
（finis

）
に
来
て
、
そ
し
て
、C

ernana

を
起
点

に
し
て
ヴ
ィ
ラR

evualdicum

に
達
す
る
公
道
か
ら
、
同
ヴ
ィ
ラ
の
す
ぐ
近
く
の
、Riuulus

川
が
流
れ
込
ん
で
い
る
谷
ま
で
を
、
ま
た
、

上
方
か
ら
、
同
地
区
に
含
ま
れ
る
限
り
で
の
森
ま
で
と
を
、
草
と
土
塊
に
よ
り
、
フ
ォ
ー
ク
と
で
あ
る
先
のA

lcaudus

に
、
す
な
わ

　
（
一
一
七
三
）



西
洋
中
世
初
期
の
裁
判
の
か
た
ち

 

二
四

同
志
社
法
学　

六
一
巻
四
号

ち
聖B

enignus

〔
修
道
院
〕
に
戻
し
た
。
こ
の
こ
と
は
次
の
人
々
の
出
席
の
下
に
行
わ
れ
た
」（Ipse vero H

idebernus, ante 

praedictos m
issos stans, nulla cetra valebat dicere, cur ipsos casno siue terram

 ipsam
 retineret; tunc iudicatum

 est 

a supradictis Scabineis, vt de ipsis casnis, quos m
ortificauit, legem

 faceret &
 renuadiaret, seu supradictam

 terram
 

legaliter redderet, quod &
 fecit. D

enique, idem
 H

ildebernus, super ipsam
 terram

 venit in fine R
enualdense, &

 a 

publica via quae vadit de C
ernana ad R

evualdicum
 villam

, vsque ad vallem
 iuxta illam

 villam
 vbi R

iuulus decurrit, &
 

desursum
 vsque ad siluam

, quantum
 ipsa finis continet, supradicto A

lcaudo A
duocato, per herbam

 &
 cespitem

, ad 

partem
 sancti B

enigni reddidit vurestitum
, fecit his praesentibus.

）。

　

上
記
の
文
書
の
中
の
〔
目
録
番
号
三
六
九
の
対
象
文
書
（
八
六
七
年
）〕
に
よ
る
と
、
原
告
は
、
不
法
に
（m

alo ordine

）
と
い
う
表
現

だ
け
を
使
い
、
被
告
を
訴
え
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、〔
目
録
番
号
三
七
〇
ａ
の
対
象
文
書
（
八
六
八
年
）〕
に
よ
る
と
、
被
告
は
、
原
告

の
訴
え
は
不
正
で
あ
る
と
反
論
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
原
告
は
、
被
告
に
対
し
て
非
悪
意
宣
誓
（
本
文
の
用
語
で
はV

uidridus

）
を
行
う

用
意
が
あ
る
と
い
う
申
し
出
を
す
る
。
こ
れ
が
、
本
稿
が
、
非
悪
意
宣
誓
を
、
訴
え
の
正
当
性
の
根
拠
づ
け
に
関
連
さ
せ
て
位
置
づ
け
た
理

由
で
あ
る
。
た
だ
、
以
上
言
及
し
た
、
目
録
番
号
三
六
九
、
三
七
〇
ａ
・
ｂ
、
三
七
九
の
対
象
文
書
は
そ
れ
ぞ
れ
の
作
成
年
を
異
に
し
て
い

る
し
、
ま
た
記
述
内
容
の
繋
が
り
も
疑
問
の
余
地
の
な
い
程
に
明
確
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。

　

他
にV

oreid

の
事
例
と
し
て
、L

ex R
ibuaria （

49
）と L

ex Saxonum
の
法
文
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。L

ex Saxonum

の
該
当
法
文
は
以
下

で
あ
る「

宣
誓
に
よ
っ
て
他
人
の
財
産
を
狡
猾
に
奪
お
う
と
欲
す
る
者
は
、
同
一
地
方
の
二
人
な
い
し
三
人
の
信
頼
す
る
に
足
る
証
人
を
以
て
、

　
（
一
一
七
四
）



西
洋
中
世
初
期
の
裁
判
の
か
た
ち

 

二
五

同
志
社
法
学　

六
一
巻
四
号

責
め
あ
る
と
の
判
決
が
下
さ
れ
る
。
証
人
が
よ
り
多
け
れ
ば
、
さ
ら
に
よ
い
」（Q

ui alteri dolose per sacram
entum

 res 

proprias tollere vult, duobus aut tribus de eadem
 provincia idoneis testibus vincatur, et si plures fuerint, m

elius 

est.
）。

　

こ
の
法
文
に
はV

oreid

を
直
接
に
指
し
示
す
用
語
は
存
在
し
て
い
な
い
が
、
原
告
が
そ
の
訴
え
の
正
当
性
を
証
人
と
共
に
宣
誓
す
る
こ
と

で
、
出
廷
し
た
被
告
が
宣
誓
を
行
い
そ
の
責
め
を
免
れ
る
こ
と
を
予
め
封
ず
る
が
で
き
るV

oreid

手
続
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る（

50
）。

五　

被
告
の
対
応

（
一
）
認
諾
の
事
例
の
範
例

　

仮
装
裁
判
（Scheinprozeß

）
の
場
合
、
事
柄
の
性
格
上
、
被
告
は
、
反
論
を
す
る
こ
と
な
く
、
即
座
に
訴
え
の
通
り
で
あ
る
こ
と
を
認

め
て
い
る
。
し
か
し
、
仮
装
裁
判
の
場
合
以
外
で
、
こ
の
よ
う
な
事
例
に
出
会
う
こ
と
は
稀
で
あ
る
し
、
仮
に
そ
う
思
え
る
事
例
で
あ
っ
て

も
、
留
保
を
付
け
慎
重
に
判
断
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
目
録
番
号
七
三
の
対
象
文
書
は
法
律
文
例（

51
）（

八
世
紀
半
ば
）
で
あ
る
が
、
こ

の
文
書
に
よ
れ
ば
、

畑
地
を
不
法
に
（m

ale ordine

）
手
放
さ
な
い
で
い
る
、
と
訴
え
ら
れ
た
被
告
に
対
し
て
、「
ヴ
ィ
カ
リ
ウ
ス
（vicarius （

52
））

や
敬
う

べ
き
人
々
（boni hom

ines

）
に
よ
っ
て
、
訴
え
に
対
し
て
反
論
を
す
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
こ
と
は
全
く
も
っ
て
真
実
で
あ
る
と
し

　
（
一
一
七
五
）



西
洋
中
世
初
期
の
裁
判
の
か
た
ち

 

二
六

同
志
社
法
学　

六
一
巻
四
号

て
反
論
を
し
な
い
か
の
尋
問
が
行
わ
れ
た
が
、
被
告
は
、
同
畑
地
に
つ
い
て
適
法
に
入
手
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
今
か
ら
入
手

す
べ
き
も
の
で
あ
る
の
か
を
直
ぐ
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、〔
こ
れ
で
〕、
被
告
が
〔
訴
え
の
通
り
で
あ
る

と
〕
直
ぐ
に
自
白
し
た
〔
＝
認
め
た
〕
こ
と
は
明
白
に
な
っ
た
」（Interrogatum

 fuit ab ipsis viris, quid contra hoc dicere 

vellebat, si sic erat veritas, an non; sed ipse ille in presente nullatenus potebat responsum
 dare, per quem

 sibi de 

ipso cam
po legibus sacire aut inantea sacire deberet; sed ipse in presente professus apparuit.

）。

　

こ
の
文
書
に
対
す
る
私
の
訳
は
、
尋
問
に
答
え
な
い
被
告
の
行
為
は
原
告
の
訴
え
の
内
容
を
認
め
る
、
被
告
の
黙
示
の
意
思
表
示
と
い
う

意
味
で
の
沈
黙
で
あ
る
、
と
い
う
理
解
を
前
提
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
文
書
は
裁
判
経
過
の
全
て
を
伝
え
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。

被
告
は
そ
の
後
何
ら
か
の
反
論
を
し
、
そ
し
て
、
最
終
的
に
訴
え
の
通
り
で
あ
る
と
認
め
た
の
か
も
し
れ
な
い（

53
）。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
被
告
は
、

法
に
従
い
（secundum

 legem

）、
三
十
ソ
リ
ド
ゥ
ス
の
賠
償
に
加
え
、w

adium

を
手
渡
す
こ
と
に
よ
っ
て
原
告
に
畑
地
を
移
転

（revestisset - revestire

）
す
べ
し
、
と
判
決
さ
れ
て
い
る
。

（
二
）
単
純
否
認

　

不
法
に
所
有
し
て
い
る
と
い
う
訴
え
に
対
し
て
、「
私
は
、
不
法
に
で
は
な
く
、
正
し
く
、
適
法
に
所
有
し
て
い
る
」（non m

alo 

ordine, sed iuste et legaliter possideo

）
と
反
論
す
る
場
合
の
よ
う
に
、
訴
え
を
一
言
で
否
認
し
て
い
る
事
例
が
あ
る（

54
）。

目
録
番
号
四

八
八
の
対
象
文
書
（
九
一
八
年（

55
））

に
よ
る
と
、
司
教W

allo

の
フ
ォ
ー
ク
トA

bba

は
、C

adilo

と
そ
の
相
続
人
が
ヴ
ィ
ラ C

anavas

を
不
正

に
（injuste

）
所
有
し
て
い
る
、
と
辺
境
伯R

ichardus

等
の
面
前
で
訴
え
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
被
告
等
は
、「
原
告
等
に
よ
り
指

摘
さ
れ
た
同
財
産
を
正
し
く
適
法
に
取
得
し
た
」（quod ipsas res, pro quibus apellabatur, juste et legaliter possidebat

）
と
い
う

　
（
一
一
七
六
）



西
洋
中
世
初
期
の
裁
判
の
か
た
ち

 

二
七

同
志
社
法
学　

六
一
巻
四
号

言
い
方
で
、
訴
え
を
否
認
し
て
い
る
。

　

目
録
番
号
五
〇
六
の
対
象
文
書
（
九
三
四
年（

56
））

で
は
、A

dalgrim
us

等
三
人
の
兄
弟
が
、
修
道
士N

ivarius

を
、
彼
がB

enjam
in

な
る
人

物
に
不
正
に
（injuste

）V
ilaro

の
地
の
マ
ン
ス
（m

ansus

）
贈
与
し
た
、
と
い
う
理
由
で
ヴ
ィ
カ
リ
ウ
ス
で
あ
るA

m
elius

の
面
前
で
訴

え
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「N

ivarius

は
、
適
法
に
行
っ
た
、
と
答
え
た
」（R

espondebat N
ivarius quod bene ordine 

faciebat.

）。

　

こ
の
事
件
の
場
合
、「
そ
の
後
、彼
等
三
人
の
兄
弟
は
、Niguarius

とB
enjam

in

に
対
し
て
不
法
に
訴
え
を
起
こ
し
た
こ
と
を
認
め
た
」（Ibi 

se recognoverunt tres fratres illi quod m
alo ordine N

iguario et B
enjam

in contrapellabant.

）。

　

な
お
、
目
録
番
号
五
〇
六
の
対
象
文
書
に
出
て
く
る
被
告
の
名
前
の
表
記
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
が
、
同
一
人
物
で
あ
る
と
理
解
し
て
紹

介
を
し
、
ま
た
翻
訳
を
し
て
い
る
。

（
三
）
理
由
を
付
け
た
否
認

　

H
übner

は
、
土
地
を
め
ぐ
る
紛
争
に
お
い
て
、
ど
こ
の
土
地
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
か
が
不
明
だ
と
い
う
理
由
で
、
被
告
が
原
告
の

訴
え
を
ま
ず
否
認
し
て
い
る
事
例
が
多
い
こ
と
、
ま
た
そ
の
場
合
、「
言
わ
れ
て
い
る
場
所
が
分
ら
な
い
（nescio de quo dicis

）」
と
い

う
の
が
、
原
告
に
対
す
る
被
告
の
典
型
的
な
反
論
の
仕
方
で
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
で
は
、
被
告
の
申
立
て
に
よ

っ
て
、
あ
る
い
は
裁
判
所
の
判
断
で
現
地
調
査
の
た
め
の
手
続
き
が
執
ら
れ
る（

57
）。

　

被
告
が
、
自
分
の
権
利
を
主
張
し
て
否
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
場
合
、
そ
の
権
利
を
証
明
す
る
文
書
が

法
廷
に
提
出
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
譲
渡
や
貸
借
、
売
買
等
を
証
明
す
る
文
書
で
あ
る
。
相
続
が
権
利
の
根
拠
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
る

場
合
も
多
い
。H

übner

は
、
一
例
と
し
て
、
次
の
、
リ
ブ
ア
リ
ア
法
典
第
五
九
章
第
八
法
文
を
挙
げ
て
い
る（

58
）。

　
（
一
一
七
七
）



西
洋
中
世
初
期
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判
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二
八

同
志
社
法
学　

六
一
巻
四
号

「
誰
か
が
裁
判
所
に
訴
へ
ら
れ
た
る
場
合
證
書
を
手
中
に
有
し
た
る
と
き
は
、
彼
に
対
し
何
等
の
不
法
占
有
又
は
侵
害
も
穿
鑿
せ
ら
る

べ
か
ら
ず
。
蓋
し
彼
は
訴
へ
ら
れ
て
問
杖
（F

ragenstab

）
に
対
し
て
（
又
は
依
り
て
）
答
へ
る
場
合
に
は
、
儀
式
的
答
辯
請
求

（tangano

）
な
し
に
語
る
べ
く
、
又
、『
不
法
に
な
ら
ず
し
て
、
證
書
に
よ
り
て
予
は
こ
れ
を
占
有
す
』
と
言
ふ
べ
け
れ
ば
な
り
」。

　

被
告
が
、
前
権
利
者
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
例
え
ば
そ
の
前
権
利
者
か
ら
買
い
受
け
た
と
か
、
借
り
受
け
た
等
と
主
張
す
る
よ
う
な
場

合
に
は
、
そ
の
前
権
利
者
と
共
に
裁
判
に
臨
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
具
体
例
は
、
既
に
三
（
三
）
⑵
「
二
者
択
一
判
決
」
で
示
し
て

い
る
。
こ
う
し
た
前
権
利
者
は
、
文
書
の
中
でauctor

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
「
保
証
人
」（G

ew
ährleister （

59
））

と
訳
し
た
。
次
の

目
録
番
号
三
五
九
の
対
象
文
書
（
八
六
二
年
）
も
、
保
証
人
が
登
場
す
る
事
例
で
あ
る（

60
）。

U
nafredus

伯
の
使
者Isem

bertus

、
同
じ
くA

daulfus

、「
そ
し
て
、
訴
え
に
判
決
を
下
し
、
法
に
従
い
決
着
を
つ
け
る
こ
と
を
命

じ
ら
れ
て
い
る
審
判
人
（judices qui jusi sunt causas dirim

ere &
 legibus difinire, id est A

defonsus

…
…
）、
す
な
わ
ち

A
defonsus

、 E
rm

enfredus

、 Teudefredus

、 Teuriscus

、A
droarius

、 B
eco

、 M
edenco

、 F
ortes 

、Senheresus

や
臨
席
せ
る

審
判
人
（judices

）H
ictore

、A
lbarico

、 Salam
on

、 E
liane

、 F
ridirico

、 A
sefredo

、 R
anim

iro

、 E
nnecone

、　

A
dim

iro

、　

A
lbaro

、 G
udino

、 G
om

esindo

、 A
dilane

」、
あ
る
い
は
、
彼
ら
と
共
に
そ
こ
に
座
す
他
の
多
く
の
敬
う
べ
き
人
々
（boni 

hom
ines

）
か
ら
成
る
、N

arbonne

で
の
公
の
裁
判
集
会
に
お
い
て
、C

arcassone

に
あ
る
聖
ヨ
ハ
ネ
ス
修
道
院
修
道
会
の
大
修
道
院

長R
ichim

irus

の
代
理
人
（m

andatarius

）R

　
　
　
　
　
マ
　
　
マ

ichim
irus

が
、P

etrus
と
そ
の
妻

V
uarnetrudes

が
修
道
院
に
譲
渡
し
た
、N

arbonne

に
あ
る
ヴ
ィ
ラ Stacianum

を
、「
こ
のSavigildus

な
る
者
が
力
づ
く
で
不
法
、
不
正
に
奪
い
取
り
、
そ
し
て
こ
の
二
年
間
に
亘
り
不

正
に
そ
の
ヴ
ィ
ラ
の
収
穫
物
の
取
り
入
れ
を
行
っ
た
」（Iste Savigildus hoc invasit de illorum

 potestate m
alum

 ordine 

　
（
一
一
七
八
）
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injuste infra istos duos annos &
 exblatavit hoc injuste

）
と
訴
え
た
。「
伯
の
使
者
た
る
我
等
そ
し
て
審
判
人
た
ち
は
、

Savigildus

に
対
し
て
、「
こ
の
訴
え
の
か
か
る
事
柄
に
関
し
て
如
何
な
る
返
答
を
す
る
か
」
と
問
う
た
」（N

os m
issus &

 judices, 

interrocavim
us Savigildo:

《Q
ui respondis ad hec de hac causa ?

》）。Savigildus

は
、
尋
問
に
対
し
て
、
そ
の
ヴ
ィ
ラ
を
「
私

は
不
法
に
も
不
正
に
も
所
有
し
て
は
い
な
い
、
何
故
な
ら
ば
、
私
は
こ
の
点
に
関
し
て
買
入
れ
ウ
ワ
ク
ン
デ
と
、
そ
れ
に
、
法
に
適
っ

た
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
作
成
し
、
同
財
産
を
私
に
譲
渡
し
たP

etrus

と
い
う
名
前
の
保
証
人
と
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」（
…
…ego 

hoc retineo, set non m
alum

 ordine nec injuste, quia ego exinde scripturam
 em

cionis abeo &
 autorem

 nom
ine 

P
etrone, qui ipsas res m

ihi in legibus autoricare debet.

）。

　

被
告
の
保
証
人
のP

etrus

は
、
原
告
の
側
が
名
前
を
挙
げ
たP

etrus

と
同
一
人
物
で
あ
る
。
被
告
は
、
十
五
日
後
に
開
催
さ
れ
る
次
回

開
廷
日
に
買
入
れ
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
提
出
す
る
と
共
に
、
保
証
人
で
あ
るP

etrus

夫
妻
を
出
廷
さ
せ
る
べ
し
と
の
判
決
を
下
さ
れ
る
。
保
証
人

で
あ
るP

etrus

は
出
廷
し
、
被
告
に
問
題
の
ヴ
ィ
ラ
を
売
却
す
る
以
前
に
、
そ
れ
を
原
告
に
譲
渡
し
て
い
た
こ
と
を
認
め
た
。
そ
し
て
、
被

告
も
保
証
人
も
原
告
へ
の
こ
の
譲
渡
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
。
被
告
は
、L

ex C
otorum

, in libro v, titulo IIII, era V
III

に
基
づ

い
て
そ
の
責
め
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
。L

ex C
otorum

 
と
は
、L

ex W
isigothorum

の
こ
と
で
あ
る
。

　

長
期
間
に
亘
っ
て
所
有
し
て
い
る
こ
と
を
否
認
の
理
由
に
し
て
い
る
事
例
も
多
い
。
目
録
番
号
四
五
二
の
対
象
文
書
（
八
八
八
―
八
九
八

年
）
が
そ
の
一
例
で
あ
る（

61
）。

R
aculfus

伯
が
、B

erolt

、R
ainolt

、A
dalart

と
い
う
名
の
人
々
と
共
に
、
あ
る
い
は
そ
の
他
審
判
人
（scam

ineis （
62
））

M
atiscensibus

、E
ldevert

、Sievert

、R
olm

ant

、R
atbert

、C
elest

、R
otlan

、W
arnerio

、M
aisedo

、A
rlulfo

、O
deliono

、

　
（
一
一
七
九
）



西
洋
中
世
初
期
の
裁
判
の
か
た
ち

 

三
〇

同
志
社
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六
一
巻
四
号

A
rdrado

、L
aidredo

、Sicherio

、G
uidone

、G
rinio 

と
共
に
、
そ
し
て
他
の
多
く
の
人
々
共
に
公
の
裁
判
集
会
に
座
し
て
い
る
時
、

S
　
　
マ
マ

ievert

と
言
う
名
の
者
と
聖L

aurentius

教
会
の
フ
ォ
ー
ク
で
あ
るW

ido

が
来
て
、W

alcaudus

と
い
う
名
の
者
を
訴
え
、

W
alcaudus

が
ヴ
ィ
ラ B

oscido

に
あ
る
畑
地
付
ブ
ド
ウ
畑
を
引
き
渡
す
こ
と
を
不
法
に
拒
絶
し
て
い
る
（recontentis m

alo 

ordine
）
と
申
し
立
て
た
。「
さ
て
、
同W

alcaudus

は
か
く
し
て
直
ち
に
出
廷
し
、
そ
の
反
論
に
お
い
て
、
自
分
自
身
と
自
分
へ
の

贈
与
者
と
で
〔
合
わ
せ
て
〕、〔
そ
の
間
〕
聖L

aurentius

教
会
と
そ
の
指
導
者
と
た
ち
が
何
か
あ
る
物
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
な
し

に
、
三
十
年
以
上
に
亘
り
〔
当
該
畑
地
付
ブ
ド
ウ
畑
を
〕
適
法
に
所
有
し
て
い
る
と
申
し
立
て
た
。
さ
て
、
同
審
判
人
た
ち
は
、
審
判

人
尋
問
に
基
づ
い
て
、W

alcaudus

の
〔
従
う
〕
法
が
定
め
て
い
る
如
く
、
自
分
自
身
と
自
分
へ
の
贈
与
者
と
で
〔
合
わ
せ
て
〕
三
十

年
以
上
に
亘
り
適
法
に
所
有
し
て
い
た
こ
と
を
宣
誓
す
べ
し
と
の
判
決
を
下
し
た
。W

alcaudus

は
、
そ
う
す
る
こ
と
を
、
宣
誓
を
行

っ
て
誓
約
し
た
。B

ernart

も
か
く
し
て
そ
の
よ
う
に
宣
誓
す
る
こ
と
を
誓
約
し
た
」（
…
…, tunc ipse W

alcaudus in presente 

stabat taliter, in suo responso dixit quod per se et suos donatores per triginta annos et am
plius legibus vestiti 

fu
eru

n
t absqu

e u
lla p

artion
e S

an
cti L

au
ren

tii vel su
os rectores. T

u
n

c ip
si scam

in
i p

er in
qu

isitu
m

 ju
d

iciu
m

 

decreverunt quod juret, cum
 sua lex est, quod per se et suos donatores per X

X
X

 annos et am
plius legibus vestiti 

fuissent, et prom
isit per fidem

 factam
 ; B

ernart jurare prom
isit quia taliter.

）。

　

H
übner

は
、
訳
文
の
最
後
に
出
て
く
るB

ernart

をW
alcaudus

の
保
証
人
で
あ
る
と
考
え
て
い
る（

63
）。

被
告W

alcaudus

に
ヴ
ィ
ラ
を
贈

与
し
た
当
の
本
人
で
あ
るB

ernart

も
出
廷
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
（
一
一
八
〇
）
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六　

証
明
と
裁
判
の
終
結

（
一
）
証
明

⑴　

当
事
者
に
よ
る
証
明

　

こ
れ
ま
で
の
記
述
の
よ
う
に
、
当
事
者
が
証
明
を
す
る
場
合
、
ウ
ワ
ク
ン
デ
（
証
書
）
が
提
出
さ
れ
た
り
、
保
証
人
、
証
人
が
立
て
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
神
判
も
行
わ
れ
て
い
る
。

　
〔
ウ
ワ
ク
ン
デ
〕　

三（
二
）⑶
に
関
係
し
て
挙
げ
た
目
録
番
号
三
七
の
事
例
で
は
、strum

entum

とprecaria

と
の
二
つ
の
ウ
ワ
ク
ン
デ

が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。
前
者
のstrum

entum
-instrum

entum

は
ウ
ワ
ク
ン
デ
一
般
に
使
わ
れ
る
用
語
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、

内
容
か
ら
判
断
し
て
寄
進
文
書
で
あ
る
。
後
者
のprecaria-precarium

も
幾
つ
か
の
意
味
を
持
つ
が
、
こ
こ
で
は
、
プ
レ
カ
ー
リ
ア
文
書

で
あ
る
。
寄
進
文
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
事
例
は
目
録
番
号
三
九
の
対
象
文
書
（
六
九
五
年
）
等
多
く
見
ら
れ
る
。
プ
レ
カ
ー
リ
ア
文
書
が

提
出
さ
れ
て
い
る
事
例
は
、
例
え
ば
目
録
番
号
五
八
の
対
象
文
書
（
七
二
〇
年
）
で
あ
る
。

　

売
買
関
係
文
書
も
目
録
番
号
五
六
の
対
象
文
書
（
七
一
一
年
）
等
多
く
の
事
例
で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。
交
換
文
書
も
、
目
録
番

号
三
二
六
の
対
象
文
書
（
八
四
八
年
）
等
に
認
め
ら
れ
る
。

　

目
録
番
号
六
三
の
対
象
文
書
（
七
五
〇
年
以
前（

64
））

で
は
、St.D

enis

修
道
院
の
大
修
道
院
長F

ulradus

が
、C

rux

と
呼
ば
れ
て
い
る
小

聖
堂
（oratorium

）
の
帰
属
を
め
ぐ
っ
て
、M

arigilum

修
道
院
の
大
修
道
院
長H

orm
ungus

を
宮
宰P

ippin

の
面
前
で
訴
え
て
い
る
が
、

こ
の
場
で
、
両
当
事
者
は
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
証
明
の
た
め
に
提
出
し
て
い
る
。
原
告
が
提
出
し
た
の
は
、C

hildebertus

〔
＝
ネ
ウ
ス
ト

リ
ア
王C

hildebert III.　

在
位
六
九
五
―
七
一
一
年
〕、 C

hlothacharius

〔=
 C

hlotahar II. 

五
八
四
―
六
一
三
年
ネ
ウ
ス
ト
リ
ア
王
、
六

一
三
―
六
二
九
年
全
フ
ラ
ン
ク
国
王
〕
の
国
王
文
書
（praeceptio

）
で
あ
り
、
被
告
が
提
出
し
た
の
は
国
王C

hlothacharius

の
確
認
文

　
（
一
一
八
一
）
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書
（confirm

atio

）
で
あ
る
。

　

原
告
の
大
修
道
院
長F

ulradus

は
、
加
え
て
、St.D

enis

修
道
院
の
大
修
道
院
長C

hillardus

が
国
王D

agobertus （
65
）か

ら
受
領
し
た
裁
判

ウ
ワ
ク
ン
デ
（iudicium

 evindicatum

）
を
同
時
に
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
、
大
修
道
院
長C

hillardus

が
ど
の
よ

う
な
経
緯
で
取
得
し
た
の
か
は
分
ら
な
い
。
裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
つ
い
て
は
、
三（
三
）⑴
で
引
用
し
た
目
録
番
号
三
〇
九
（
八
一
七
―
八
四

〇
年
）
の
対
象
文
書
に
も
、carta evindicata

と
い
う
用
語
で
、
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ
、
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
は
目
録
番
号
七
九
の
対
象
文
書
（
七
五
三
年（

66
））

に
も
登
場
す
る
。
そ
こ
で
は
、St.D

enis

修
道
院

の
大
修
道
院
長F

olradus

が
、St.D

enis

の
祝
祭
に
関
係
し
て
パ
リ
市
で
同
修
道
院
の
持
つ
市
場
税
（telloneus

）
徴
収
権
限
を
侵
害
し
た

と
し
て
、G

airehard

伯
を
フ
ラ
ン
ク
国
王P

ippin

（
在
位
七
五
一
―
七
六
八
年
）
の
下
に
訴
え
て
い
る
。
そ
の
際
、
大
修
道
院
長

F
olradus

は
、P

ippin

に
先
立
つ
国
王
た
ち
か
ら
与
え
ら
れ
たpraeceptio

、confirm
atio

、 C
hildebert III.

か
ら
与
え
ら
れ
た iudicium

 

evindicatum

を
提
出
し
て
い
る
。

　

裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ
等
に
加
え
教
皇
ウ
ワ
ク
ン
デ
が
登
場
す
る
の
は
目
録
番
号
四
八
七
の
対
象
文
書
（
九
一
八
年
）
で
あ
る（

67
）。

こ
の
文
書
に

は
、Toulouse

司
教A

ridem
andus

を
含
め
少
な
く
と
も
三
九
人
か
ら
構
成
さ
れ
た
裁
判
集
会
の
様
子
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
司
教
を
除
く

三
八
人
の
内
訳
は
、Toulouse

伯
で
あ
り
辺
境
伯
（m

archio
）
で
も
あ
るR

aym
undus

の
使
者
（m

issus

）
で
且
つ
フ
ォ
ー
ク
ト
の
、
ヴ

ィ
カ
リ
ウ
スB
ernardus

、D
onadeus

等
三
人
の
修
道
士
た
ち
、A

dalbertus

等
五
人
の
ロ
ー
マ
人
審
判
人
た
ち
（judices 

R
om

anorum

）、E
udegarius

等
四
人
の
ゴ
ー
ト
人
審
判
人
た
ち
（judici G

othorum

）、O
liba

等
八
人
の
サ
リ
ー
系
フ
ラ
ン
ク
人
の
審
判

人
た
ち
（judices Salicorum

）、A
utario

等
一
七
人
、
そ
し
て
名
前
の
記
載
さ
れ
て
い
な
い
そ
の
他
の
敬
う
べ
き
人
々
（boni hom

ines

）

で
あ
る
。

　

A
utario

等
一
七
人
の
最
後
の
人
名
の
書
き
方
だ
け
が
、Salvardo sagione
と
な
っ
て
い
る
。
他
一
六
人
は
、
名
前
の
み
で
あ
る
。

　
（
一
一
八
二
）
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H
übner

は
、Salvardo

と
い
う
名
前
の
者
とsagio

と
を
切
り
離
し
、
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
な
いsagio

の
肩
書
き
を
持
つ
人
物
が
別
に
居

た
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
私
は
、
以
下
、
記
載
内
容
を
紹
介
す
る
本
文
書
の
最
後
に
、「
先
に
名
前
の
挙
げ
ら
れ
たsagio

」
と
い
う

記
述
が
出
て
く
る
の
で
、Salvardo 

がsagio （
68
）の

立
場
に
あ
っ
た
と
理
解
し
て
お
き
た
い
。

　

原
告
は
ヴ
ィ
カ
リ
ウ
スB

ernardus

の
フ
ォ
ー
ク
ト
のA

dalbertus

で
あ
り
、
被
告
はM

ontolieu

市
の
洗
者
聖Johannis

修
道
院
の
大

修
道
院
長A

rifonsus
（de iste A

rifonso, abbate S. Johannis B
aptistae C

astri M
alaste

）
と
そ
の
フ
ォ
ー
ク
ト
のSoniarius

で
あ
る
。

本
文
書
の
最
後
で
明
確
に
な
る
点
を
先
取
り
し
て
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
く
と
、
原
告A

dalbertus

は
ヴ
ィ
カ
リ
ウ
スB

ernardus

の
フ
ォ
ー

ク
ト
で
あ
る
が
、こ
のB

ernardus

は
、法
廷
の
構
成
者
た
ち
の
人
名
の
冒
頭
に
出
て
く
るB

ernardus

と
同
一
人
物
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

本
裁
判
の
真
の
原
告
は
こ
のB

ernardus

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
四
㈢
で
引
用
し
た
目
録
番
号
三
七
〇
ａ
の
事
例
と
こ
の
点
で
は
同
じ
で
あ

る
。
本
文
書
が
記
録
し
て
い
る
紛
争
の
内
容
、
経
過
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

原
告
は
、
被
告
がE

lsau

と
も
呼
ば
れ
て
い
る
ヴ
ィ
ラ F

edosi

〔=
 V

illa-F
edosi

〕
を
不
正
、
不
法
（injuste et m

alum
 ordine

）

に
奪
い
、
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
の
同
ヴ
ィ
ラ
か
ら
受
け
取
る
べ
き
勤
務
（servicius

）
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
訴
え
て
い

る
。
被
告Soniarius

は
審
判
人
た
ち
（judices

）
の
尋
問
に
答
え
て
、
同
ヴ
ィ
ラ
は
不
正
、
不
法
に
奪
っ
た
も
の
で
は
な
く
て
、「
修

道
院
の
先
任
者
た
ち
が
、
適
法
に
行
わ
れ
た
買
入
れ
の
諸
ウ
ワ
ク
ン
デ
や
、C

arcasonne

市
に
お
い
てO

libane

伯
や
ヴ
ィ
ケ
コ
メ
ス

F
redario

、
そ
し
て
そ
の
他
の
人
々
、
そ
し
て
ま
た
敬
う
べ
き
人
々
の
面
前
で
宣
告
さ
れ
た
諸
々
の
判
決
命
令
に
よ
り
適
法
に
同
ヴ
ィ

ラ
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
修
道
会
は
、
故U

gbertus
が
国
王O

do

〔
在
位
八
八
八
―
八
九
六
年
〕
の
面
前
で
先
に
名
前

の
出
た
ヴ
ィ
ラ
に
関
連
し
て
獲
得
し
た
、
国
王
命
令
に
基
づ
く
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
所
有
し
て
い
る
し
、litterae

（
諸
ウ
ワ
ク
ン
デ
）

や auctorias

（
諸
々
の
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
）
に
よ
り 

〔
同
ヴ
ィ
ラ
〕
を
所
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
同
修
道
会
は
、
故

　
（
一
一
八
三
）
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R
ainulfus

大
修
道
院
長
が
最
も
偉
大
な
国
王
カ
ー
ル
か
ら
獲
得
し
た
他
の
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
所
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
私
を
フ

ォ
ー
ク
ト
に
任
じ
た
、
既
に
名
前
の
挙
げ
ら
れ
た
大
修
道
院
長A

rifonsus

はprivilegium

（
特
権
状
）
や
、
全
教
会
の
産
み
の
母
で

あ
る
使
徒
・
聖P

etrus

の
座
に
あ
る
教
皇
か
ら
与
え
ら
れ
た
、
ロ
ー
マ
か
ら
の
、
そ
し
て
天
国
に
い
るJohannis

か
ら
の
諸
々
の
教
皇

ウ
ワ
ク
ン
デ
を
所
有
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
の
故
に
、
先
述
の
ヴ
ィ
ラ
や
ヴ
ィ
ラ
の
境
界
に
つ
い
て
何
等
義
務
を
果
た
す
必
要
は
な
い

し
勤
務
を
行
う
必
要
も
な
く
、
こ
れ
等
全
て
は
貧
し
き
者
た
ち
の
食
物
や
修
道
士
た
ち
の
賄
い
の
た
め
に
〔
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
〕」（
…
…sed legibus eum

 acquisierunt antecessores sui per scripturas em
tionis legalibus factus, &

 per 

ju
d

iciis legibu
s ord

in
atis, qu

i fu
eru

n
t d

ecreti in
 civitate C

arcasson
a an

te O
liban

e com
ite, &

 an
te F

red
ario 

vicecom
ite, sive ante aliis viris &

 bonis hom
inibus,&

 praeceptum
 habet ipsa congregatio ex regia auctoritate, quod 

adquisivit U
gbertus, qui fuit quondam

, ante O
done rege, de jam

 dicto villare, &
 littera seu auctoritate habet ipsa 

congregatio vel alium
 praeceptum

 quod acquisivit R
ainulfus abba, qui fuit condam

, C
arlo gloriosissim

o rege, &
 

privilegium
 iste jam

 dictus A
rifonsus abba qui m

e m
andatarium

 injunxit, &
 litteras dom

inicas de R
om

am
 et de 

beato Johanne papa sedis apostolicae sancti P
etri, qui est m

ater om
nium

 ecclesiarum
, per quod nullum

 obsequium
 

nec nullum
 servitium

 non debent facere de jam
 dicto villare nec de suum

 term
inium

; sed om
oina haec in alim

onia 

pauperum
&

 in stipendia m
onachorum

.

）。

　

被
告
〔
＝
フ
ォ
ー
ク
トSoniarius

〕
の
こ
う
し
た
主
張
を
聴
い
た
司
教
た
ち
は
判
決
を
宣
告
し
て
（
…
…decreverunt judicium

）、「
フ

ォ
ー
ク
トSoniarius

に
対
し
て
、Soniarius

が
申
し
立
て
た
諸
ウ
ワ
ク
ン
デ
（scripturae

）
や
教
皇
の
諸
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
申
し
立
て
の
如

く
提
出
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
定
め
ら
れ
た
裁
判
集
会
に
お
い
て
そ
れ
ら
を
提
出
す
る
こ
と
を
命
じ
た
」（&

 ordinaverunt Soniario 

　
（
一
一
八
四
）
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m
andatarium

, ut aram
iret suas scripturas &

 litteras dom
inicas, quod ille ibidem

 postulavit, sicut &
 fecit, &

 aram
ivit eas 

ad placitum
 constitutum

）。
被
告
の
大
修
道
院
長A

rifonsus

お
よ
び
フ
ォ
ー
ク
トSoniarius

は
、
判
決
に
従
い
、
諸
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
持

っ
て
出
廷
し
、
そ
れ
等
諸
ウ
ワ
ク
ン
デ
の
故
に
、
先
に
名
前
の
出
た
ヴ
ィ
ラ
が
先
の
神
の
館
〔
＝
洗
者
聖Johannis

修
道
院
〕
の
、
そ
し

て
ま
た
先
の
同
修
道
会
の
正
当
な
所
有
地
（alodes legitim

um

）
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
、
そ
の
諸
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
提
出
し
た
。
そ
し
て
、

以
下
の
こ
と
が
こ
れ
に
続
く
。

「
し
か
し
、
そ
れ
に
対
し
て
、
司
教
た
る
余
と
先
に
名
前
の
挙
げ
ら
れ
た
審
判
人
た
ち
は
、
か
く
真
実
の
事
柄
を
、
そ
し
て
か
く
諸
々

の
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
の
定
め
る
と
こ
ろ
を
共
に
調
査
し
吟
味
し
、R

aym
undus

伯
の
使
者
で
先
に
名
前
の
出
た
ヴ
ィ
カ
リ
ウ
ス

B
ernardus

の
代
理
人A

dalbertus
に
対
し
て
、
も
しA

dalbertus

が
諸
ウ
ワ
ク
ン
デ
や
あ
る
い
は
証
人
た
ち
あ
る
い
は
何
ら
か
の
真

正
の
裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
所
有
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
な
ら
ば
、
同
ヴ
ィ
ラ
は
先
に
名
前
の
出
た
尊
ぶ
べ
き
館
の
所
有
地
で
あ
る
と

い
う
よ
り
は
、
贈
与
に
基
づ
く
あ
る
い
は
先
のR

aym
undus

の
同
意
に
基
づ
く
、A

dalbertus

の
主
人B

ernardus

の
ベ
ネ
フ
ィ
キ
ウ

ム
（beneficium

）
で
あ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
証
明
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
が
と
問
う
た
」（R

ursum
 ver nos episcopus &

 

ju
d

ices su
p

eriu
s n

om
in

ati, cu
m

 au
d

issem
u

s &
 vid

issem
u

s talem
 rei veritatis &

 tale legu
m

 au
ctoritatis, 

interrogavim
us A

dalberto, m
andatario de jam

 dicto B
ernardo vicario, m

isso R
aym

undo com
ite, si potebat habere 

scripturas aut testes aut ullum
 judicium

 veritatis, ut possit approbare, quod beneficius debet esse de seniore suo 

B
ern

ard
o p

er d
on

ativu
m

 vel con
sen

su
 d

e jam
 d

icto com
ite R

aym
u

n
d

o, qu
am

 alod
es d

e ip
se ven

erabile loco 

superius nom
inato.

）。

　
（
一
一
八
五
）
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こ
の
尋
問
に
対
し
て
、A

dalbertus

は
、
証
人
た
ち
も
諸
ウ
ワ
ク
ン
デ
も
真
正
の
裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ
も
所
有
し
て
い
ず
、
同
ヴ
ィ
ラ
は

A
dalbertus

の
主
人B

ernardus

の
ベ
ネ
フ
ィ
キ
ウ
ム
（beneficium

）
で
あ
る
と
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
加
え
て
、

「
同
ヴ
ィ
ラ
は
、
そ
れ
よ
り
も
、
余
等
が
本
裁
判
集
会
に
お
い
て
本
日
読
み
上
げ
、
再
読
し
て
吟
味
し
調
査
し
た
こ
れ
ら
の
諸
ウ
ワ
ク
ン
デ
、

こ
れ
ら
の
諸
々
の
教
皇
ウ
ワ
ク
ン
デ
、
こ
れ
ら
の
諸
々
の
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
基
づ
き
、
先
に
名
前
の
出
た
敬
う
べ
き
館
の
正
当
な
所
有
地

で
あ
る
べ
き
、
だ
と
陳
述
し
た
」（
…
…dixit:

…
…, sed plus debet esse alodes legitim

us de de ipse venerabile loco jam
 dicto 

per istas scripturas, &
 per istas litteras dom

inicas, &
 per istas regias auctoritates quae nos hodie vidim

us &
 audivim

us 

in istum
 placitum

 legentes &
 relegentes,

…
…
）。
そ
し
て
、
以
下
の
こ
と
が
こ
れ
に
続
く
。

「
司
教
た
る
余
と
審
判
人
た
ち
は
、
大
修
道
院
長A

rifonsus

の
フ
ォ
ー
ク
ト
に
つ
き
、
こ
の
よ
う
な
諸
々
の
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
共
に

調
査
し
吟
味
し
、
ま
た
、
フ
ォ
ー
ク
ト
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
の
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
決
し
て
非
難
し
な
い
よ
う
に
努
め
る
こ
と
を
敢
え
て
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
余
等
は
、
同
ヴ
ィ
ラ
や
そ
の
境
界
に
つ
い
て
、B

ernardus

の
フ
ォ
ー
ク
ト
で
あ
る
先
のA

dalbertus

の
〔
、
原
告
の
有
す
る
権
利
の
〕
承
認
と
訴
訟
の
取
下
げ
と
を
確
認
す
べ
し
、
と
、
法
と
公
正
に
基
づ
い
て
、
先
に
名
前
の
出
た
余
等

のsagio

に
命
じ
た
」（
…
…N

os episcopus et judices cum
 audivim

us et vidim
us tales regias auctoritates ad istum

 

m
andatario A

rifonso abbate, non fuim
us ausi nullam

 querelam
 litteris contra eum

 im
pendere: sed per lege et 

justitia ordinavim
us sagiom

em
 nostrum

 supranom
inatum

 ut astringere suam
 conlaudatium

 adque exvacuatione de 

ipso supranom
inato villare vel de suum

 term
inum

.

）。

　

本
裁
判
文
書
で
は
、
裁
判
を
主
宰
す
る
司
教
等
は
、
公
平
な
立
場
で
、
被
告
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
教
皇
等
の
諸
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
調
査
、

　
（
一
一
八
六
）
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吟
味
し
、
ま
た
原
告
に
対
し
て
は
そ
の
主
張
を
証
明
す
る
ウ
ワ
ク
ン
デ
等
を
提
出
す
る
よ
う
促
し
て
い
る
。
し
か
し
、
原
告
は
そ
う
し
た
も

の
を
提
出
で
き
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
真
実
は
被
告
の
提
出
し
た
諸
ウ
ワ
ク
ン
デ
記
載
の
通
り
で
あ
る
、
と
認
め
て
い
る
。

　
〔
保
証
人
〕　

保
証
人
（autor, auctor

）
が
出
て
く
る
事
例
は
、
三（
三
）⑵
と
五（
三
）で
引
用
し
た
目
録
番
号
二
十
、
三
五
九
が
あ
る
。

　
〔
証
人
と
宣
誓
補
助
者
〕　

証
人
（testis, testim

onium

）
つ
い
て
は
、
今
紹
介
し
た
ば
か
り
の
目
録
番
号
四
八
七
の
他
、
三（
三
）⑶
で

引
用
し
た
目
録
番
号
二
一
、
四（
三
）
で
引
用
し
た
目
録
番
号
三
六
九
、
四（
三
）の
最
後
に
紹
介
し
たL

ex Saxonum

の
法
文
で
も
言
及
さ

れ
て
い
る
。

　

M
ediae L

atinitatis L
exicon M

inus

は
、testis

に
も testim

onium

に
もE

ideshelfer

（
宣
誓
補
助
者
）
と
い
う
ド
イ
ツ
語
訳
を
与
え

て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
妥
当
か
否
か
は
検
討
を
要
す
る
。

　

ミ
ッ
タ
イ
ス
は
、
証
人
と
宣
誓
補
助
者
と
を
厳
密
に
区
別
し
、
後
者
は
、
証
人
と
違
っ
て
、「
証
明
さ
る
べ
き
主
題
に
つ
い
て
宣
誓
す
る

の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
係
争
の
事
実
に
つ
い
て
は
何
ら
の
知
識
も
有
し
て
い
る
必
要
が
な
い
。
彼
ら
は
被
告
の
宣
誓
は
「
純
粋
で
あ
り

偽
り
で
な
い
」
こ
と
を
宣
誓
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
被
告
の
全
人
格
に
対
し
て
み
ず
か
ら
の
人
格
を
賭
し
、
か
く
し
て
被
告
の
信
憑
性
を
強

化
す
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る（

69
）。

　

こ
の
基
準
を
前
提
に
し
て
、
目
録
番
号
六
八
の
対
象
文
書
で
あ
る
法
律
文
例
（
八
世
紀
半
ば
）
を
見
て
み
た
い
。
以
下
は
、
こ
の
文
書
の

仮
訳
で
あ
る（

70
）。

「
誰
が
争
い
を
引
き
起
こ
し
た
か
を
訴
訟
の
全
期
間
に
亘
っ
て
吟
味
す
る
こ
と
が
、
法
の
指
図
に
よ
り
命
じ
ら
れ
て
い
る
：
も
し
、
何

人
か
が
強
盗
に
よ
っ
て
襲
撃
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
道
で
犯
人
に
よ
っ
て
待
ち
伏
せ
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
他
の
者
の
家
を
夜
中
に
略

奪
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
者
の
死
に
つ
い
て
審
理
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
故
、
神
の
御
名
に

　
（
一
一
八
七
）
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お
い
て
、
審
判
人
（judex

）
で
あ
る
私
某
は
、
某
と
呼
ば
れ
る
地
域
に
某
日
来
て
、
敬
う
べ
き
人
々
（boni hom

ines

）
と
共
に
、

某
と
い
う
名
の
あ
る
者
が
以
前
殺
害
さ
れ
倒
れ
て
い
た
場
所
に
赴
き
、
何
が
原
因
で
こ
の
者
が
こ
こ
で
殺
害
さ
れ
た
の
か
を
吟
味
し

た
。
さ
て
、
争
い
が
始
ま
っ
た
時
に
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
り
、
争
う
者
た
ち
の
叫
び
声
を
聞
き
駆
け
つ
け
た
、
そ
の
地
域
に
居
住
す

る
者
た
ち
が
来
て
、
先
に
名
前
の
挙
げ
ら
れ
た
者
が
何
故
そ
こ
で
殺
害
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
、
次
の
如
く
証
言
し
た
。
す
な
わ
ち
、
先

に
名
前
の
挙
げ
ら
れ
た
か
の
者
が
以
前
に
そ
の
よ
う
に
し
て
彼
を
襲
撃
し
、
あ
る
い
は
待
ち
伏
せ
、
そ
し
て
彼
の
所
有
物
を
彼
か
ら
奪

い
、
ま
た
剣
を
抜
い
て
暴
力
的
に
彼
を
襲
っ
た
如
く
、
そ
の
某
と
い
う
名
前
の
か
の
者
は
い
つ
も
の
仕
方
で
彼
に
近
づ
い
た
が
、
そ
の

後
、
そ
の
こ
と
の
故
の
流
血
を
伴
う
負
傷
、
身
体
の
毀
損
、
拳
打
ち
は
明
白
な
と
こ
ろ
で
あ
る
、
と
。
そ
れ
故
に
、
す
な
わ
ち
、
真
実

が
か
く
の
如
く
証
明
さ
れ
た
後
、
先
の
者
〔
＝
殺
害
者
〕
は
、
先
に
名
前
の
挙
げ
ら
れ
た
審
判
人
（arm

a predicti iudicis

）
の
支

援
と
盾
〔
＝
身
を
守
る
手
段
〕
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
来
て
、
そ
れ
が
慣
習
で
あ
る
よ
う
に
、
一
二
人
の
人
々
と
共
に
、
自
ら
は
一
三

人
目
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
、
右
手
を
上
げ
そ
し
て
宣
誓
を
行
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
先
に
名
前
の
挙
げ
ら
れ
た
か
の
者
は
そ
の
よ

う
に
し
て
以
前
に
私
を
不
法
に
襲
撃
し
、
そ
し
て
剣
を
抜
い
て
私
を
襲
い
、
流
血
を
伴
う
負
傷
を
私
に
負
わ
せ
、
そ
し
て
私
の
身
体
を

毀
損
し
、
私
の
所
有
物
を
私
か
ら
略
奪
し
た
如
く
、
か
の
者
は
い
つ
も
の
仕
方
で
私
に
近
づ
い
て
き
た
そ
の
後
に
、
私
は
、
こ
こ
に
跡

の
残
る
、
流
血
を
伴
う
傷
を
受
け
、
必
要
に
迫
ら
れ
、
か
の
者
が
私
を
窮
地
に
追
い
つ
め
る
こ
と
を
鎮
め
よ
う
と
し
た
そ
の
こ
と
の
た

め
に
、
か
の
者
は
死
ん
で
倒
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
か
の
者
が
引
き
起
こ
し
た
、
あ
る
い
は
始
め
た
争
い
に
お
い
て
、
そ
し
て
か
の
者

の
罪
の
た
め
に
そ
こ
で
殺
さ
れ
た
の
で
あ
る
、
そ
し
て
、
か
く
の
如
く
、
こ
れ
が
誤
魔
化
し
や
企
み
の
何
一
つ
な
い
真
実
な
の
で
あ
り
、

か
の
者
は
か
の
者
の
罪
で
法
に
従
い
か
の
者
自
身
の
剣
で
打
た
れ
た
の
で
あ
る
、と
。
か
く
の
如
き
こ
と
で
あ
る
が
故
に
、こ
の
者
〔
＝

殺
害
者
〕
が
こ
の
こ
と
の
結
果
と
し
て
報
告
さ
れ
た
通
り
の
〔
内
容
の
〕
本
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
（notitiam

 ad instar relationis

）
を

受
け
取
る
べ
き
も
の
と
す
る
こ
と
が
、
こ
の
者
に
と
っ
て
有
用
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
行
わ
れ
た
。
さ
て
、
し
か
し
同

　
（
一
一
八
八
）
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時
に
、
続
い
て
、
先
に
名
前
の
挙
げ
ら
れ
た
場
所
で
、
某
な
る
そ
の
者
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
、
判
決
が
下
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
者
は
、
四
十
夜
の
内
に
三
六
人
の
人
々
と
共
に
、
自
ら
は
三
七
人
目
と
し
て
、
某
と
呼
ば
れ
て
い
る
所
に
あ
る
某
教
会
で
、
目
撃

証
人
た
ち
と
裁
判
官
た
ち
の
面
前
（apud hom

ines visores et cognitores

）
で
、
以
前
に
既
に
名
前
の
挙
げ
ら
れ
た
か
の
某
に
つ

き
、
そ
の
某
が
不
法
に
彼
を
襲
撃
し
、
彼
の
所
有
物
を
彼
か
ら
奪
お
う
と
し
、
そ
し
て
と
り
わ
け
彼
に
傷
を
負
わ
せ
、
彼
を
ひ
ど
く
殴

り
つ
け
、
ま
た
、
彼
を
道
で
待
ち
伏
せ
し
、
あ
る
い
は
道
を
塞
い
だ
、
そ
し
て
そ
の
某
が
始
め
た
こ
と
で
あ
る
い
は
そ
の
某
の
罪
の
た

め
に
そ
こ
で
殺
害
さ
れ
た
の
だ
、
と
宣
誓
を
す
べ
き
も
の
と
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
で
き
た
場
合
に
は
、
本
殺
人
に
つ
き
、
責
め
な
し
で

あ
り
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
」。

　

法
律
文
例
で
あ
る
た
め
具
体
的
な
人
名
等
は
事
実
上
の
空
白
に
な
っ
て
お
り
、そ
の
箇
所
の
訳
で
は
「
某
」
と
い
う
語
を
多
用
し
て
い
る
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ
の
文
書
に
は
、「
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
り
、
争
う
者
た
ち
の
叫
び
声
を
聞
き
駆
け
つ
け
た
、
そ
の
地
域
に
居
住
す

る
者
た
ち
」
が
出
て
く
る
。
そ
う
し
た
者
た
ち
中
に
は
、
事
が
既
に
終
了
し
た
後
に
現
場
に
来
た
者
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
仮

に
そ
う
で
あ
れ
、
本
文
書
の
最
後
の
所
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
「
目
撃
証
人
た
ち
」
と
、「
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
り
、
争
う
者
た
ち
の
叫
び

声
を
聞
き
駆
け
つ
け
た
、
そ
の
地
域
に
居
住
す
る
者
た
ち
」
と
は
、
そ
の
多
く
は
重
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
で
、
本
文
書
に
は
、
こ
の
目
撃
証
人
と
並
ん
で
、
正
当
防
衛
を
主
張
す
る
当
事
者
と
一
緒
に
宣
誓
を
行
う
一
二
人
、
あ
る
い
は
三
六

人
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
宣
誓
補
助
者
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
、
と
考
え
て
間
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

ミ
ッ
タ
イ
ス
は
、
ゲ
ル
マ
ン
時
代
の
記
述
の
中
で
、「Schreim

annen
〔
叫
び
声
を
聞
い
て
集
ま
っ
た
ひ
と
び
と
〕
が
宣
誓
補
助
者
の
役

割
を
つ
と
め
た
（
死
者
に
対
す
る

0

0

0

0

0

0

訴0

）。
こ
の
手
続
は
犯
人
の
ジ
ッ
ペ
か
ら
の
反
復
讐
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
目
的
を
持
つ
も
の
で
あ
る（

71
）」

と
述
べ
て
い
る
。Schreim

annen

の
中
に
は
目
撃
者
も
い
る
こ
と
が
容
易
に
想
定
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
ミ
ッ
タ
イ
ス
は
宣

　
（
一
一
八
九
）
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誓
補
助
者
に
は
証
人
も
な
れ
た
と
考
え
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
言
及
し
た
文
書
の
中
の
一
二
人
、
三
六
人
と

い
う
数
の
宣
誓
補
助
者
に
は
目
撃
証
人
も
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
は
、
証
人
と
宣
誓
補
助
者
と
の
間
の
区
別
は
事
実
上

な
い
。
先
に
述
べ
た
、M

ediae L
atinitatis L

exicon M
inus

の
ド
イ
ツ
語
訳
は
、
宣
誓
補
助
者
は
事
実
上
証
人
で
あ
っ
た
、
と
い
う
認
識

を
前
提
に
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
他
方
、
本
文
書
に
は
、
殺
害
者
が
三
六
人
の
宣
誓
補
助
者
と
宣
誓
す
る
場
合
に
は
目
撃
証
人
の
面
前
で
宣
誓
を
行
う
、
と
記
述

さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
場
合
は
、
目
撃
証
人
は
宣
誓
補
助
者
を
兼
ね
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、

M
ediae L

atinitatis L
exicon M

inus

の
ド
イ
ツ
語
訳
に
対
し
て
、
慎
重
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
は
、「
宣
誓
補
助

者
が
時
々
事
実
上
証
人
（Z

eugen
）
で
も
あ
る
よ
う
な
場
合
が
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
、
宣
誓
補
助
者
が
ま
ま
証
人
（testes

）
と
呼
ば
れ
る

こ
と
も
あ
っ
た（

72
）」、

と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
〔
神
判
〕　

神
判
の
手
段
と
し
て
は
、
十
字
架
神
判（

73
）と

決
闘
が
出
て
く
る
。
目
録
番
号
八
九
の
裁
判
（
七
六
八
―
七
七
四
年
）
で
は
、
原
告
、

被
告
双
方
の
陳
述
後
、
十
字
架
神
判
に
よ
っ
て
証
明
す
べ
し
と
の
判
決
が
下
さ
れ
、
四
二
夜
を
経
て
行
わ
れ
た
十
字
架
神
判
で
は
原
告
が
勝

利
し
て
い
る
。
目
録
番
号
九
三
の
裁
判
（
七
七
五
年
）
で
は
、
原
告
の
代
理
人
が
十
字
架
神
判
に
臨
ん
で
敗
北
し
、
被
告
が
勝
訴
し
て
い
る
。

目
録
番
号
九
四
の
裁
判
（
七
七
五
年
）
で
は
、
被
告
が
敗
北
し
、
原
告
が
勝
訴
し
て
い
る
。

　

目
録
番
号
四
九
五
の
裁
判
（
九
二
五
年
）
で
は
、
被
告
の
側
が
決
闘
の
用
意
を
す
る
が
、
原
告
が
主
張
を
放
棄
し
て
い
る
。
目
録
番
号
五

三
五
の
裁
判
（
九
五
五
年
）
で
は
、
原
告
が
決
闘
を
申
し
出
る
が
、
被
告
は
主
張
を
放
棄
し
、
責
め
を
認
め
て
い
る
。
目
録
番
号
五
四
七
の

裁
判
（
九
六
〇
年
）
で
は
、
伯
の
命
令
に
よ
り
決
闘
が
行
わ
れ
る
が
、
夕
方
に
な
っ
て
も
勝
負
が
つ
か
ず
、
原
告
、
被
告
双
方
と
も
そ
の
主

張
を
放
棄
す
べ
し
と
の
判
決
が
下
さ
れ
る
。
目
録
番
号
六
一
二
の
裁
判
（
九
八
〇
―
一
〇
一
六
年
）
で
は
、
二
人
の
修
道
女
を
自
分
の
隷
属

民
で
あ
る
と
主
張
す
る
原
告
と
被
告
で
あ
る
修
道
女
た
ち
の
側
と
で
決
闘
の
日
取
り
が
決
め
ら
れ
る
が
、
修
道
士
た
ち
が
原
告
に
五
十
ソ
リ

　
（
一
一
九
〇
）
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ド
ゥ
ス
を
支
払
い
、
原
告
に
訴
え
を
放
棄
さ
せ
て
い
る
。

　

W
erkm

üller

は
、
神
判
は
他
の
証
明
手
段
で
決
着
が
つ
か
な
い
場
合
の
「
最
後
の
手
段
（ultim

a ratio

）」
で
あ
っ
た
し
、
神
判
は
両
当

事
者
を
和
解
あ
る
い
は
一
方
当
事
者
の
主
張
の
放
棄
へ
と
誘
導
す
る
た
め
の
手
段
で
も
あ
っ
た
、
と
指
摘
し
て
い
る（

74
）。

　

因
み
に
言
え
ば
、W

erkm
üller

は
、
証
明
手
段
と
し
て
最
強
で
あ
る
の
は
裁
判
所
に
よ
る
証
明
や
検
証
（G

erichtszeugnis oder 

A
ugenschein

）
で
あ
り
、
次
い
で
私
人
に
よ
る
証
明
（P

rivatzeugnis

）、
続
い
て
ウ
ワ
ク
ン
デ
、
そ
し
て
最
後
に
当
事
者
宣
誓
で
は
な
い

か
と
述
べ
て
い
る
。

　

ま
た
、
両
当
事
者
が
同
一
種
類
の
証
明
を
申
し
出
た
場
合
、
例
え
ば
ウ
ワ
ク
ン
デ
で
あ
れ
ば
、
時
間
的
に
先
行
す
る
ウ
ワ
ク
ン
デ
の
方
が

よ
り
強
い
証
明
価
値
を
有
す
る
と
さ
れ
る
事
例
や
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
が
他
の
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
優
る
証
明
力
を
認
め
ら
れ
て
い
る
事
例
、
あ
る

い
は
一
方
当
事
者
が
提
出
し
た
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
他
方
当
事
者
が
非
難
し
た
場
合
に
は
、
い
ず
れ
の
主
張
が
正
当
で
あ
る
か
は
そ
れ
ぞ
れ
が
立

て
る
証
人
の
数
が
決
め
手
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
事
例
、
福
音
書
や
聖
人
の
名
に
か
け
て
行
わ
れ
る
当
事
者
宣
誓
に
つ
い
て
は
当
事
者

単
独
の
宣
誓
よ
り
も
宣
誓
補
助
者
を
伴
う
宣
誓
の
方
が
よ
り
強
い
証
明
力
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
事
例
、
あ
る
い
は
両
当
事
者
の
主

張
が
拮
抗
す
る
場
合
、
ま
ず
証
明
を
行
う
の
は
被
告
で
あ
り
、
被
告
人
が
立
証
に
失
敗
す
る
か
立
証
を
放
棄
し
た
場
合
、
次
に
原
告
が
立
証

を
す
る
番
に
な
る
事
例
等
に
、W

erkm
üller

は
言
及
し
て
い
る（

75
）。

⑵　

職
権
に
よ
る
尋
問
（inquisitio

）

　

職
権
に
よ
る
尋
問
が
紛
争
解
決
の
決
め
手
に
な
っ
て
い
る
事
例
が
あ
る
。W

erkm
üller

が
そ
の
一
例
と
し
て
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る

の
は
、
目
録
番
号
七
五
の
対
象
文
書
（
七
五
一
年
）
で
あ
る
。H

übner

は
、
こ
の
文
書
の
摘
要
の
中
で
、「Inquisition

に
よ
っ
て
、
原
告

の
所
有
物
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
」
と
い
う
記
述
を
し
て
い
る（

76
）。

　
（
一
一
九
一
）
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宮
宰P

ippin

が
主
宰
す
る
国
王
裁
判
所
に
お
い
て
（in palacio publico

）、St.D
enis

修
道
院
の
大
修
道
院
長F

ulradus

が
、

Septem
olas

修
道
院
の
女
子
大
修
道
院
長R

agana

の
フ
ォ
ー
ク
ト
で
あ
るL

egitem
us

を
、「
同
女
子
大
修
道
院
長R

agana

と
同
女
子

大
修
道
院
長
のSeptem

olas

修
道
院
の
代
理
人
た
ち
が
、Chairebaldus

と
そ
の
妻A

illerta

が
彼
ら
の
「
死
後
寄
進
ウ
ワ
ク
ン
デ
」（per 

eorum

　

testam
entum

）
に
よ
り
、St.D

enis

修
道
院
に
贈
与
し
た
、Tellau

パ
グ
ス
の
中
のC

urbrius

と
呼
ば
れ
て
い
る
所
に
あ

るSt.D
enis

修
道
院
の
土
地
財
産
を
不
法
、
不
正
に
奪
っ
て
い
る
（post se m

alo urdine retenebat injuste

）、
と
訴
え
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
同L

egitem
us

は
直
ち
に
出
廷
し
、
そ
し
て
、
そ
こ
で
、
か
く
の
如
く
同
土
地
財
産
をSeptem

olas

修
道
院
に
贈
与
し

た
と
い
うF

rancane
と
い
う
名
前
の
者
に
由
来
す
る
ウ
ワ
ク
ン
デ
（carta

）
を
提
出
し
た
」（
…
…repetebat eo quod ipsa 

R
agana, vel agentis m

onasterii sui Septem
olas, res Saccti D

ionisii post se m
alo urdine retenebat injuste, in vico qui 

dicitur C
urbrius, in pago Tellau, quem

 C
hairebaldus et conjux sua A

llerta, per eorum
 testam

entum
, ad casa Sancti 

D
ionisii condonarunt. Sed ipsi L

egitem
us in presente adistabat, et ibidem

 ostendebat cartas de nom
ene F

rancane 

qualiter ipsas res ad Septem
olas condonassit.

）。

　

こ
の
記
述
か
ら
、
原
告
も
被
告
も
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
の
証
拠
と
な
る
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
法
廷
に
提
出
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
こ
の

後
、
宮
宰P

ippin

に
よ
る
尋
問
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
記
述
が
続
く
。

「
そ
れ
故
に
、
余
は
、
こ
の
訴
え
に
つ
き
、
真
実
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
先
の
同
土
地
財
産
が
〔
何
処
か
を
経
由
す
る
こ
と
な
し
に
〕

真
直
ぐ
にSt.D

enis

修
道
院
に
与
え
ら
れ
た
の
か
を
尋
問
し
た
（inquesivim

us

）〔
傍
線
は
訳
者
〕。
そ
し
て
、
同L

egitem
us

は
、

St.D
enis

修
道
院
の
同
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
反
駁
す
べ
き
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
異
議
を
申
し
立
て
る
べ
き
も
の
を
何
一
つ
有
し
て
は
い
な
か

　
（
一
一
九
二
）
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っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
故
に
、L

egitem
us

は
直
ち
に
〔St.D

enis

修
道
院
の
〕
同
ウ
ワ
ク
ン
デ
は
全
て
の
点
に
お
い
て
真
正
の
も
の

で
あ
る
と
表
明
し
、
そ
し
て
、
そ
の
後
、L

egitem
us

は
、
自
身
のw

adium

を
手
渡
す
こ
と
に
よ
り
、
同
大
修
道
院
長F

ulradus

に
、

C
urbrius

に
あ
る
同
土
地
財
産
に
つ
き
、St.D

enis

修
道
院
の
訴
え
に
係
り
所
有
を
回
復
さ
せ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
、
ま
た
、

L
egitem

us

は
、
自
身
の
棒
を
用
い
て
、
自
身
の
名
に
お
い
て
、
ま
た
同
様
に
女
子
大
修
道
院
長R

agana

お
よ
び
同
女
子
大
修
道
院
長

のSeptem
olas

修
道
院
の
代
理
人
た
ち
の
名
に
お
い
て
、
そ
こ
〔
＝
同
地
〕
か
ら
立
ち
退
い
た
、
と
表
明
し
た（

77
）」（U

nde et nos ac 

causa pro veretate inquesivim
us, quod ipsas ris per drictum

 ad casa Sancti D
ionisii aderant ; et ipsi L

egitem
us nulla 

h
abu

it qu
od

 con
tra ip

sa istru
m

en
ta S

an
cti D

ion
isii d

icere au
t obp

on
ere d

ibu
issit. U

n
d

e et d
e p

resen
te ip

sa 

strum
enta in om

nibus veraces esse dixit, et postea per suo vuadio ipso F
ulrado abbati de ipsas res in C

urborio per 

suo vuadio in causa Sancti D
ionisii visus fuit revestisse, et pro suo fistugo sibi exinde dixit esse exitum

, tam
 pro se, 

quam
 pro ipsius R

aganane abbatissa, vel agentis m
onastherii sui Septem

olas.

）。

　

こ
の
こ
と
を
受
け
、
宮
宰P

ippin

は
、
彼
の
ヴ
ァ
サ
ル
（
家
士
）
で
、
法
廷
に
ヴ
ィ
ケ
コ
メ
ス
と
し
て
列
座
し
て
い
るN

ebulfo

、

D
adone

、 D
iddone

、 C
hagnerico

、 H
riucone

、 Vuineram
、そ
し
て
そ
の
他
多
く
の
者
た
ち
と
共
に
、次
の
よ
う
に
判
決
を
下
し
た
（visi 

fuem
us judicasse

）。

「
同L
egitem

us

、
す
な
わ
ちSeptem

olas

修
道
院
の
女
子
大
修
道
院
長R

agana

の
フ
ォ
ー
ク
ト
は
直
ち
に
出
廷
し
た
が
、
出
廷
後
、

同R
agana

と
そ
の
代
理
人
た
ち
がC

urbrius

に
あ
るSt.D

enis

修
道
院
の
同
土
地
財
産
を
そ
の
こ
と
の
故
に
所
有
す
べ
き
で
あ
る
の

だ
、
と
い
う
根
拠
を
何
一
つ
示
す
こ
と
が
で
き
ず
、
直
ぐ
に
、
そ
の
場
で
、
自
身
のw

adium

を
手
渡
す
こ
と
に
よ
り
、
同
大
修
道
院

　
（
一
一
九
三
）
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長F
ulradus

に
所
有
を
回
復
さ
せ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
、
ま
た
、L

egitem
us

は
、
自
身
の
棒
を
用
い
て
、
そ
こ
〔
＝
同
地
〕
か

ら
立
ち
退
い
た
、
と
表
明
し
た
、
そ
れ
故
に
、
余
は
、
以
下
の
こ
と
を
命
じ
た
、
と
〔
判
決
を
下
し
た
〕。
す
な
わ
ち
、
こ
の
訴
訟
が

こ
の
よ
う
に
行
わ
れ
、
あ
る
い
は
な
し
終
え
ら
れ
た
後
、
同
大
修
道
院
長F

ulradus

と
、
そ
し
てSt.D

enis

修
道
院
、
あ
る
い
は
同

修
道
院
の
後
継
者
た
ち
は
、C

hairebaldus

と
そ
の
妻A

illerta

が
彼
ら
の
ウ
ワ
ク
ン
デ
に
よ
っ
て
〔
そ
し
て
ま
た
〕
所
有
移
転
を
行

う
こ
と
で
、St.D

enis

修
道
院
に
贈
与
し
た
範
囲
内
に
お
い
てC

urbrius

に
あ
る
同
土
地
財
産
を
、
同
女
子
大
修
道
院
長R

agana

と

同
女
子
大
修
道
院
長
のSeptem

olas

修
道
院
の
代
理
人
た
ち
に
抗
し
て
、
変
更
の
余
地
な
く
且
つ
如
何
な
る
異
議
申
し
立
て
を
受
け

る
こ
と
な
く
所
有
す
る
も
の
と
す
る
、
そ
し
て
、
こ
の
後
、
永
久
に
、
両
当
事
者
の
間
で
、
こ
の
件
に
つ
き
、
訴
訟
は
止
む
べ
し
、
と
」

（
…
…, ut dum

 ipsi L
egitim

o, advocato R
agane abbatissa de m

onastherio Septem
olas, in presente adistabat, et nulla 

potuit tradere racionis per quid ipsas res Sancti D
ionisii in C

urborio ipsa R
agana aut agentis sui habere dibuissit, et 

de presente F
ulrado abba exinde per suo vuadio visus fuit revestisse, et per suo fistugo sibi exinde dixit esse 

exitum
, propteria jobem

us, ut dum
 ac causa sic acta vel perpetrata fuit, ipsi F

ulradus abba, vel casa Sancti D
ionisii, 

seu
 su

ccessoris su
i, ip

sas res in
 C

orborio, d
e qu

an
tu

m
 qu

od
 C

h
airebald

u
s et con

ju
x su

a A
illerta p

er eoru
m

 

istrum
entum

 m
anus potestadivas ad casa Sancti D

ionisii condonarunt, contra ipsa R
aganane abbatissa vel agentis 

m
on

asth
erii su

i S
ep

tem
olas, vel in

 con
tra ip

siu
s L

egitem
o, seo su

ccessoris eoru
m

, h
abiat evin

d
icatas ad

qu
e 

elidiatas ; et sit inter eos in postm
odum

 ex ac re, om
neque tem

pore, subita causacio.

）。

 　

こ
の
文
書
の
直
前
に
言
及
し
た
目
録
番
号
六
八
の
対
象
文
書
（
八
世
紀
半
ば
）
で
は
、あ
る
者
が
殺
害
さ
れ
倒
れ
て
い
た
事
件
に
つ
い
て
、

審
判
人
た
ち
が
現
場
に
出
か
け
、
職
権
に
よ
っ
て
、
事
情
を
知
る
地
域
住
民
に
、
殺
害
が
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
を
証
言
さ
せ
て
い
る
。

　
（
一
一
九
四
）
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当
事
者
に
よ
る
立
証
の
成
否
で
は
な
く
て
、
こ
の
よ
う
な
形
式
の
尋
問
に
よ
る
証
明
に
よ
っ
て
、
争
い
に
結
着
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
事
例
は

多
い（

78
）。

目
録
番
号
一
七
五
の
対
象
文
書
（
八
〇
六
〔
八
〇
七
〕
年
）
は
そ
の
一
つ
で
あ
る（

79
）。

こ
の
文
書
に
よ
れ
ば
、
事
実
を
知
る
、

V
aleriano

を
含
む
一
五
人
の
当
該
地
域
住
民
が
、
伯
の
面
前
で
国
王
に
対
す
る
誠
実
宣
誓
を
行
っ
た
上
で
証
人
と
し
て
証
言
を
し
て
い
る
。

「
神
の
御
名
に
お
い
て
。
高
貴
な
人
、
ラ
エ
テ
ィ
ア
の
伯
で
あ
るU

nfredus

が
、
公
の
裁
判
集
会
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
訴
え
を
聞
き
、

そ
し
て
正
し
い
判
決
を
下
す
た
め
に
ラ
ン
ク
ヴ
ィ
ル
の
館や

か
たに

座
し
て
い
る
時
、H

rothelm
us

と
い
う
名
前
の
或
る
者
が
そ
こ
に
来
て
、

そ
の
者
の
妻
の
持
分
か
ら
相
続
財
産
と
し
て
、
そ
の
者
とF

lavinus

と
に
帰
属
し
、
そ
し
て
ま
た
彼
等
の
自
由
地
で
あ
る
、
そ
し
て
さ

ら
に
そ
の
者
の
妻
の
財
産
に
由
来
す
る
（
…
…de tradavio （

80
） uxoris sue fuisset

）
も
の
で
あ
る
が
故
に
適
法
に
そ
の
者
等
の
も
の
で

あ
る
べ
き
、
ま
た
そ
れ
等
の
こ
と
の
故
に
そ
の
者
等
の
も
の
で
あ
る
べ
き
マ
ン
ス
（m

ansus

）
が
不
法
に
奪
わ
れ
た
、
と
訴
え
た
。

そ
こ
で
、U

nfredus

伯
は
、
同
パ
グ
ス
（pagus

）
に
住
む
以
下
の
証
人
た
ち
を
召
喚
し
、
こ
の
件
に
つ
き
真
実
を
知
っ
て
い
る
こ
と

は
何
事
で
あ
れ
述
べ
る
と
い
う
、
我
等
の
国
王
に
捧
げ
行
う
そ
の
者
等
の
誠
実
と
宣
誓
の
下
、
証
人
た
ち
を
尋
問
し
た
。
さ
て
、
証
人

た
ち
は
〔
次
の
よ
う
に
〕
証
言
を
し
た
：
我
々
が
〔
傍
線
は
訳
者
。
次
も
同
じ
〕
国
王
に
対
し
て
行
う
宣
誓
に
掛
け
て
、
我
々
は
、

M
ado

と
い
う
名
前
の
或
る
者
が
居
て
、
そ
のM

ado
が
自
身
の
所
有
地
を
〔H

rothelm
us

の
マ
ン
ス
の
あ
る
所
と
〕
同
じ
所
に
所
有

し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
、
ま
た
、
我
々
は
、H

rothelm
us

が
そ
れ
が
た
め
に
訴
え
を
起
こ
し
た
自
身
の
マ
ン
ス
に
隣
接
し
、

接
し
て
い
るM

ado

の
所
有
地
の
そ
の
境
界
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
は
、H

rothelm
us 

の
植
え
た
樹
木
が
あ
り
、
ま
た
、
一
つ
の
場
所
で

は
、
幅
広
い
川
が
境
を
な
し
て
お
り
、
そ
し
て
両
者
の
土
地
の
間
に
は
、
岩
や
樹
木
に
よ
る
（in petris et in arbores （

81
））

境
標

（testim
onium

）
が
あ
る
の
を
知
っ
て
い
る
。H

rothelm
us

自
身
が
所
有
者
で
あ
る
。
他
方
、
例
え
ば
、H

rothelm
us

やF
lavinus

の
建
物
が
上
の
方
か
ら
連
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
彼
ら
の
財
産
で
あ
り
、
彼
ら
の
祖
父Q

uintus

に
由
来
し
、
適
法
に
、
彼
ら
に

　
（
一
一
九
五
）
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帰
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、U

nfredus

伯
は
、
先
の
証
人
た
ち
が
出
か
け
て
行
っ
て
、
彼
ら
が
証
言
し
た
そ
れ
等
標
識
を
指

し
示
す
よ
う
命
じ
た
。
証
人
た
ち
は
命
じ
ら
れ
た
よ
う
に
し
、
そ
し
てH
rothelm

us

とM
ado

そ
れ
ぞ
れ
の
マ
ン
ス
の
間
を
区
分
し
て

い
た
そ
れ
等
標
識
を
確
認
し
た
。
さ
て
、
そ
こ
で
は
、U

nfredus

伯
が
証
人
た
ち
と
共
に
差
し
向
け
た
多
く
の
貴
顕
の
人
士
た
ち

（nobiles
）
が
立
ち
会
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
全
て
が
完
全
に
行
わ
れ
た
。
か
く
し
て
事
が
終
了
す
る
や
直
ぐ
に
、U

nfredus

伯
は
、

彼
等
審
判
人
た
ち
に
、
こ
の
訴
え
に
つ
き
、
如
何
な
る
判
決
を
下
す
と
決
め
た
か
、
と
問
う
た
。
さ
て
、
審
判
人
た
ち
は
〔
次
の
よ
う

に
〕
述
べ
た
：
証
人
た
ち
の
証
言
と
貴
下
の
尋
問
と
に
基
づ
き
（secundum

 istorum
 hom

inum
 testim

onio et secundum
 

vestra inquisitione

）、
我
々
は
、H

rothelm
us 

とM
ado

そ
れ
ぞ
れ
の
マ
ン
ス
の
間
に
あ
る
境
標
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
境
界
が
定
め

ら
れ
て
い
る
如
く
、H

rothelm
us

とF
lavinus

は
如
何
な
る
反
対
も
な
く
永
久
に
彼
ら
の
財
産
を
所
有
す
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
所
有

物
で
あ
る
と
証
言
さ
れ
た
土
地
、
そ
し
て
証
人
た
ち
の
面
前
で
境
標
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
た
土
地
は
我
等
が
国
王
の
名
に
お
い
て
取
り

戻
さ
れ
る
、
と
判
決
す
る
、
と
。
し
た
が
っ
て
、H

rothelm
us

とF
lavinus

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
相
続
人
た
ち
と
共
に
、
こ
の
後
、
同
マ

ン
ス
に
つ
き
如
何
な
る
反
対
も
な
く
永
久
に
所
有
で
き
る
よ
う
に
、U

nfredus

伯
や
審
判
人
た
ち
か
ら
ウ
ワ
ク
ン
デ
（scriptum

）
を

受
領
す
る
の
は
、
彼
等
や
そ
の
相
続
人
た
ち
に
と
っ
て
相
応
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
ラ
ン
ク
ヴ
ィ
ル
の
館
で
の
公
の
裁
判
集
会
に
お
い

て
、
皇
帝
カ
ー
ル
の
治
世
七
年
、
フ
ラ
ン
ク
に
お
け
る
カ
ー
ル
の
治
世
三
八
年
そ
し
て
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
〔
カ
ー
ル
の
治
世
〕
三
四

年
に
訴
訟
は
行
わ
れ
た
。
二
月
七
日
、U

nfredus

伯
の
下
に
、
平
安
と
祝
福
を
、
ア
ー
メ
ン
。

　

以
下
は
、
証
人
た
ち
の
名
前
で
あ
る
：V

aleriano
、B

urgulfo

、U
rsone

、Stefano

、M
ajorino

、V
alerio

、L
ioncio

、

V
ictore

、M
aurettone

、F
ontejano

、F
lorencio

、Sipfone

、V
alenciano

、Q
uintello

、Stradario

、
そ
し
て
、
以
下
は
、
審

判
人
た
ち
の
名
前
で
あ
る
：F

lavino

、O
rsicino

、O
dm

aro

、A
lexandro

、E
usebio

、M
aurencio

。
ま
た
、
さ
ら
に
、
そ
の
他

の
多
く
の
人
々
。

　
（
一
一
九
六
）
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そ
し
て
こ
の
よ
う
に
、
我B

auco

〔=
 V

auco

〕
は
ウ
ワ
ク
ン
デ
を
作
成
し
、
そ
し
て
署
名
し
た
。

　

こ
の
文
書
に
は
、
被
告
が
明
確
な
か
た
ち
で
登
場
し
て
い
な
い
が
、
恐
ら
く
、M

ado

が
被
告
な
の
で
あ
ろ
う
。
地
域
に
住
む
住
民
た
ち

を
証
人
と
し
て
召
喚
し
て
尋
問
す
る
手
続
を
採
る
こ
と
を
命
令
で
き
る
の
は
、
最
初
は
国
王
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
伯
も
特
別
に

認
め
ら
れ
た
場
合
を
除
い
て
こ
の
手
続
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
聖
ガ
レ
ン
修
道
院
は
、
修
道
院
が
関
係

す
る
裁
判
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
手
続
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
特
権
を
九
世
紀
半
ば
ル
ー
ド
ヴ
ィ
ヒ
・
ド
イ
ツ
人
王
か
ら
獲
得
し
て
い
る（

82
）。

し
か
し
、
こ
こ
に
全
訳
し
た
文
書
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
件
は
聖
ガ
レ
ン
修
道
院
に
直
接
関
係
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
そ
の
よ
う
な
文

書
が
な
ぜ
聖
ガ
レ
ン
修
道
院
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
が
、
伯
が
な
ぜ
こ
の
事
件
で
尋
問
手
続
を
採
用
す
る
こ
と
が
で

き
た
の
か
。
文
書
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
何
も
答
え
て
い
な
い
。

　

訳
文
中
、
証
人
た
ち
の
証
言
が
始
ま
る
箇
所
で
、「
我
々
」
と
い
う
文
言
に
傍
線
を
引
い
て
お
い
た
。
証
人
た
ち
の
証
言
は
、
主
格
複
数

形
の
直
接
話
法
で
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
形
式
は
、
証
人
た
ち
、
す
な
わ
ち
「
我
々
」
が
皆
で
口
を
揃
え
て
（m

it gesam
tem

 

M
und

）
一
斉
に
証
言
を
し
た
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る（

83
）。

（
二
）
裁
判
の
終
結

⑴　

判
決
と
裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ

　

仮
装
裁
判
の
事
例
を
含
め
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て
き
た
文
書
で
は
、
通
常
、
裁
判
は
終
局
判
決
を
以
っ
て
終
結
し
て
い
る（

84
）。

こ
の
よ
う
に

限
定
す
る
の
は
、　

三
（
二
）
⑵
の
召
喚
不
服
従
裁
判
の
事
例
で
引
き
合
い
に
出
し
た
イ
タ
リ
ア
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
文
書
（
八
九
七
年
）・

目
録
番
号
八
一
九
の
よ
う
に
、
出
廷
し
な
か
っ
た
被
告
に
異
議
申
し
立
て
の
権
利
を
留
保
し
た
中
間
判
決
も
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
（
一
一
九
七
）



西
洋
中
世
初
期
の
裁
判
の
か
た
ち

 

四
八

同
志
社
法
学　

六
一
巻
四
号

　

二
者
択
一
判
決
の
場
合
、
検
討
し
た
限
り
で
は
、
か
か
る
判
決
が
下
さ
れ
た
後
、
当
事
者
に
よ
る
証
明
の
た
め
の
裁
判
が
改
め
て
開
催
さ

れ
、
終
局
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
。

　

終
局
判
決
が
下
さ
れ
た
後
、
訴
訟
経
過
、
判
決
等
を
記
録
し
た
ウ
ワ
ク
ン
デ
が
勝
訴
者
に
手
交
さ
れ
る
の
も
普
通
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

法
律
文
例
は
、
こ
の
ウ
ア
ク
ン
デ
を
表
す
用
語
と
し
てnotitia

を
使
う
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
六
（
一
）
⑵
の
最
後
に
そ
の
全
文
を
仮
訳
し

た
目
録
番
号
一
七
五
の
対
象
文
書
（
八
〇
六
（
八
〇
七
）
年
）
で
はscriptum

と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
裁
判
ウ
ア
ク
ン
デ
を
表
す

た
め
の
よ
り
専
門
的
な
用
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
三
（
三
）
⑴
で
言
及
し
た
目
録
番
号
三
〇
九
の
対
象
文
書
・
法

律
文
例
（
八
一
七
―
八
四
〇
年
）
のcarta evindicata

、
六
（
一
）
⑴
で
触
れ
た
目
録
番
号
六
三
の
対
象
文
書
（
七
五
〇
年
以
前
）
の

iudicium
 evindicatum

、
目
録
番
号
四
八
七
の
対
象
文
書
（
九
一
八
年
）
のjudicium

で
あ
る
。notita

等
の
裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ
が
重
要
な

証
明
手
段
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
六（
一
）⑴
で
既
に
述
べ
た
。

⑵　

準
拠
す
べ
き
法
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
事
例

　

判
決
が
下
さ
れ
る
際
、
法
源
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
事
例
が
あ
る（

85
）。

法
源
が
最
も
具
体
的
に
援
用
さ
れ
て
い
る
の
は
目
録
番
号
六

七
九
の
イ
タ
リ
ア
に
伝
承
す
る
対
象
文
書
（
八
〇
六
年
）
と
五（
三
）で
言
及
し
た
目
録
番
号
三
五
九
の
対
象
文
書
（
八
六
二
年
）
で
あ
る
。

前
者
に
お
い
て
は
、
寄
進
財
産
を
め
ぐ
る
裁
判
に
関
係
し
て
、L

ex L
angbardorum

のA
histulfi L

eges 12.III.

の
法
文
を
根
拠
に
挙
げ
、

原
告
（F

arfa

修
道
院
）
と
被
告
（
原
告
に
寄
進
を
し
た
者
の
子
供
）
と
の
間
で
係
争
財
産
を
折
半
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
て
い
る（

86
）。A

histulf

は
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
国
王
で
、
在
位
は
七
四
九
―
七
五
七
年
で
あ
る
。

　

後
者
に
は
、
既
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、L

ex C
otorum

, 
in libro v, 

titulo IIII, era V
III

が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。L

ex 

C
otorum

 

と
は
、L

ex W
isigothorum

〔=
 L

ex V
isigothorum

〕
の
こ
と
で
あ
る
。

　
（
一
一
九
八
）
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L

ex W
isigothorum

を
根
拠
に
し
て
い
る
も
の
で
は
目
録
番
号
三
三
四
の
対
象
文
書
（
八
五
二
年
）
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
、L

ex 

V
isigothorum

を
根
拠
に
し
て
（in lege G

otorum （
87
））、

被
告
は
原
告
に
係
争
地
を
戻
す
べ
し
、
と
い
う
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
。
目
録
番

号
三
九
六
の
対
象
文
書
（
八
七
四
年
）
で
は
、
被
告
が
原
告
の
隷
属
民
で
あ
る
か
否
か
争
わ
れ
て
い
る
が
、
原
告
は
そ
の
主
張
を
証
明
す
る

こ
と
に
失
敗
し
、
反
証
を
す
る
こ
と
が
被
告
に
許
さ
れ
る
。
被
告
は
、L
ex V

isigothorum

に
基
づ
い
て
（in L

ege G
otorum （

88
））、

被
告
が

自
由
人
で
あ
る
こ
と
を
宣
誓
し
て
く
れ
る
四
人
の
証
人
を
立
て
、
そ
の
主
張
の
証
明
に
成
功
す
る
。
そ
の
結
果
、
原
告
は
そ
の
請
求
を
放
棄

す
る
。
他
に
、
目
録
番
号
二
六
九
、
三
一
八
の
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
文
書
（
八
三
二
年
、
八
四
三
年
）
も
、
同
様
にL

ex G
otorum

、lex 

G
othorum

を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る（

89
）。

　

目
録
番
号
五
〇
五
の
対
象
文
書
（
九
三
三
年
）
で
は
、F

racianum

と
呼
ば
れ
て
い
る
自
有
地
（alodis

）
に
係
る
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
を

侵
害
し
た
被
告
で
あ
るP

ontinus

伯
は
、
サ
リ
カ
法
に
基
づ
い
て
（in lege Salica

）、
原
告
の
イ
ン
ム
ニ
テ
ー
ト
特
権
を
認
め
、w

adium

を
手
渡
す
こ
と
に
よ
り
土
地
を
戻
す
よ
う
誓
約
す
べ
し
、
と
判
決
さ
れ
て
い
る（

90
）。

　

目
録
番
号
一
三
四
の
対
象
文
書
（
七
九
七
年
）
で
は
、
二
箇
所
の
所
有
地
を
国
庫
に
編
入
さ
れ
て
し
ま
っ
たP

rüm

大
修
道
院
の
大
修
道

院
長
に
、「
ロ
ー
マ
人
の
法
が
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
従
い
（secundum

 quod lex rom
ana edocet （

91
））」、

そ
し
て
ま
た
、
審
判
人
の
判
決

に
よ
り
、
当
該
所
有
地
が
戻
さ
れ
て
い
る
。
目
録
番
号
六
九
の
対
象
文
書
（
八
世
紀
半
ば
）
で
あ
る
法
律
文
例
も
、secundum

 legem
 

R
om

anam

と
い
う
表
現
を
用
い
て（

92
）、lex R

om
ana

を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。

　

目
録
番
号
四
九
の
対
象
文
書
で
あ
る
法
律
文
例
（
七
世
紀
末
）
で
は
、「
何
で
あ
れ
汝
ら
の
地
方
の
法
が
か
か
る
犯
行
に
つ
き
定
め
て
い

る
も
の
を
…
…
賠
償
し
支
払
う
こ
と
を
拒
む
こ
と
は
で
き
な
い
」（quicquid lex loci vestri de tale causa edocet, 

…
…, conponere 

et satisfacire non recusit

）
と
い
う
判
決
が
、
強
盗
を
働
い
た
被
告
に
下
さ
れ
て
い
る（

93
）。

法
律
文
例
の
場
合
、「
地
方
の
法
（lex loci

）」

と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
繰
り
返
し
述
べ
た
よ
う
に
、
法
律
文
例
は
範
例
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
の
「
地
方
」
は
、

　
（
一
一
九
九
）
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人
名
や
日
時
と
同
様
、
こ
の
範
例
を
モ
デ
ル
に
し
て
実
際
に
文
書
が
作
成
さ
れ
る
際
に
具
体
的
な
法
律
名
が
書
き
加
え
ら
れ
る
こ
と
を
想
定

し
た
一
種
の
「
空
欄
」
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
但
し
、三（
二
）⑴
で
言
及
し
た
目
録
番
号
三
六
の
対
象
文
書
（
六
九
二
年
）

は
、
法
律
文
例
で
は
な
く
国
王
文
書
な
の
で
あ
る
が
、「
汝
の
地
方
の
法
（lex loci vestri

）」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
。

　
「
法
（lex
）
が
定
め
て
い
る
如
く
」「
法
に
従
い
（legibus

）」「
法
（lex

）
が
保
証
す
る
だ
け
」
の
も
の
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
三（
三
）⑶
、
五（
三
）
の
記
述
の
中
で
示
さ
れ
て
い
る
。

七　

紛
争
と
紛
争
解
決
を
め
ぐ
る
最
近
の
研
究
動
向
か
ら

　

本
稿
は
、W

erkm
üller

論
文
を
主
と
し
て
参
照
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
のW

erkm
üller

論
文
が
特
に
参
考
に
し
て
い
る
の
が
、

R
u

d
olf H

ü
bn

er

、D
er Im

m
obilarp

rozess d
er frän

kisch
en

 Z
eit

、V
erlag W

ilh
elm

 K
oen

er

、B
reslau

 1893 

で
あ
る
。
こ
の

H
übner

論
文
の
元
は
、一
八
九
一
年
夏
に
完
成
さ
せ
、ベ
ル
リ
ン
大
学
法
学
部
に
提
出
さ
れ
た
教
授
資
格
請
求
論
文
（H

abilitationsschrift

）

で
あ
る
。H

einrich B
runner

が
こ
の
論
文
審
査
を
委
嘱
さ
れ
た
の
か
、B

runner

は
こ
の
論
文
を
読
み
、
そ
し
て
当
時
ゲ
ラ
が
出
来
上
が

っ
て
い
た
彼
の
著
作D
eutsche R

echtsgeschichte

第
二
巻
に
こ
の
論
文
を
役
立
て
る
こ
と
を
決
め
、
法
学
部
とH

übner

の
了
解
を
得
て

い
る
。

　

H
übner

に
よ
れ
ば
、
ゲ
ラ
の
段
階
で
は
、Brunner

の
叙
述
は
フ
ラ
ン
ク
時
代
の
裁
判
に
ま
で
は
進
ん
で
い
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

不
動
産
を
め
ぐ
る
フ
ラ
ン
ク
時
代
の
裁
判
を
テ
ー
マ
に
し
たH

übner

論
文
に
目
を
通
し
たB

runner

は
、
恐
ら
く
、H

übner

論
文
を
ベ
ー

ス
に
し
て
フ
ラ
ン
ク
時
代
の
裁
判
に
つ
い
て
加
筆
す
る
こ
と
を
思
い
立
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
の
事
情
は
定
か
で
は
な
い
が
、

H
übner

は
、B

runner

の
許
可
を
得
て
、
ゲ
ラ
に
書
き
加
え
ら
れ
た
か
、
あ
る
い
は
書
き
加
え
ら
れ
つ
つ
あ
っ
たB

runner

の
記
述
に
依
拠

　
（
一
二
〇
〇
）



西
洋
中
世
初
期
の
裁
判
の
か
た
ち

 

五
一

同
志
社
法
学　

六
一
巻
四
号

し
て
彼
の
教
授
資
格
請
求
論
文
を
加
筆
修
正
し
、
一
八
九
二
年
一
一
月
に
印
刷
に
回
わ
す（

94
）。

そ
し
て
、
そ
の
論
文
は
、
一
八
九
三
年
、

U
ntersuchungen zur deutschen Staats- und R

echtsgeschichte

の
第
四
二
分
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
。H

übner

の
肩
書
は
、
法
学

博
士
、
そ
し
てP

rivatdoc

マ
マ

ent an der U
niversität B

erlin

で
あ
る
。
ち
な
み
に
、B

runner

のD
eutsche R

echtsgeschichte

第
二
巻
は

一
八
九
二
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

　

本
稿
に
ま
と
め
た
裁
判
の
か
た
ち
は
、
以
上
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
法
制
史
が
描
き
出
し
た
像
の
大
体
を

現
在
の
時
点
に
お
い
て
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ま
と
め
ら
れ
た
裁
判
の
か
た
ち
も
、
例
え
ば
、
容
易
に
入
手
で
き
る
ミ
ッ
タ
イ
ス

＝
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
著
、
世
良
晃
志
郎
訳
『
ド
イ
ツ
法
制
史
概
説 

改
訂
版
』（
創
文
社
、
一
九
七
一
年
）
に
記
述
さ
れ
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん

ど
で
あ
る
。
日
本
の
学
界
に
お
い
て
、
と
い
う
限
定
を
付
け
て
の
こ
と
で
あ
る
が
、H

übner

の
裁
判
文
書
目
録
を
活
用
し
て
い
る
点
が
本

稿
の
作
業
の
独
自
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。

　

服
部
良
久
は
、
紛
争
と
紛
争
解
決
を
め
ぐ
る
、
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
の
最
新
の
研
究
動
向
を
我
が
国
に
伝
え
る
貴
重
な
労
作

を
発
表
す
る
と
共
に
、
関
連
す
る
実
証
研
究
を
精
力
的
に
進
め
、
大
作
を
次
々
に
公
に
し
て
い
る（

95
）。

こ
の
研
究
動
向
に
関
わ
る
、
服
部
の
次

の
「
ま
と
め
」
的
な
整
理
を
引
用
し
た
い
。
以
下
は
、「
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
紛
争
と
秩
序
―
紛
争
解
決
と
国
家
・
社
会
―
」
か
ら

の
引
用
で
あ
り
、
引
用
の
後
の
（　

）
内
の
数
字
は
そ
の
頁
数
で
あ
る
。
本
論
文
か
ら
こ
の
よ
う
に
長
い
引
用
を
す
る
の
は
、
私
の
今
後
の

研
究
に
必
要
な
論
点
を
整
理
し
て
お
き
た
い
た
め
で
あ
る
。

「
チ
ェ
イ
エ
ッ
ト
は
、
中
世
紛
争
研
究
は
中
世
人
の
世
界
観
に
導
く
と
述
べ
た
。
紛
争
と
紛
争
解
決
は
国
家
、
地
域
、
共
同
体
、
隣
人

関
係
な
ど
同
時
代
の
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
、
社
会
的
秩
序
と
の
緊
張
を
孕
ん
だ
相
互
関
係
に
あ
っ
て
、
人
々
の
日
常
を
規
定
し
て
い
た
こ

と
を
思
え
ば
、
至
言
で
あ
る
。
そ
し
て
紛
争
研
究
が
狭
義
の
裁
判
や
貴
族
フ
ェ
ー
デ
の
法
制
史
的
研
究
を
越
え
て
、
こ
の
よ
う
な
広
い

　
（
一
二
〇
一
）
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射
程
を
持
ち
得
た
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
チ
ェ
イ
エ
ッ
ト
に
始
ま
る
「
ア
メ
リ
カ
学
派
」
と
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け

る
学
際
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
研
究
の
成
果
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
研
究
の
主
な
部
分
は
、
基
本
的
に
そ

の
よ
う
な
潮
流
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
多
岐
に
わ
た
る
成
果
を
こ
こ
で
総
括
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
ま
た
意
味
を
な

さ
な
い
が
、
さ
し
あ
た
り
次
の
よ
う
な
意
義
と
課
題
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
法
秩
序
が
多
元
的
で
、
当
事
者
が
紛
争
解
決
の
方
途
を

選
択
的
に
利
用
す
る
中
世
社
会
で
は
、
紛
争
と
そ
の
解
決
は
そ
う
し
た
社
会
の
秩
序
を
規
定
す
る
様
々
な
人
的
結
合
（
ネ
ッ
ト
）
と
不

可
分
に
進
行
す
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
紛
争
プ
ロ
セ
ス
は
単
純
に
人
的
ネ
ッ
ト
の
上
で
展
開
す
る
の
で
は
な
く
、こ
れ
を
破
綻
さ
せ
、

再
編
し
、
ま
た
創
造
も
す
る
。
中
世
の
国
家
と
社
会
を
支
え
る
制
度
や
法
が
、
人
間
の
相
互
行
為
や
合
意
の
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
紛
争
と
そ
の
解
決
に
お
け
る
共
同
行
為
は
、
国
家
と
社
会
の
構
造
と
秩
序
を
維
持
・
再
生
産
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の

変
化
を
も
促
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
紛
争
研
究
が
単
純
な
機
能
主
義
的
図
式
を
い
さ
さ
か
で
も
越
え
る
可
能
性
が
あ

る
。
そ
れ
は
各
地
域
に
お
け
る
多
様
な
政
治
的
、
文
化
的
、
社
会
的
条
件
を
ふ
ま
え
た
紛
争
の
デ
ィ
テ
イ
ル
の
考
察
と
、
そ
の
比
較
を

通
じ
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
る
。
そ
う
し
た
考
察
が
紛
争
と
そ
の
解
決
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
現
れ
る
言
説
、
価
値
観
と
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
特
質
に
ま
で
及
ぶ
な
ら
、
紛
争
史
研
究
は
き
わ
め
て
現
代
的
意
義
を
持
つ
と
い
え
よ
う
。
紛
争
解
決
は
人
類
社
会

の
試
金
石
で
あ
る
」（
八
八
―
八
九
頁
）。

　

以
下
、
本
論
文
の
中
で
著
者
が
言
及
し
て
い
る
様
々
な
論
者
の
見
解
の
中
で
、
こ
の
「
ま
と
め
」
を
理
解
す
る
上
で
必
要
と
思
わ
れ
る
指

摘
を
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
引
用
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
の
引
用
は
、
そ
れ
が
当
該
引
用
箇
所
が
置
か
れ
て
い
る
文
脈
か
ら
切

り
離
さ
れ
て
行
わ
れ
る
た
め
に
著
者
の
真
意
を
歪
め
る
可
能
性
が
あ
る
。
著
者
の
海
容
を
乞
い
た
い
。〔　

〕
内
は
私
の
付
け
た
小
見
出
で

あ
る
。

　
（
一
二
〇
二
）
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〔
複
数
の
紛
争
解
決
手
段
の
並
存
と
交
渉
プ
ロ
セ
ス
の
フ
レ
キ
シ
ビ
リ
テ
ィ
ー
〕　
「
た
と
え
ばW

・
ブ
ラ
ウ
ン
の
カ
ロ
リ
ン
グ
期
バ
イ
エ

ル
ン
を
対
象
と
す
る
紛
争
研
究
に
よ
れ
ば
、
バ
イ
エ
ル
ン
（
部
族
）
法
典
と
い
う
記
さ
れ
た
法
規
範
は
紛
争
当
事
者
に
よ
っ
て
重
視
さ
れ
た

が
、
そ
れ
は
不
文
の
慣
習
を
含
む
よ
り
大
き
な
規
範
の
伝
統
の
一
部
で
あ
り
、
紛
争
を
有
利
に
解
決
す
る
た
め
の
参
照
の
枠
組
に
す
ぎ
ず
、

当
事
者
は
状
況
に
応
じ
て
そ
う
し
た
複
数
の
法
的
リ
ソ
ー
ス
を
選
択
し
た
の
で
あ
る
」（
五
九
頁
）。「『
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
紛
争
』
の
編
者
、

ブ
ラ
ウ
ン
、
ゴ
レ
ツ
キ
が
そ
の
総
括
に
お
い
て
述
べ
る
よ
う
に
、
本
書
に
寄
稿
し
た
ア
メ
リ
カ
の
紛
争
研
究
者
は
総
じ
て
「
プ
ロ
セ
ス
主
義

者processualist

」
的
傾
向
を
示
す
。
す
な
わ
ち
法
な
い
し
規
範
は
自
身
の
目
的
の
た
め
に
争
う
当
事
者
の
交
渉
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
、

あ
る
い
は
少
な
く
と
も
フ
ォ
ー
マ
ル
な
裁
判
と
、
双
方
向
的
な
交
渉
や
第
三
者
の
仲
裁
に
よ
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
プ
ロ
セ
ス
を
、
通
時
的

に
併
存
し
、
選
択
さ
れ
る
紛
争
解
決
の
手
段
と
し
て
理
解
す
る
。
ま
た
同
様
な
機
能
主
義
的
、
プ
ロ
セ
ス
主
義
視
点
か
ら
、
政
治
秩
序
は
固

定
的
な
制
度
で
は
な
く
、
当
事
者
た
ち
が
権
力
行
使
を
認
識
し
、
組
織
し
、
正
当
化
す
る
プ
ロ
セ
ス
と
理
解
さ
れ
る
。
本
書
所
収
の
Ｊ
―

Ｌ
・

バ
イ
ヨ
ッ
ク
論
文
が
示
す
よ
う
に
、
そ
う
し
た
選
択
的
行
為
と
交
渉
（
有
力
者
に
よ
る
仲
裁
）
に
よ
る
秩
序
維
持
は
、
サ
ガ
時
代
の
ア
イ
ス

ラ
ン
ド
の
ご
と
き
国
家
権
力
が
欠
如
し
た
社
会
に
お
い
て
も
存
在
し
た
の
で
あ
る
」（
六
二
頁
）。

　
〔
紛
争
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
社
会
秩
序
の
構
築
〕　
「
か
つ
て
社
会
学
者
Ｇ
・
ジ
ン
メ
ル
は
、
紛
争
は
社
会
秩
序
を
破
壊
す
る
の
で

は
な
く
構
築
す
る
と
述
べ
た
が
、
こ
れ
ら
の
紛
争
研
究
に
通
底
す
る
の
は
、
紛
争
は
絶
え
ず
交
渉
の
中
に
あ
り
、
紛
争
と
紛
争
解
決
は
不
可

分
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
で
あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
紛
争conflict

と
は
物
理
的
暴
力
の
み
な
ら
ず
、
様
々
な

レ
ベ
ル
の
緊
張
・
軋
轢
・
攻
撃
（
言
葉
と
行
為
に
よ
る
）
を
伴
う
相
互
行
為
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」（
六
〇
頁
）。「
前
述
の
よ
う

に
紛
争
史
研
究
は
、
紛
争
と
そ
の
解
決
に
関
わ
る
個
々
人
の
行
為
と
社
会
構
造
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
中
世
に

お
け
る
そ
の
よ
う
な
社
会
（
あ
る
い
は
政
治
・
権
力
）
の
構
造
は
、
制
度
化
さ
れ
た
規
範
構
造
と
し
て
で
は
な
く
、
な
お
多
分
に
人
的
な
関

係
と
相
互
交
渉
、
換
言
す
れ
ば
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
近
年
の
中
世
史
研

　
（
一
二
〇
三
）
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究
に
お
け
る
キ
ー
ワ
ー
ド
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
ロ
ー
カ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
都
市
、
諸
侯
領
、
王
国
、
宮
廷
な
ど
様
々
な
レ
ベ
ル
と
空
間

に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
、
単
な
る
情
報
伝
達
で
は
な
く
、
意
思
伝
達
、
意
思
表
明
、
争
い
、
交
渉
と
合
意
な
ど
、
そ
れ
自
体
、

社
会
、
政
治
の
秩
序
を
構
成
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
紛
争
と
紛
争
解
決
は
、
こ
の
よ
う
な
広
義
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
の
一
部
、
し
か
も
中
世
社
会
の
礎
を
な
す
重
要
な
部
分
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
」（
六
五
―
六
六
頁
）。

　
〔
合
意
〕　
「
ザ
リ
ア
、
シ
ュ
タ
ウ
フ
ェ
ン
朝
時
代
に
は
法
と
裁
判
の
重
視
と
い
う
国
王
の
志
向
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
実
際
に
は
裁
判

と
裁
判
外
の
仲
裁
・
和
解
の
関
係
は
流
動
的
で
あ
り
、
両
者
は
容
易
に
相
互
移
行
し
た
。
国
王
宮
廷
集
会
は
参
席
し
た
諸
侯
と
国
王
の
合
意

形
成
、
あ
る
い
は
合
意
の
公
的
な
確
認
の
場
で
あ
り
、
国
王
（
宮
廷
）
裁
判
も
ま
た
、
そ
う
し
た
諸
侯
の
協
議
に
よ
る
意
思
形
成
の
一
つ
の

プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
い
わ
ば
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
し
て
の
宮
廷
裁
判
へ
の
召
喚
と
は
、
当
事
者
を
交
渉
の
席
に
着
か
せ
る
こ
と
を
意

味
し
、
交
渉
・
和
解
と
互
換
的
な
機
能
を
持
っ
た
」（
六
七
―
六
八
頁
）。

　
〔
仲
裁
・
和
解
〕　
「
こ
の
よ
う
に
ギ
ア
リ
や
前
述
の
ホ
ワ
イ
ト
ら
の
ロ
ー
カ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
対
象
と
し
た
紛
争
研
究
は
、
仲
裁
・

和
解
に
よ
る
紛
争
解
決
が
地
域
の
人
的
紐
帯
を
明
確
化
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
社
会
的
結
合
を
創
出
、
強
化
す
る
こ
と
を
示
唆
し
た
が
、
紛

争
解
決
・
和
解
（
契
約
）
が
友
好
同
盟
に
よ
る
諸
侯
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
い
う
、
王
権
か
ら
自
律
的
な
政
治
秩
序
の
展
開
と
不
可
分
の
関
係

に
あ
る
こ
と
を
示
し
た
点
で
、
ガ
ル
ニ
ア
の
研
究
は
、
結
果
と
し
て
ギ
ア
リ
、
ホ
ワ
イ
ト
の
視
点
を
政
治
史
レ
ベ
ル
で
具
体
化
し
た
も
の
と

い
え
る
」（
七
一
頁
）。

　
〔
儀
礼
〕　
「
現
在
、
ド
イ
ツ
学
術
振
興
会
の
補
助
に
よ
る
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
前
近
代
の
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
」
を
推
進
中
の
ア
ル
ト
ホ
ー
フ
の
研
究
は
、
様
々
な
儀
礼
（
リ
チ
ュ
ア
ル
）
を
そ
の
重
要
な
手
段
と
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
中
世

の
政
治
秩
序
に
お
い
て
本
質
的
な
機
能
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
、
多
く
の
事
例
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
」（
六
六
頁
）。

　

以
上
の
整
理
か
ら
、
私
は
、「
国
家
、
地
域
、
共
同
体
、
隣
人
関
係
な
ど
同
時
代
の
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
、
社
会
的
秩
序
と
の
緊
張
を
孕
ん

　
（
一
二
〇
四
）
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だ
相
互
関
係
」
で
あ
る
、
あ
る
い
は
「
広
義
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
の
一
部
」
で
あ
る
「
紛
争
と
紛
争
解
決
」
は
、
か
か
る
「
紛
争

と
紛
争
解
決
」
を
通
し
て
、
ま
た
、
そ
う
し
た
政
治
的
、
社
会
的
秩
序
を
維
持
・
再
生
産
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
変
化
を
も
促
す
プ
ロ
セ

ス
で
あ
っ
た
、
と
い
う
観
点
の
下
で
、「
紛
争
と
紛
争
解
決
」
を
め
ぐ
る
最
近
の
研
究
は
行
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
理
解
だ
け
を
取
り
敢
え

ず
導
い
て
お
き
た
い
。
こ
う
し
た
観
点
が
据
え
ら
れ
る
前
提
の
一
つ
と
し
て
、
中
世
の
社
会
構
造
は
「
制
度
化
さ
れ
た
規
範
構
造
」
で
は
な

か
っ
た
し
、
法
秩
序
も
多
元
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
の
故
に
、
中
世
の
社
会
構
造
は
「
な
お
多
分
に
人
的
な
関
係
と

相
互
交
渉
、
換
言
す
れ
ば
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
」
と
密
接
に
関
連
し
て
い
た
の
だ
、
と
い
う
認
識
が
あ
る
よ
う
に
思
う（

96
）。

　

私
が
本
稿
で
進
め
た
作
業
に
は
、
以
上
の
様
々
な
観
点
は
ま
だ
生
か
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
整
理
さ
れ
て
い
る
裁
判
の
か
た
ち
は
既
述

の
よ
う
に
一
九
世
紀
の
法
制
史
研
究
の
成
果
と
繋
が
っ
て
お
り
、
そ
の
か
た
ち
自
体
、
今
後
と
も
継
続
的
に
点
検
さ
れ
る
こ
と
を
必
要
と
し

て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
一
九
世
紀
の
法
制
史
研
究
が
近
代
法
の
枠
組
み
を
念
頭
に
お
い
て
進
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
、
過
去
の

歴
史
の
近
代
的
読
み
込
み
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
数
も
少
な
く
、
し
か
も
点
在
し
偏
在
し
て
い
る
史
料

を
組
み
合
わ
せ
て
描
き
出
し
た
法
史
像
を
、
理
念
型
的
な
意
味
で
の
見
取
図
に
止
め
て
置
く
こ
と
を
せ
ず
、
実
際
の
も
の
と
し
て
一
般
化
す

る
傾
向
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
も
、
ま
た
、
そ
の
理
由
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
一
九
世
紀
の
法
制
史
研
究
の
成
果
が
御

用
済
み
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。
と
り
わ
け
、
西
洋
中
世
初
期
の
研
究
の
場
合
、
一
九
世
紀
の
法
制
史
研
究
の
成
果
を

そ
れ
が
拠
っ
て
立
つ
史
料
的
根
拠
に
立
ち
返
っ
て
点
検
し
な
が
ら
そ
の
後
の
研
究
動
向
と
突
き
合
わ
せ
、
共
有
し
合
え
る
学
問
的
財
産
を
確

認
し
蓄
積
し
て
い
く
「
対
話
の
精
神（

97
）」

が
肝
要
で
あ
る
。

　
（
一
二
〇
五
）
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八　

お
わ
り
に

　

W
erkm

üller

論
文
は
、
日
本
の
西
洋
法
制
史
研
究
者
に
大
き
な
影
響
を
与
え
たK

arl K
roeschell

の
還
暦
記
念
論
文
集
に
寄
稿
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。K

roeschell

は
、
西
洋
中
世
法
の
性
格
め
ぐ
る
見
解
に
関
係
し
て
学
界
で
長
く
通
説
の
地
位
を
占
め
て
い
た
、F

ritz K
ern

の

「
古
き
良
き
法
」
理
論
に
根
底
的
な
批
判
を
加
え
た
法
制
史
家
で
あ
る（

98
）。

し
た
が
っ
て
、W

erkm
üller

論
文
は
、
い
く
つ
も
の
箇
所
で
、

K
roeschell

理
論
に
、
そ
れ
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
論
及
し
て
い
る
。
本
稿
も
、
西
洋
中
世
初
期
の
裁
判
の
か
た
ち
を
ま
と
め
た
上
で
西
洋

中
世
法
を
め
ぐ
る
問
題
の
論
点
整
理
に
進
む
こ
と
を
予
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、
本
稿
は
、
こ
れ
と
し
て
一
つ
の
ま
と
ま
り
の
あ
る
も
の
に

仕
上
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
中
世
法
を
め
ぐ
る
問
題
の
考
察
は
先
送
り
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
私
の
研
究
テ
ー
マ
の
一
つ
は
、
西
洋
中
世
初
期
の
裁
判
記
録
を
手
が
か
り
に
し
て
西
洋
中
世
法
の
在
り
様
の
具
体

像
に
迫
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
は
、
そ
の
た
め
に
欠
か
せ
な
い
見
取
図
で
あ
る
。
西
洋
中
世
法
を
め
ぐ
るK

roeschell

等
の
論
争
を
念
頭
に

置
き
つ
つ
、
ま
た
服
部
良
久
等（

99
）の

研
究
と
の
接
点
を
意
識
し
つ
つ
、
こ
の
見
取
図
の
精
度
を
高
め
て
い
く
作
業
を
こ
れ
か
ら
暫
く
続
け
て
行

き
た
い
。

　

最
後
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
、
二
〇
〇
七
年
九
月
か
ら
一
年
間
ド
イ
ツ
（
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
）
で
の
研
究
の
機
会
を
与
え
て
下
さ
っ
た
同
志

社
大
学
、
同
志
社
大
学
大
学
院
司
法
研
究
科
（
法
科
大
学
院
）、
同
志
社
大
学
法
学
部
、
同
僚
た
ち
に
感
謝
し
た
い
。

　

私
に
研
究
の
場
を
提
供
し
ま
た
援
助
し
て
下
さ
っ
た
次
の
方
々
、
機
関
に
感
謝
し
た
い
。P

rof. D
r. A

ndreas M
eyer, P

rof. D
r. H

ans 

K
. Schulze, Institut für M

ittelalterliche G
eschichte und G

eschictliche L
andeskunde, P

rof. D
r. H

einrich M
enkhaus, P

rof. 

D
r. K

atja Schm
idtpott, D

r. Silke B
rom

ann, P
etra K

ienle

（M
A

）, Japan–Z
entrum

. Japan–Z
entrum

（
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
）

は
、
日
本
と
ド
イ
ツ
を
繋
ぐ
拠
点
の
一
つ
と
し
て
大
き
な
実
績
を
積
み
重
ね
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
活
動
の
歴
史
に
幕
を
引
か
ざ

　
（
一
二
〇
六
）



西
洋
中
世
初
期
の
裁
判
の
か
た
ち

 

五
七

同
志
社
法
学　

六
一
巻
四
号

る
を
得
な
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。
日
本
文
化
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
強
力
な
発
信
・
中
継
基
地
の
一
つ
が
閉
鎖
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
他
人
事
と
は
思
え
な
い
、
心
の
痛
む
事
態
で
あ
る
。

　

私
的
な
生
活
の
場
で
親
切
に
し
て
下
さ
っ
た
次
の
方
々
に
感
謝
し
た
い
。P

rof. Schulze

夫
人
のF

rau Ingeborg Schulze

、F
rau 

K
ayoko L

ang
と
そ
の
ご
家
族
、
良
き
仲
間
の
方
々
、H

err M
ichael L

übke

、H
err L

ieh Seong-H
yon

。

　

学
問
的
助
言
を
含
む
様
々
な
面
で
、
夫
人
のD

r. U
rte Sellert

と
共
に
完
璧
な
心
配
り
を
し
て
下
さ
っ
たG

öttingen

在
住
のP

rof. D
r. 

W
olfgang Sellert

、
励
ま
し
の
メ
イ
ル
を
折
に
触
れ
送
っ
て
下
さ
っ
た
彼
の
地
で
の
今
も
変
わ
ら
ぬ
私
の
師
で
、
現
在
はInnsbruck

大
学

に
お
ら
れ
るP

rof. D
r. G

erhard K
öbler

に
感
謝
し
た
い
。

（
1
）　

D
ieter W

erkm
üller, ’E

t ita est altercatio finita ’E
in B

eitrag zum
 fränkischen P

rozeß
, in: W

ege europäischer R
echtsgeschichte–K

arl K
roeschell zum

 

60. G
eburtstag, hrsg. von G

erhard K
öbler, V

erlag P
eter L

ang, F
rankfurt am

 M
ain 1987, S.592

―606.

（
2
）　

佐
藤
篤
士
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
委
員
会
編
『
法
史
学
を
め
ぐ
る
諸
問
題
』
敬
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
、
一
〇
一
―
一
二
六
頁
。

（
3
）　

拙
稿
「
西
洋
中
世
初
期
の
裁
判
と
法
―
予
備
的
考
察
―
」
佐
藤
篤
士
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
委
員
会
編
、
前
掲
書
所
収
、
一
〇
二
頁
。

（
4
）　

M
onum

enta G
erm

aniae H
istorica

の
出
版
目
録
（G

esam
tverzeichnis

）
の
二
〇
〇
九
年
版
は
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
〔http://w

w
w

.m
gh.de

〕
で
検
索
で
き
る
。

高
橋
清
徳
「「
ド
イ
ツ
」
の
精
神
的
基
礎
と
し
て
の
中
世
ゲ
ル
マ
ン
資
料
集 M

onum
enta G

erm
aniae H

istorica

」『
千
葉
大
学
附
属
図
書
館
報 

図
書
館
の
本
』
二
〇
号
、

一
九
八
一
年
一
〇
月
、
三
―
五
頁
。

（
5
）　

R
. C

. V
an

 C
aen

egem
, u

n
ter M

itarbeit von
 F. L

. G
an

sh
of, K

u
rze Q

u
ellen

ku
n

d
e d

es W
esteu

rop
äisch

en
 M

ittelalters, V
erlag V

an
d

en
h

oeck &
 

R
uprecht, G

öttingen 1964, S. 181

―185.

『
西
洋
史
料
集
成
』
平
凡
社
、
昭
和
三
一
年
、
一
九
六
―
一
九
八
頁
。

（
6
）　

広
義
で
は
、
判
決
を
含
ん
で
い
る
ウ
ワ
ク
ン
デ
。
狭
義
で
は
、「
国
王
裁
判
ウ
ワ
ク
ン
デ
」
で
、「
訴
訟
の
全
経
過
を
書
き
記
す
方
式
で
の
、
国
王
裁
判
所
の
判
決
」

（E
ugen H

aberkern / Joseph F
riedrich W

allach, H
ilfsw

örterbuch für H
istoriker, 2. B

d., V
erlag F

rancke, M
ünchen 1964, S. 482

）、「
国
王
裁
判
所
に
お

け
る
裁
判
が
終
了
し
た
後
に
判
決
を
書
面
に
し
た
も
の
で
あ
る
一
種
の
ウ
ワ
ク
ン
デ
がplacitum

と
呼
ば
れ
て
い
る
」（R

. C
. V

an C
aenegem

, a. a. O
., S. 56.

）。

「P
lacitum

は
、
裁
判
経
過
が
正
確
に
再
現
さ
れ
て
い
る
点
で
、
そ
の
文
書
形
式
上
の
構
成
に
お
い
て
通
常
の
国
王
ウ
ワ
ク
ン
デ
が
持
つ
諸
特
徴
か
ら
区
別
さ
れ
る
。

　
（
一
二
〇
七
）



西
洋
中
世
初
期
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裁
判
の
か
た
ち

 

五
八

同
志
社
法
学　

六
一
巻
四
号

外
見
上
の
特
徴
に
見
ら
れ
る
差
異
―
た
い
て
い
の
場
合
は
存
在
し
な
い
君
主
の
個
人
署
名
。
多
様
な
押
印
。
安
価
な
飾
り
振
り
。
私
文
書
と
の
近
似
性
―
は
、
程
度

の
問
題
で
し
か
な
い
」（R

enate K
lauser / O

tto M
eyer, C

lavis M
ediaevalis, V

erlag O
tto H

arrassow
itz, W

iesbaden 1966, S.192

）。

（
7
）　

H
einrich B

runner, V
orw

ort und A
ufruf 

（1. Januar 1891

）, in: R
udolf H

übner, G
erichtsurkunden der fränkischen Z

eit, S.III, IV. R
udolf H

übner, 

V
orbem

erkungen, a.a. O
., S.V.

（
8
）　

D
ieter W

erkm
üller, a. a. O

., S. 594.

（
9
）　

M
onum

enta G
erm

aniae H
istorica, L

egum
 sectio II. C

apitularia regum
 F

rancorum
. Tom

us I, denuo edidit A
lfred B

oretius, H
annoverae 1883, Tom

i 

II p
ars p

rior, d
en

u
o ed

id
eru

n
t A

. B
oretiu

s et V
iktor K

rau
se, H

an
n

overae 1890, T
om

i II p
ars S

ecu
n

d
a, ed

id
it S

ocietas A
p

erien
d

is F
on

tibu
s, 

H
annoverae 1893.

（
10
）　

R
udolf H

übner, V
orbem

erkungen, a.a. O
., S.V

I.

（
11
）　

ミ
ッ
タ
イ
ス
＝
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
著
、
世
良
晃
志
郎
訳
『
ド
イ
ツ
法
制
史
概
説 

改
訂
版
』
創
文
社
、
一
九
九
一
年
（
第
六
刷
）、
一
七
一
頁
。

（
12
）　

M
onum

enta G
erm

aniae H
istorica, L

egum
 sectio V. F

orm
ulae M

erow
ingici et K

arolini aevi, edidit K
arl Z

eum
er, H

annoverae 1886.

「
法
律
文
例
」
に

つ
い
て
の
翻
訳
例
と
ご
く
簡
単
な
解
説
は
、
拙
稿
「
法
律
文
例
集
」
久
保
正
幡
先
生
還
暦
記
念
出
版
準
備
会
『
西
洋
法
制
史
料
選
』
創
文
社
、
一
九
七
八
年
、
二
五

頁
以
下
。

（
13
）　

R
udolf H

übner, V
orbem

erkungen, a.a. O
., S.V

I.

（
14
）　

D
ieter W

erkm
üller, a. a. O

., S. 594.

（
15
）　

国
王
使
者
と
訳
し
て
お
く
。
国
王
巡
察
使
と
訳
す
場
合
の
、
国
王
巡
察
使
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
ミ
ッ
タ
イ
ス
＝
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
著
、
世
良
晃
志
郎
訳
、
前
掲
書
、

一
六
九
頁
以
下
。
伯
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
一
一
一
頁
以
下
、
一
二
〇
以
下
。

（
16
）　

ミ
ッ
タ
イ
ス
＝
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
著
、
世
良
晃
志
郎
訳
、
前
掲
書
、
一
七
四
頁
以
下
。

（
17
）　

目
録
番
号
三
六
の
出
典
は
、M

onum
enta G

erm
aniae H

istorica. D
iplom

ata regum
 F

rancorum
 e stirpe M

erow
ingica, hersg. von K

arl A
ugust F

riedrich 

P
ertz, H

annover 1872 

の
五
三
―

五
四
頁
に
収
録
さ
れ
て
い
るN

r.60 

で
あ
り
、K

. A
. F. P

ertz

は
こ
の
文
書
を
六
九
二
年
五
月
五
日
付
の
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か

し
、
最
近
公
刊
さ
れ
たM

onum
enta G

erm
aniae H

istorica. D
iplom

ata R
egum

 F
rancorum

 e stirpe M
erovingica 

（ D
ie U

rkunden der M
erow

inger 

）, 

E
rster T

eil, n
ach

 V
orbearbeiten

 von
 C

arlrich
ard

 B
rü

h
l, h

rsg. von
 T

h
eo K

ölzer u
n

ter M
itw

irku
n

g von
 M

artin
a H

artm
an

n
 u

n
d

 A
n

d
rea Stield

orf, 

H
annover 2001 

の
三
四
六
頁
に
収
録
さ
れ
て
い
るN

r. 137 

の
日
付
は
、
六
九
三
年
五
月
五
日
で
あ
る
。W

erkm
üller

は
、R

udolf H
übner

の
目
録
に
従
い
六
九
二

　
（
一
二
〇
八
）



西
洋
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世
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ち

 

五
九

同
志
社
法
学　

六
一
巻
四
号

年
と
し
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
最
新
の
情
報
に
従
い
六
九
三
年
と
し
て
お
く
。
な
お
、K

arl A
. F. P

ertz

は
、
本
文
二
（
一
）
に
名
前
の
出
たG

eorg H
einrich 

P
ertz

の
息
子
で
あ
る
。

（
18
）　
〔
注
6
の
〕Hilfsw

örterbuch, a.a.O
., B

d. 2, S. 663 

の
項
目W

ette

参
照
。M

ediae L
atinitatis L

exicon M
inus, hrsg. von J.F. N

ierm
eyer &

 V
an D

e K
ieft, 

überarbeitet von J. W
. J. B

urgers, V
erlag W

issenschaftliche B
uchgesellschaft, V

ol. 1, 2002, S. 551 

で
は
、festuca

にH
alm

とStab

の
両
方
の
意
味
を
与

え
て
い
る
。

（
19
）　

フ
ラ
ン
ク
王
国
の
中
の
ロ
マ
ン
系
地
域
で
は
、
伯
の
常
任
代
理
人
の
意
味
。
法
廷
で
は
特
に
筆
頭
審
判
人
（erster B

eisitzer

）。
九
世
紀
以
降
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、

封
主
と
か
伯
の
封
臣
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
ヴ
ィ
ケ
コ
メ
ス
と
片
仮
名
表
記
す
る
。〔
注
6
の
〕Hilfsw

örterbuch, 2. B
d., S. 640 

のvicecom
es

の

項
目
。

（
20
）　

ミ
ッ
タ
イ
ス
＝
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
著
、
世
良
晃
志
郎
訳
、
前
掲
書
、
一
三
四
頁
以
下
。
裁
判
等
に
関
係
し
て
本
人
を
代
理
す
る
者
の
意
味
等
を
持
つ
。

（
21
）　

U
ngehorsam

sverfahren
に
関
係
し
た
箇
所
は
、D

ieter W
erkm

üller, a. a. O
., S. 596

参
照
。

（
22
）　

目
録
番
号
三
七
の
出
典
は
、〔
注
17
の
〕Diplom

ata, K
. A

. F. P
ertz

の
五
六
―

五
七
頁
に
収
録
さ
れ
て
い
るN

r.64 

で
あ
り
、K

. A
. F. P

ertz

は
こ
の
文
書
を
六
九
二

年
一
一
月
一
日
付
の
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、〔
注
17
の
〕Diplom

ata R
egum

 F
rancorum

 e stirpe M
erovingica, E

rster Teil,　

hrsg. von T
heo K

ölzer

の

三
四
四
―
三
四
六
頁
に
収
録
さ
れ
て
い
るN
r. 136 

の
日
付
は
、
六
九
二
／
六
九
三
年
一
一
月
一
日
で
あ
る
。

（
23
）　

precaria

に
つ
い
て
は
、
ミ
ッ
タ
イ
ス
＝
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
著
、
世
良
晃
志
郎
訳
、
前
掲
書
、
八
八
―
九
〇
頁
。
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
プ
レ
カ
ー
リ
ア
は
借
り

戻
し
的
プ
レ
カ
ー
リ
ア
（precaria oblata

）
で
あ
る
。
借
り
戻
し
的
プ
レ
カ
ー
リ
ア
と
は
、
所
有
地
を
寄
進
し
、
そ
れ
を
改
め
て
借
地
・
小
作
地
と
し
て
借
り
戻
す

形
式
の
契
約
で
あ
る
。
所
有
地
を
寄
進
し
、
そ
の
寄
進
地
よ
り
も
よ
り
大
き
な
土
地
、
ま
た
は
別
の
土
地
が
借
り
戻
さ
れ
る
形
式
の
契
約
を
報
償
的
プ
レ
カ
ー
リ
ア

（precaria renum
ertoria

）
と
い
う
。
寄
進
を
伴
わ
な
い
、
土
地
の
一
方
的
な
直
接
的
貸
付
を
プ
レ
カ
ー
リ
ア
・
ダ
ー
タ
（precaria data

）
と
い
う
。
拙
著
『
成
立

期
中
世
の
自
由
と
支
配
』
敬
文
堂
、
一
九
八
五
年
、
二
二
四
頁
以
下
参
照
。

（
24
）　

森
本
芳
樹
『
西
欧
中
世
初
期
農
村
史
の
革
新
―
最
近
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
学
界
か
ら
』
木
鐸
社
、
二
〇
〇
七
年
は
、
ヴ
ィ
ラ
（villa

）
と
は
何
か
を
め
ぐ
る
最
近
の
議
論

の
動
向
を
伝
え
て
い
る
（
三
一
六
―
三
一
八
頁
）。
ヴ
ィ
ラ
は
荘
園
で
な
い
ば
か
り
か
領
主
支
配
の
場
を
も
意
味
し
な
い
と
い
う
見
解
も
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
ヴ

ィ
ラ
を
荘
園
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
限
定
さ
れ
た
事
例
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
見
解
、
古
典
型
の
荘
園
制
で
は
な
い
が
領
主
支
配
の
場
で

あ
る
と
い
う
見
解
、
ヴ
ィ
ラ
は
王
領
の
よ
う
な
「
大
き
な
単
位
ば
か
り
で
な
く
よ
り
小
さ
く
て
下
位
に
位
置
す
る
在
地
領
主
た
ち
の
支
配
領
域
を
も
指
し
て
お
り
、
そ

れ
ぞ
れ
に
お
い
て
修
道
院
以
下
複
数
の
領
主
が
土
地
領
主
制
と
バ
ン
領
主
制
の
い
ず
れ
に
も
属
す
る
多
様
な
権
限
を
行
使
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
」
見
解
等
々

　
（
一
二
〇
九
）
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志
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六
一
巻
四
号

で
あ
る
。
本
文
書
に
出
て
く
る
ヴ
ィ
ラ
（villa

）
は
ど
の
タ
イ
プ
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
明
確
に
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。beneficium

に
つ
い
て
は
、「
借
り

戻
し
地
」「
貸
与
地
」
の
意
味
で
理
解
し
て
お
く
。

（
25
）　

文
書
で
は
、
国
王
に
対
し
て
、「
…
…
当
該
訴
訟
は
こ
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
、
と
宮
中
伯M

arso

は
証
言
し
た
（ut

…
…

testim
uniavit, quod ac causa tal

（iter

） acta fuissit denuscitur,

…
…
）」
と
い
う
書
き
方
が
さ
れ
て
い
る
。testim

uniavit–testim
oniare

は
、
そ
れ
が
訴
訟
事

件
を
国
王
に
報
告
す
る
宮
中
伯
に
関
係
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
、訴
訟
の
結
果
を
国
王
にw

iedergeben

（
伝
え
る
、報
告
を
す
る
）
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。〔
注

18
〕Mediae L

atinitatis L
exicon M

inus, V
ol. 2. S. 1340. 

こ
こ
で
は
、「
証
言
す
る
」、
と
訳
し
て
い
る
。

（
26
）　

本
稿
三
（
二
）
の
叙
述
に
つ
い
て
は
、D

ieter W
erkm

üller, a. a. O
., S. 595

―597 

参
照
。

（
27
）　

D
ieter W

erkm
üller, a. a. O

., S. 597.

（
28
）　
〔
注
12
の
〕Form

ulae, F
orm

ularum
 C

odicis s. E
m

m
eram

i F
ragm

enta, n. 3, S. 463

―464. 

法
律
文
例
は
文
書
作
成
の
た
め
の
雛
形
で
あ
り
、
そ
の
雛
形
に
、

人
名
や
日
付
、
日
数
、
金
額
、
地
名
等
そ
れ
ぞ
れ
の
ケ
ー
ス
に
応
じ
た
必
要
事
項
を
書
き
込
め
ば
完
全
な
文
書
に
な
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
本
文
中
で
は
、
例

え
ば
人
名
は
「
某
々
」
と
か
「
こ
れ
こ
れ
の
者
」
と
翻
訳
で
き
る
「illi

」
が
使
わ
れ
る
等
し
て
、
そ
の
部
分
は
い
わ
ば
空
欄
に
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
部

分
を
忠
実
に
翻
訳
せ
ず
、
例
え
ば
「
原
告
」「
被
告
」
と
い
う
用
語
を
宛
て
て
訳
す
等
し
て
い
る
。

（
29
）　

こ
こ
で
紹
介
す
る
訴
訟
類
型
は
、Z

w
eizüngiges U

rteil

と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、「
二
枚
舌
判
決
」
と
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
ミ
ッ
タ
イ
ス
＝
リ
ー
ベ
リ
ッ

ヒ
著
、
世
良
晃
志
郎
訳
、
前
掲
書
、
六
九
頁
以
下
。
し
か
し
、「
二
枚
舌
」
と
い
う
日
本
語
は
、
一
般
的
に
良
い
意
味
で
使
用
さ
れ
る
用
語
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
本

稿
で
は
、「
二
者
択
一
」
と
い
う
用
語
を
使
用
し
、「
二
枚
舌
」
と
い
う
用
語
の
持
つ
語
意
や
語
感
に
伴
う
誤
解
を
避
け
る
こ
と
に
し
た
。

（
30
）　
〔
注
12
の
〕 Form

ulae, F
orm

ulae A
ndecavenses, n.47, S. 21.

（
31
）　

boni hom
ines =

 P
ersonen, die die V

oraussetzungen dafür erfüllen, als Z
eugen oder B

eisitzer eines G
erichts zu fungieren

（
法
廷
に
お
け
る
証
人
と

し
て
あ
る
い
は
審
判
人
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
た
め
の
前
提
条
件
を
満
た
す
人
々
）。〔
注
18
の
〕Lexicon, V

ol. 1. S. 134. D
r. K

arin N
ehlsen-von Stryk, D

ie 

boni hom
ines des frühen M

ittelalters, V
erlag D

uncker &
 H

um
blot, B

erlin 1981.

（
32
）　

こ
の
事
例
で
言
え
ば
、
問
題
の
ブ
ド
ウ
畑
を
現
在
の
所
有
者
に
売
却
、
贈
与
等
し
た
、
そ
の
ブ
ド
ウ
畑
の
前
権
利
者
の
こ
と
。〔
注
18
の
〕Lexicon, V

ol. 1. S. 92.

保
証
人
に
つ
い
て
は
、
五
⑶
の
記
述
。

（
33
）　
〔
注
12
の
〕Form

ulae, F
orm

ulae A
ndecavenses, n.53,　

S. 23.

（
34
）　
〔
注
12
の
〕Form

ulae, F
orm

ulae A
ndecavenses, n.50a, S. 22.

　
（
一
二
一
〇
）
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（
35
）　

rachinburgus, rac-, rag-, reg-, rath-; -im
-, -em

-, -ini-, ine-,; -burgius, -burius, -burdus. R
achinburgen, R

atbürger. 

伯
裁
判
所
でU

rteiler

（
判
決
人
）、

H
elfer

（
補
助
者
）
の
役
割
を
果
た
す
、
七
人
あ
る
い
は
地
域
に
よ
っ
て
は
そ
れ
以
上
の
数
の
身
分
の
高
い
人
。〔
注
18
の
〕Lexicon, V

ol. 2. S. 1148.

〔
注
6
の
〕 

H
ilfsw

örterbuch, 2. B
d., S.505 

で
は
、R

atbürge

（
判
決
提
供
者
）、 U

rteiler

、U
rteilsw

eiser

（
判
決
提
言
者
）。

（
36
）　

本
法
律
文
例
に
は
、「
四
十
夜
」
と
い
う
文
言
は
な
く
、
数
字
の
四
（quartum

）
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。「
四
十
夜
」
と
い
う
数
字
を
入
れ
た
の
は
こ
の
法
律
文
例

に
対
し
て
編
者
が
付
け
て
い
る
注
（a

g
itu

r
 fo

r
ta

s
s
e
 d

e
 le

g
a

li 40
 n

o
c
tiu

m
 in

te
r
v
a

llo

）
を
参
考
に
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
法
律
文
例
に
は
、
三

月
一
日
に
当
る
文
言
は
な
く
、K

alendas illas

が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
三
月
一
日
を
入
れ
た
の
は
、
こ
の
法
律
文
例
記
載
の
裁
判
事
例
の
そ
の
後
を
伝
え
る
、
次
の
注

（
37
）
で
注
記
す
る
法
律
文
例
にK

alendas M
arcias

と
い
う
文
言
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

（
37
）　
〔
注
12
の
〕Form

ulae, F
orm

ulae A
ndecavenses, n. 50b, S. 22.

（
38
）　

雪
冤
宣
誓
に
つ
い
て
は
、
ミ
ッ
タ
イ
ス
＝
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
著
、
世
良
晃
志
郎
訳
、
前
掲
書
、
六
九
頁
以
下
。
な
お
、
本
稿
三
（
三
）
⑴
〜
⑶
の
叙
述
に
つ
い
て
は
、

D
ieter W

erkm
üller, a. a. O

., S. 597

―598

参
照
。

（
39
）　

D
om

 C
l. D

evic &
 D

om
 J. V

aissete, H
istoire générale de L

anguedoc, Tom
e D

euxièm
e, Toulouse 1875, n. 15, S. 64 – 65.

　
　
　

 .....recognosco m
e ergo P

inaudus.....quod negare non possum
 in vestrorum

 supradictorum
 judicio, unde m

e repetet A
nianus abbas seu etiam

 sui 

m
onachi de villa R

issello, qui est in locum
 vestrum

 infra term
ino C

aunensi, quem
 perdonavit nobis dom

inus rex K
arolus vel L

odoicus rex, ubi 

nos m
odo habitare videm

ur, unde precaria vobis fecim
us ego P

inaudus &
 parentes m

ei scilicet M
aterindus &

 F
ulgentius, ut de ipso villare per 

sin
gu

los an
n

os.....ibid
em

 vobis exin
d

e tascas &
 d

ecim
as p

ersolvere d
ebu

issem
u

s, &
 d

e ip
so villare cu

m
 su

a ad
jacen

tia n
u

lla in
ten

tion
e vel 

frau
d

e.....exin
d

e vobis taliter m
e recogn

osco in
 vestroru

m
 su

p
rad

ictoru
m

 ju
d

icio, qu
om

od
o ego P

in
au

d
u

s &
 p

aren
tes m

ei M
aterin

d
u

s &
 

F
ulgentius quod ipsas tascas &

 decim
as, quod vobis exinde dare debuim

us, ipsas vobis intendim
us, &

 nihil vobis exinde dedim
us prefatos V

I 

annos, &
 insuper de ipso villare vobis cum

 discapire voluim
us, &

 in fraude vobis de ipso fecim
us ac ipsos pro vestro com

m
eatu illos habere 

voluim
us. Sicque m

e recognosco P
inaudus quom

odo ego &
 parentes m

ei suprascripti pro vestro beneficio antea &
 per precaria vestra, quam

 

vobis fecim
us eam

 antea habuim
us, &

 ea quae fecim
us, veraciter m

e recognosco in vestrorum
 supradictorum

 judicio. D
ata recognitione sub die 

III nonas m
adias, anno X

X
X

IV
 regnante dom

ino nostro im
perator K

arolo, rege F
rancorum

 &
 L

unghobardorum
...

（
40
）　

R
udolf H

übner, D
er Im

m
obiliarprozess der fränkischen Z

eit, V
erlag W

ilhelm
 K

oebner, B
reslau 1893, S.66. D

ieter W
erkm

üller, a. a. O
., S. 598.　

vicedom
inus

と
は
、
高
位
聖
職
者
で
司
教
の
常
任
の
代
理
あ
る
い
は
教
会
財
産
の
管
理
者
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。〔
注
18
の
〕Lexicon, V

ol. 2. S. 1425. L
exikon 

　
（
一
二
一
一
）
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des M
ittelalters, V

erlag D
eutscher T

aschenbuch, M
ünchen 2003, B

d. 8, S. 1622. 

プ
レ
カ
ー
リ
ア
・
オ
ブ
ラ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
注
（
23
）
参
照
。

（
41
）　

D
ieter W

erkm
üller, a. a. O

., S. 598. 〔
注
40
の
〕Rudolf H

übner, D
er Im

m
obiliarprozess, S. 73ff.

（
42
）　

前
者
は
目
録
番
号
四
八
七
。〔
注
39
の
〕Dom

 C
l. D

evic &
 D

om
 J. V

aissete, H
istoire générale de L

anguedoc, tom
e cinquièm

e, chartes et diplom
es, n. 

43, p. 138.

後
者
は
目
録
番
号
五
七
八
。M

.C
. R

agut, C
artulaire de Saint-V

incent de M
acon, M

acon 1864, n. 376, p. 216C

（
43
）　
〔
注
40
の
〕Rudolf H

übner, D
er Im

m
obiliarprozess, S. 79ff.

（
44
）　
〔
注
40
の
〕Rudolf H

übner, D
er Im

m
obiliarprozess, S. 76ff. D

ieter W
erkm

üller, a. a. O
., S. 598. 

ミ
ッ
タ
イ
ス
＝
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
著
、
世
良
晃
志
郎
訳
、
前

掲
書
、
一
五
九
、一
六
一
頁
で
は
、V

oreid

に
、「
予
備
宣
誓
」
と
い
う
訳
語
を
宛
て
て
い
る
。

（
45
）　
〔
注
40
の
〕 R

u
d

olf H
ü

bn
er, D

er Im
m

obiliarp
rozess, S

. 76ff. H
ein

rich
 B

ru
n

n
er, D

eu
tsch

e R
ech

tsgesch
ich

te, Z
w

eiter B
an

d
, V

erlag D
u

n
cker &

 

H
um

blot, B
erlin 1958, S.457ff. 

ミ
ッ
タ
イ
ス
＝
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
著
、
世
良
晃
志
郎
訳
、
前
掲
書
、
一
五
九
、一
六
一
頁
。
そ
こ
で
、
世
良
は
、「
予
備
宣
誓
」
に
つ

い
て
、「
原
告
が
訴
え
の
提
起
に
あ
た
っ
て
、
単
独
で
ま
た
は
宣
誓
補
助
者
と
と
も
に
、
自
分
は
憎
悪
、
気
ま
ぐ
れ
ま
た
は
利
欲
の
た
め
に
訴
え
を
提
起
す
る
も
の
で

は
な
い
こ
と
を
誓
う
宣
誓
。
宣
誓
補
助
者
と
と
も
に
予
備
宣
誓
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
き
は
、
被
告
は
単
純
な
雪
冤
宣
誓
に
よ
っ
て
は
責
を
免
れ
な
い
こ
と
に
な
る
」
と

注
記
し
て
い
る
。
本
稿
が
、「
予
備
宣
誓
」
と
い
う
用
語
を
借
用
し
な
か
っ
た
の
は
、「
予
備
宣
誓
」
と
い
う
訳
語
の
場
合
、
提
訴
に
当
っ
て
予
め
用
意
を
し
て
お
き
、

裁
判
冒
頭
に
宣
誓
を
す
る
、
と
い
う
意
味
合
い
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
引
き
合
い
に
出
し
た
文
書
で
は
、
原
告A

lcaudus

が
訴
え
を
提
起
し
た
、
そ
し
て
被
告

H
eldebernus

が
欠
席
し
た
一
度
目
の
裁
判
期
日
に
で
は
な
く
、
第
二
回
目
の
裁
判
期
日
に
、
し
か
も
、
今
回
は
出
廷
し
た
被
告
が
、
原
告
「A

lcaudus

は
正
し
く
で

は
な
く
、
不
正
に
自
分
を
訴
え
た
」、
と
反
論
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
原
告
が
宣
誓
の
用
意
の
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
非
悪
意
宣
誓
」
と
い
う
訳

語
は
、
イ
タ
リ
ア
＝
カ
ノ
ン
訴
訟
手
続
に
関
連
し
て
、
世
良
が
前
掲
書
四
九
五
頁
で
採
用
し
て
い
る
、「
誠
実
に
法
に
従
っ
て
問
題
を
解
決
し
、
悪
意
の
手
段
を
用
い

な
い
」
と
い
う
両
当
事
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
宣
誓
で
あ
る
「
不
悪
意
宣
誓
」（juram

entum
 calum

niae

）
と
い
う
訳
語
に
重
な
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
手
続
上
の
意

味
や
位
置
づ
け
が
違
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
因
み
に
、
小
菅
芳
太
郎
は
、juram

entum
 calum

niae

に
「
非
策
謀
宣
誓
」
と
い
う
訳
語
を
宛
て
て
い
る
（「
措

問
手
続
（
項
目
）
手
続
覚
書
」『
北
大
法
学
論
集
』
第
三
八
巻
第
四
号
、
昭
和
六
三
年
、
五
八
八
頁
）。

（
46
）　

E
stienne P

erard, R
ecveil de plvsievrs pieces cvrievses servant a l ’histoire de B

ovrgogne, P
aris 1664, p.147

―149. D
ieter W

erkm
üller, a. a. O

., S. 

598.

同
じ
文
書
は
次
の
文
献
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。M

arcel T
hévenin, Textes relatifs aux institutions privées et publiques aux époques, 

m
érovingienne et carolingienne, P

aris 1887, n. 100, p. 140–142.

（
47
）　

finis

と
は
、
い
く
つ
も
の
村
を
含
む
、
パ
グ
ス
内
の
地
域
的
区
分
。〔
注
18
の
〕L

exicon, V
ol. 1 S. 561.

　
（
一
二
一
二
）
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（
48
）　

原
文
中
のG

eitiuus

、notitia G
eist cartae

に
つ
い
て
は
、〔
注
45
の
〕Heinrich B

runner, D
eutsche R

echtsgeschichte, Z
w

eiter B
and, S. 497.

（
49
）　

D
ieter W

erkm
üller, a. a. O

., S. 598.　

リ
ブ
ア
リ
ア
法
典
六
七
章
第
五
法
文
「
誰
か
（
原
告
）
が
遺
産
又
は
自
由
（genuitas

）
の
た
め
に
不
法
の
箇
条
を
六
人

と
共
に
教
会
に
お
い
て
共
誓
し
て
争
ひ
始
め
た
る
場
合
に
は
、
彼
（
被
告
）
は
、
十
二
人
と
共
に
國
王
の
宮
廷
裁
判
所
前
（ad stafflo regis

）
榛
の
枝
を
以
て
圍
ま

れ
た
る
宣
誓
の
場
所
に
て
、（
特
定
の
）
言
葉
を
遵
守
し
て
共
誓
す
べ
く
努
む
べ
し
。
若
し
彼
（
被
告
）
が
（
こ
れ
を
）
遂
行
せ
ざ
り
し
場
合
に
は
、
彼
は
法
定
贖
罪

金
と
共
に
返
濟
す
べ
し
。
又
若
し
何
人
か
が
、
彼
が
そ
れ
を
な
す
こ
と
を
妨
げ
む
と
欲
し
た
る
場
合
に
は
、
彼
は
國
王
の
面
前
に
お
い
て
自
己
の
武
器
を
以
て
自
己

を
防
禦
せ
む
と
欲
す
（
努
む
）
べ
く
、
然
ら
ざ
れ
ば
請
求
の
全
部
を
法
定
贖
罪
金
と
共
に
返
濟
す
べ
し
」
久
保
正
幡
訳
『
リ
ブ
ア
リ
ア
法
典
』
創
文
社
、
昭
和
五
二
年
、

九
〇
頁
。

（
50
）　

D
ieter W

erkm
üller, a. a. O

., S. 598. 〔
注
40
の
〕Rudolf H

übner, D
er Im

m
obiliarprozess, S. 77. 

法
文
は
第
三
九
法
文
。M

onum
enta G

erm
aniae H

istorica, 

L
egum

 sectio V. edidit Societas A
periendis F

ontibus R
erum

 G
erm

anicarum
 M

edii A
evi, H

annoverae 1975, S.69.

（
51
）　
〔
注
12
の
〕Form

ulae, F
orm

ulae Salicae M
erkelianae, n.29, S. 252.

（
52
）　

vicarius

と
い
う
語
は
、
様
々
な
役
人
を
表
現
す
る
等
意
味
が
多
様
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
法
で
は
親
衛
隊
長
の
代
理
を
意
味
し
、
フ
ラ
ン
ク
時
代
に
は
下
級
裁
判
に
お

い
て
伯
を
代
理
し
て
裁
判
に
あ
た
る
役
人
を
言
う
場
合
も
あ
り
、
教
会
用
語
で
は
教
皇
を
代
理
す
る
立
場
の
枢
機
卿
や
ま
た
教
皇
を
一
般
的
に
代
理
す
る
司
教
の
意

味
、
高
位
聖
職
者
の
代
理
の
意
味
で
使
わ
れ
た
り
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ヴ
ィ
カ
リ
ウ
ス
と
片
仮
名
表
記
を
す
る
の
に
止
め
て
お
き
た
い
。

H
an

d
w

örterbu
ch

 zu
r d

eu
tsch

en
 R

ech
tsgesch

ich
te, V. B

an
d

, V
erlag E

rich
 S

ch
m

id
t, B

erlin
 1998, S

. 918, 

のvicariu
s-V

ikar

の
項
目
。〔
注
6
の
〕

H
ilfsw

örterbuch, 2. B
d. S. 642 

のvicarius-V
ikar 

の
項
目
。
ミ
ッ
タ
イ
ス
＝
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
著
、
世
良
晃
志
郎
訳
、
前
掲
書
、
一
二
一
頁
。

（
53
）　
〔
注
40
の
〕 Rudolf H

übner, D
er Im

m
obiliarprozess, S. 91.

（
54
）　
〔
注
40
の
〕 Rudolf H
übner, D

er Im
m

obiliarprozess, S. 95.

（
55
）　

D
om

 P
auli P

iolin, G
allia christiana,Tom

us quartus, P
aris 1876, n. 28, p. 67.

（
56
）　

G
ustave D

esjardins, C
artulaire de l ’abbaye de C

onques en R
ouergue, P

aris 1879, n. 155, p. 137

―138.

（
57
）　
〔
注
40
の
〕 Rudolf H

übner, D
er Im

m
obiliarprozess, S. 101. H

übner
は
、
こ
の
箇
所
で
、H

einrich B
runner, D

ie E
ntstehung der Schw

urgerichte, 

V
erlag W

eidm
annsche B

uchhandlung, B
erlin 1872, S. 173

―174 

を
引
用
し
て
い
る
。B

runner

は
、
こ
の
実
地
確
認
に
関
係
し
た
史
料
上
の
用
語
と
し
て
、
そ

こ
で
、V

isus terrae

、 Inspectio tenem
enti

を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
場
合
は
、
共
に
「
現
地
調
査
」
と
訳
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
58
）　
〔
注
49
の
〕
久
保
正
幡
訳
『
リ
ブ
ア
リ
ア
法
典
』
七
四
頁
。H

übner

の
裁
判
目
録
の
中
に
あ
る
数
多
く
の
関
連
文
書
を
挙
げ
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
が
、本
稿
で
は
、

　
（
一
二
一
三
）
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リ
ブ
ア
リ
ア
法
典
の
法
文
だ
け
に
止
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
59
）　

M
ittellateinisches W

örterbuch bis zum
 ausgehenden 13. Jahrhundert, B

d.1, V
erlag C

. H
. B

eck, M
ünchen 1967, S. 1170.

（
60
）　
〔
注
39
の
〕Dom

 C
l. D

evic &
 D

om
 J. V

aissete, H
istoire, tom

e deuxièm
e, chartes et diplom

es, n. 161, p. 331

―336.H
ugo L

oersch, R
ichard Schröder, 

U
rkunden zur G

eschichte des deutschen P
rivatrechtes, dritte, neu bearbeitete A

uflage, V
erlag A

. M
arcus und E

. W
eber, B

onn 1912, n. 54

（64

）, 

S.38

―42. 〔
注
46
の
〕Thévenin, n.94, p. 128

―133.

本
文
書
は
極
め
て
長
文
の
も
の
で
あ
る
。
使
用
さ
れ
て
い
る
単
語
も
難
解
で
あ
る
。
後
日
、
こ
の
文
書
に
取
り
組

ん
で
み
た
い
。
保
証
人
は
、
原
告
が
法
廷
に
提
出
し
た
ウ
ワ
ク
ン
デ
が
真
正
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
言
す
る
場
面
等
、
様
々
な
場
面
で
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
も
後
日
整
理
し
た
い
。

（
61
）　
〔
注
42
の
〕Cartulaire de Saint-V

incent de M
acon, n. C

C
L

X
X

X
IV, p. 169

―170.

（
62
）　

scam
ineis

はscabinus-scabinis

と
同
一
用
語
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

（
63
）　

目
録
番
号
四
五
二
参
照
。

（
64
）　
〔
注
17
の
〕Diplom

ata, K
. A

. F. P
ertz, n. 21, S. 106.　

P
erz

は
、
こ
の
文
書
を
、
七
四
九
年
八
月
一
七
日
付
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
65
）　

こ
のD

agobertus

は
、D

agobert III.
（
ネ
ウ
ス
ト
リ
ア
王
、
ア
ウ
ス
ト
リ
ア
王
。
在
位
七
一
一
―
七
一
五
年
）
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。C

hillardus

大
修
道
院
長

の
活
動
が
、
七
一
〇
―
七
一
六
年
に
確
認
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
66
）　

M
. Jules T

ardif, M
onum

ents H
istoriques, P

aris 1866, n.55, p. 46.

（
67
）　
〔
注
39
の
〕Dom

 C
l. D

evic &
 D

om
 J. V

aissete, H
istoire, chartes et diplom

es, n. 43, p. 137

―139. 〔
注
46
の
〕Thévenin, n. 123, S.179

―182.

（
68
）　

sagio

に
は
、「
裁
判
所
吏
員
、
武
装
し
た
従
士
、
代
理
人
」
の
意
味
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
王
国
支
配
の
西
ゴ
ー
ト
地
域
で
使
わ
れ
て
い
る
用
語
の
よ
う

で
も
あ
る
。〔
注
45
の
〕Heinrich B

runner, D
eutsche R

echtsgeschichte, Z
w

eiter B
and, S. 252

―253. 〔
注
18
の
〕Lexicon, V

ol. 2. S. 1213.

（
69
）　

ミ
ッ
タ
イ
ス
＝
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
著
、
世
良
晃
志
郎
訳
、
前
掲
書
、
七
〇
頁
。

（
70
）　
〔
注
12
の
〕Form

ulae, F
orm

ulae A
ndecavenses, n. 30, S.152

―153. 

　
　
　

R
elatio cum

 iudicio. A
uctoritate legis preceptum

 est, ut in toto litis term
inum

 requiratur, per quem
 orta est contentio; et si quis ad rapinam

 

faciendam
 adgreditur aut iter agentem

 insidiaverit aut dom
um

 alterius nocturnus spoliaverit, m
ors anim

e ipsius ne requiratur. Igitur ego in D
ei 

n
om

in
e ille iu

d
ex ven

ien
s in

 loco n
u

n
cu

p
an

te illo su
b d

ie illo u
n

a cu
m

 bon
is h

om
in

ibu
s ad

 locu
m

 accession
is, u

bi aliqu
is h

om
o n

om
in

e ille 

qu
on

d
am

 in
terfectu

s iacebat, requ
iren

s, p
ro qu

a re ibid
em

 in
terfectu

s fu
isset. S

ed
 ven

ien
tes h

om
in

es ibid
em

 con
m

an
en

tes, qu
i in

 in
itio litis 

ibidem
 fuerunt vel qui ad ipsos huccos cucurrerunt, quando iam

 dictus hom
o ibidem

 interfectus fuit, taliter testim
onium

 prebuerunt, ut, dum
 

　
（
一
二
一
四
）
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aliquis hom
o nom

ine ille sollem
niter sibi am

bulabat, sic iam
 dictus ille quondam

 ipsum
 adsallivit vel insidiavit et res suas ei contradixit atque 

violen
ter su

p
er ip

su
m

 evagin
ato glad

io ven
it, u

n
d

e livores vel cap
u

latu
ras atqu

e colap
h

is m
an

ifeste ap
p

aren
t. Id

eo eten
im

, d
u

m
 sic veritas 

conprobaretur, veniens iam
 dictus ille adprehensam

 m
anum

 vel arm
a predicti iudicis, sicut m

os est, apud hom
ines 12, m

anu sua tertia decim
a, 

dextratus vel coniuratus dixit, quod, dum
 ipse sollem

niter sibi am
bulabat, iam

 dictus ille quondam
 eum

 m
alo ordine adsallivit et evaginato gladio 

su
p

er eu
m

 ven
it et su

p
er ip

su
m

 livores vel cap
u

lation
es m

isit et res su
as illas ei d

irip
ere volu

it ; et p
ostqu

am
 istas p

resen
tes livores recep

it, 

n
ecessitate con

p
u

lsu
s ip

su
m

 p
lacavit, p

er qu
em

 m
ortu

u
s iacet ; et in

 su
a orta con

ten
tion

e vel in
 su

a m
ovita atqu

e p
er su

as cu
lp

as ibid
em

 

interfectus fuit ; et sic est veritas absque ulla fraude vel conludio, et in sua culpa secundum
 legem

 ipsum
 ferrobattudo fecit. P

roinde oportunum
 

fuit ipsius illi, ut hanc cotitiam
 ad instar relationis exinde accipere deberet ; quod ita et fecit. Sed postea vero taliter in iam

 dicto loco ipsius illi 

iu
d

icatu
m

 fu
it, u

t in
 n

octes 40 ap
u

d
 h

om
in

es 36, m
an

u
 su

a trigesim
a sep

tim
a, iam

 d
icto illo qu

on
d

am
 in

 ecclesia illa, in
 loco n

u
n

cu
p

an
te illo, 

con
iu

rare d
ebeat ap

u
d

 h
om

in
es visores et cogn

itores, eo qu
od

 ille qu
on

d
am

 m
ale ord

in
e su

p
er eu

m
 ven

isset et res su
as ei con

ten
d

isset vel 

prim
itus ipsum

 placasset vel livorasset et ipsum
 in via adsallisset vel insidiasset, et in sua m

ovita vel in sua culpa ibidem
 interfectus fuisset. E

t si 

hoc facere potuerit, de ipsa m
orte quietus valeat residere.

（
71
）　
「
叫
び
声
」（G

erüfte

）。
ミ
ッ
タ
イ
ス
＝
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
著
、
世
良
晃
志
郎
訳
、
前
掲
書
、
五
六
頁
。

（
72
）　
〔
注
6
の
〕Hilfsw

örterbuch, 1. B
d. S. 166 
のE

ideshelfer

の
項
目
。〔
注
18
の
〕Lexicon, V

ol. 2. S. 1340

。

（
73
）　

十
字
架
神
判
と
は
、「
両
当
事
者
が
手
を
広
げ
て
十
字
架
の
前
に
立
ち
、
先
に
手
を
お
ろ
し
た
り
、
立
っ
て
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
り
し
た
方
が
証
明
に
敗
れ
た
も
の

と
み
ら
れ
た
」（
ミ
ッ
タ
イ
ス
＝
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
著
、
世
良
晃
志
郎
訳
、
前
掲
書
、
一
六
二
頁
）。

（
74
）　

D
ieter W

erkm
üller, a. a. O

., S. 600

―602.

（
75
）　

D
ieter W

erkm
üller, a. a. O

., S. 509

―603.

注
（
73
）
の
神
判
や
相
続
権
、
三
〇
年
に
亘
る
占
有
の
主
張
を
含
む
（D

ieter W
erkm

üller, a. a. O
., S. 603.

）
当
事

者
に
よ
る
立
証
に
関
係
す
る
諸
問
題
の
検
討
は
後
日
の
課
題
と
し
た
い
。

（
76
）　

Jean M
arie P

ardessus, D
iplom

ata cartae, epistolae, leges, Tom
us secundus, V

erlag Scientia, A
alen 1969, n.D

C
IV, p. 415

―416. 

〔

注

17

の

〕

D
iplom

ata, K
. A

. F. P
ertz, n.22, S. 107

―108.

〔
注
66
の
〕Tardif, n.53, p.44. D

ieter W
erkm

üller, a. a. O
., S. 599. 

〔
注
7
の
〕Rudolf H

übner, 

G
erichtsurkunden, S. 12.

（
77
）　

A
uflassung

と
呼
ば
れ
て
い
る
行
為
で
あ
る
。
ミ
ッ
タ
イ
ス
＝
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
著
、
世
良
晃
志
郎
訳
、
前
掲
書
、
二
六
頁
、
注
（
7
）
の
以
下
の
説
明
参
照
。

　
（
一
二
一
五
）
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A
uflassung

と
は
、「
譲
渡
人
が
行
う
ゲ
ヴ
ェ
ー
レ
の
放
棄
行
為
。
普
通
に
は
そ
の
不
動
産
の
現
場
以
外
の
場
所
で
行
わ
れ
る
象
徴
的
不
動
産
譲
渡
行
為
（sym

bolische 

A
uflassung

）
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
象
徴
的
な
譲
渡
行
為
は
特
定
の
方
式
に
よ
っ
て
―
定
ま
り
文
句
を
唱
え
、
指
を
曲
げ
た
り
、festuca

と
呼
ば
れ
る
小
さ

な
棒
を
相
手
方
に
投
げ
与
え
た
り
し
て
―
お
こ
な
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
の
ち
に
はA

uflassung

は
原
則
と
し
て
裁
判
所
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
な
く
て
は

な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
（gerichtliche A

uflassung

）」。

（
78
）　

目
録
番
号
一
七
五
、一
七
八
、一
九
六
、二
〇
三
、二
一
九
、二
三
五
、二
四
〇
、二
四
三
、二
五
五
、二
五
八
、二
六
七
、二
七
一
、二
七
四
、二
七
六
、二
八
一
、二
八
七
、三

一
七
、三
二
一
、三
三
一
、三
五
七
、三
九
〇
、三
九
一
、三
九
九
、四
二
三
、四
二
九
、四
三
四
、四
三
七
、四
七
八
、四
八
二
、四
九
二
、五
〇
二
、五
五
二
、五
八
二
。

（
79
）　

H
erm

ann W
artm

ann, U
rkundenbuch der A

btei Sanct G
allen, T

heil I, Z
ürich 1863, n. 187, S. 177. 

拙
著
、
前
掲
書
、
一
六
四
頁
以
下
で
、
国
王
に
対
す

る
誠
実
宣
誓
等
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
拙
著
の
一
六
四
頁
以
下
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
若
干
の
史
料
を
新
た
に
加
え
、
ま
た
使
用
し
て
い
る
用
語
等
全
体
を
見

直
し
て
修
正
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
本
文
書
の
原
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　

In D
ei nom

ine. C
um

 resederet U
nfredus vir inluster R

eciarum
 com

is in curte ad C
am

pos in m
allo publico ad universorum

 causas audiendas vel 

recta ju
d

icia term
in

an
d

a, ibiqu
e ven

ien
s h

om
o aliqu

u
s n

om
in

e H
roth

elm
u

s p
roclam

avit eo, qu
od

 in
 con

trad
rictu

m
 su

u
m

 m
an

su
m

 ei tollatu
m

 

fuisset, quod ei advenit a parte uxoris sue, sim
ul et F

lavino, et propresum
 fuisset et legibus suum

 esse deberet, quia jam
 de tradavio uxoris sue 

fuisset; idcirco suum
 esse deberet. T

unc praedictus com
is, convocatis illa testim

onia, qui de ipso pago erant, interrogavit eos per ipsam
 fide et 

sacram
ento, qua nostro dom

no data haberent, quicquid exinde scirent veritatem
 dicerent. A

t illi dixerunt: P
er ipsum

 sacram
entum

, quod dom
no 

nostro datu habem
us, scim

us, quia fuit hom
o quidam

 nom
ine M

ado, qui ibi habuit suum
 solu propriu, cujus confiniu nos scim

us, qui adjacet et 

confinat ad ipso m
anso, unde iste proclam

at, in quo illi arboredus est, et de uno latus aqua cingit et inter eos term
inu est in petris et in arbores; 

ipse est dom
inus; nam

 sicut illa edificia desursum
 conjungunt, istorum

 hom
inum

 proprium
 est et illorum

 legibus esse debet de parte avii illorum
 

Q
uinti. T

unc praedictus com
is jussit, ut ipsa testim

onia supra irent et ipsos term
inos ostenderent, quod dicebant ; quod ita et fecerunt et ipsos 

term
inos firm

averunt, qui inter illa dua m
ansa cernebant. Sed et plurim

i ibidem
 adfuerunt nobiles, quos ipse com

es cum
 eis direxerat ; quod et 

om
nia pleniter factum

 fuit. U
t autem

 haec finita sunt, interrogavit ipse com
es illos scabinios, quid illi de hac causa judicare voluissent. A

t ille 

dixerunt : Secundum
 istorum

 hom
inum

 testim
onio et secundum

 vestra inquisitione judicam
us, ut sicut divisum

 et finitum
 est et term

inis positis 

inter ipsos m
ansos, ut isti hom

ines illorum
 proprium

 habeant absque ullius contradictione in perpetuum
 ; et quod in dom

inico dictum
 et term

inis 

divisum
 coram

 testibus fuit, receptum
 sit ad parte dom

ni nostri. P
ropterea oportunum

 fuit H
rothelm

o et F
lavino cum

 heredibus eorum
, ut exinde 

　
（
一
二
一
六
）
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ab ip
so com

ite vel scabin
is tale scrip

tu
m

 accip
eren

t, qu
aliter in

 p
ostm

od
u

m
 ip

so m
an

so absqu
e u

lliu
s con

trarietate om
n

i tem
p

ole valean
t 

possedere. A
ctum

 curte ad C
am

pos, m
allo publico, anno V

II im
perii C

aroli augusti et X
X

X
V

III regni ejus in F
rancia et X

X
X

IIII in Italia. D
atum

 V
II 

id. febr., sub U
m

fredo com
ite feliciter am

en.

　
　
　

 H
aec nom

ina testium
 : V

aleriano. B
urgulfo. U

rsone. Stefano. M
ajorino. V

alerio. L
ioncio. V

ictore. M
aurettone. F

ontejano. F
lorencio. Sipfone. 

V
alen

cian
o. Q

u
in

tello. S
trad

ario. E
t h

aec n
om

in
a scabin

ioru
m

: F
lavin

o. O
rsicin

o. O
d

m
aro. A

lexan
d

ro. E
u

sebio. M
au

ren
cio, qu

a etiam
 et aliis 

plurim
is.

　
　
　

 E
go itaque B

auco rogitus scripsi et subscripsi.

（
80
）　

妻
のtritavus

〔
曽
祖
父
の
曽
祖
父
、曽
祖
父
、曽
祖
父
の
祖
父
等
い
ろ
い
ろ
の
意
味
が
あ
る
〕
に
由
来
す
る
財
産
（tritavium

）
の
意
味
か
、あ
る
い
は
嫁
資
（dos

）

の
意
味
か
、
そ
れ
と
も
所
有
物
の
意
味
か
。
こ
こ
で
は
、
単
に
財
産
と
し
て
訳
し
て
お
く
。E

duard B
rinckm

eier, G
lossarium

 diplom
aticum

, B
and 2, A

alen 

1967, S.625 

の
項
目T

radavium
。

（
81
）　

arbor-arbores

の
訳
語
は
樹
木
、
木
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
意
味
は
、
単
な
る
樹
木
、
木
で
は
な
く
て
、
例
え
ば
境
界
を
区
分
す
る
た
め
の
標
識
と
し
て
の
役
割
を

持
つ
樹
木
、
木
を
意
味
し
て
い
る
。〔
注
80
の
〕Brinckm

eier, B
and 1, S.143.

（
82
）　

G
eorg W

aitz, D
eutsche V

erfassungsgeschichte, B
d. 5, 3. A

uflage, G
raz-A

ustria 1955, S. 425

―426. 

拙
著
、
前
掲
書
、
一
六
六
頁
以
下
。

（
83
）　

ミ
ッ
タ
イ
ス
＝
リ
ー
ベ
リ
ッ
ヒ
著
、
世
良
晃
志
郎
訳
、
前
掲
書
、
一
五
九
頁
に
以
下
の
記
述
が
あ
る
。「
宣
誓
補
助
者

0

0

0

0

0

に
よ
る
証
明
は
、
宣
誓
補
助
者
と
な
る
べ
き

者
が
全
員
ま
た
は
一
部
分
相
手
方
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
彼
ら
は
も
は
や
同
時
に
口
を
そ
ろ
え
てm

it gesam
tem

 M
und

宣
誓
す
る
の

で
は
な
く
、
一
人
一
人
順
次
に
宣
誓
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
前
代
に
比
べ
て
困
難
に
さ
れ
た
」。

（
84
）　

D
ieter W

erkm
üller, a. a. O

., S. 602.　

こ
こ
で
、W

erkm
üller

は
、
イ
タ
リ
ア
地
域
に
伝
承
し
て
い
る
文
書
（
七
七
七
年
）・
目
録
番
号
六
五
一
を
引
い
て
、
被

告
の
主
張
を
証
明
す
る
た
め
に
、
太
公
（H

erzog

）
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
五
人
の
証
人
た
ち
が
証
言
を
拒
否
し
て
い
る
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
。C

aesare M
anaresi, 

I P
lacita de ‘R

egnum
 Italiae ’, vol. 1, R

om
a1955, p. 5

―8.

（
85
）　

D
ieter W

erkm
üller, a. a. O

., S. 599

参
照
。

（
86
）　

D
ie G

esetz der L
angobarden, Ü

bertragen und bearbeitet von F
ranz B

eyerle, V
erlag B

öhlau, W
eim

ar 1947, S.368

―369. 

塙
浩
訳
「
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
部

族
法
典
附
加
勅
令
邦
訳
」
塙
浩
著
作
集 

一
『
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ド
部
族
法
典
』
信
山
社
、
平
成
四
年
、
四
三
三
―
四
三
四
頁
。

　
　
　
「
朕
は
廔
々
、
不
誠
実
な
る
者
達
が
彼
等
の
死
亡
せ
る
親
族
達
の
意
思
に
反
し
て
行
為
す
る
を
識
り
た
り
。
即
ち
、〔
死
亡
者
達
が
〕
彼
等
の
霊
魂
〔
救
済
〕
の
た

　
（
一
二
一
七
）
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め
に
、
彼
等
の
財
産
を
聖
所
に
献
じ
、
且
彼
等
の
隷
属
者
達
に
簡
明
な
る
自
由
〔
＝
完
全
自
由
〕
を
何
で
あ
れ
財
産
と
共
に
贈
り
た
る
も
、
し
か
も
、〔
不
誠
実
な
る

親
族
達
が
、
他
の
〕
者
達
と
共
に
は
奸
計
に
よ
り
て
行
為
し
、
彼
等
〔
＝
隷
属
者
達
〕
を
彼
等
の
農
地
よ
り
移
し
て
、
彼
等
の
奴
隷
た
る
も
の
と
し
て
捲
き
上
げ
、
こ

の
結
果
、〔
隷
属
者
達
は
〕
自
由
と
財
産
と
を
同
時
に
喪
失
し
た
り
。

　
　
　

斯
か
る
が
故
に
、
朕
は
、
死
者
の
意
思
と
指
図
と
が
実
現
さ
れ
む
た
め
に
、
右
の
奸
計
を
排
除
せ
ん
と
配
慮
す
。
さ
れ
ば
、
朕
は
、
次
の
如
く
、
定
む
。

　
　
　

即
ち
、
も
し
誰
か
ラ
ン
ゴ
バ
ル
ト
人
が
、
証カ
ル
ト
ラ書
を
以
て
、
彼
の
健
全
な
る
う
ち
に
又
は
病
気
中
に
、
彼
の
財
産
を
〔
死
因
〕
処
分
し
て
、
神
聖
な
る
場
所
に
献
納

を
な
す
た
め
に
、
そ
れ
を
聖
所
が
有
す
べ
し
と
云
ひ
又
彼
の
財
産
を
耕
作
せ
る
隷
民
達
（fam

iliae

）
は
自
由
た
る
べ
し
と
云
ひ
た
る
と
き
は
、
彼
が
定
め
た
る
と
こ

ろ
に
従
い
、
彼
等
〔
＝
隷
民
達
〕
及
び
彼
等
の
子
等
の
子
等
は
、
何
時
に
て
も
、
彼
等
の
主
人
の
命
ず
る
如
く
に
、
行
ふ
べ
し
。
し
か
し
て
彼
等
は
、
彼
等
の
主
人

が
定
め
た
る
如
く
に
、
彼
等
の
人
身
に
つ
き
て
は
自
由
た
る
べ
く
、
彼
の
相
続
人
達
に
よ
り
て
引
き
具
さ
る
る
こ
と
も
、
彼
等
の
農
地
よ
り
移
さ
る
る
こ
と
も
な
か

る
べ
く
、〔
こ
れ
に
対
し
て
は
〕
聖
所
に
よ
り
彼
ら
は
保
護
せ
ら
る
べ
し
。
但
し
、
も
し
彼
が
、
彼
の
意
思
に
よ
り
て
、
外
へ
出
で
む
と
欲
し
た
る
と
き
は
、
別
た
る

べ
く
、〔
こ
の
と
き
は
〕
彼
は
彼
の
自
由
に
於
て
外
に
出
で
且
彼
の
欲
し
た
る
場
所
に
て
生
活
す
る
を
許
さ
る
べ
し
。

　
　
　

さ
れ
ど
、
も
し
、
人
が
、
突
然
の
死
の
た
め
に
、
彼
の
〔
隷
〕
民
を
〔
第
四
の
人
の
手
に
於
て
〕
解
テ
イ
ン
ガ
ー
レ
放
も
し
得
ず
、
又
、
自
由
を
与
ふ
る
た
め
に
祭
壇
の
周
囲
に

て
司
祭
の
手
に
引
渡
し
、
も
し
〔
得
〕
ざ
る
ほ
ど
に
、
死
の
結
末
を
急
ぎ
、
こ
の
た
め
、
彼
が
、
彼
の
死
後
、
彼
の
指
定
せ
る
司
祭
の
手
に
よ
り
て
聖
な
る
祭
壇
の

周
囲
を
そ
の
者
が
連
行
せ
ら
る
べ
く
定
め
た
る
と
き
は
、
朕
は
、
憐
憫
の
情
よ
り
、
次
の
如
く
決
し
た
り
。
即
ち
、
彼
等
の
主
人
が
命
じ
た
る
如
く
に
、
そ
れ
は
履

行
さ
る
べ
く
、
彼
が
指
定
し
た
る
司
祭
は
彼
を
、
誰
の
で
あ
れ
異
議
を
受
付
く
る
こ
と
な
く
、
解
放
し
、
し
か
し
て
そ
の
者
は
〔
以
後
〕
自
由
た
り
続
く
べ
し
。
そ

の
訳
は
、
吾
等
の
救
世
主
が
吾
等
に
自
由
を
与
へ
む
た
め
に
自
ら
奴
隷
と
な
る
こ
と
を
欲
し
た
る
が
故
に
、
奴
隷
達
が
奴
隷
身
分
よ
り
自
由
身
分
に
引
入
れ
ら
る
る

こ
と
、
朕
に
は
、
最
高
の
価
値
あ
る
も
の
と
見
ら
る
れ
ば
な
り
。
更
に
、
も
し
彼
が
彼
の
そ
の
死
に
際
し
彼
に
何
物
か
を
与
へ
又
は
与
ふ
る
を
命
じ
た
る
と
き
は
、
そ

の
贈
与
〔
の
効
力
〕
は
彼
に
確
固
と
し
て
持
続
す
べ
し
。
何
故
な
ら
、使
徒
パ
ウ
ル
ス
（paulus

）
は
、権
勢
者
（auctoritas

）
は
〔
彼
の
〕
家
隷
属
者
達
（dom

estici

）

に
、
忠
誠
の
恩
賞
を
供
す
べ
き
を
命
じ
お
れ
ば
な
り
。
し
か
し
て
、〔
贈ラ

ウ与
〕
報ネ

償ギ
ル
ド

金
と
し
て
は
、
彼
の
奉
仕
が
彼
に
課
せ
ら
る
べ
し
。
そ
の
故
は
、
奴
隷
は
、〔
贈
与
〕

報
償
金
を
彼
に
支
払
ふ
べ
き
〔
財
産
を
ば
、
そ
れ
〕
以
外
に
有
せ
ざ
れ
ば
な
り
」。

　
　
　

同
様
に
、
目
録
番
号
一
四
一
九
の
対
象
文
書
（
一
〇
六
三
年
）
が
伝
え
て
い
る
複
数
の
製
粉
場
の
帰
属
を
め
ぐ
る
裁
判
で
はL

ex L
angbardorum

が
法
源
と
し
て

挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
（secundum

 L
angobardorum

 legem

）、
具
体
的
な
法
文
に
つ
い
て
の
言
及
は
な
い
。

（
87
）　
〔
注
39
の
〕 D

om
 C

l. D
evic &

 D
om

 J. V
aissete, H

istoire, tom
e deuxièm

e, chartes et diplom
es, n. 139, p. 287.

（
88
）　
〔
注
39
の
〕 D

om
 C

l. D
evic &

 D
om

 J. V
aissete, H

istoire, tom
e deuxièm

e, chartes et diplom
es, n. 185, p.373.

　
（
一
二
一
八
）
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（
89
）　

前
者
は
、〔
注
39
の
〕 D

om
 C

l. D
evic &

 D
om

 J. V
aissete, H

istoire, tom
e deuxièm

e, chartes et diplom
es, n. 80, p.177.

後
者
は
、M

arca hispanica sive 

lim
es hispanicus auctore P

etro de M
arca, parisiis 1688, n.①

 6, p.780.
（
90
）　
〔
注
39
の
〕 D

om
 C

l. D
evic &

 D
om

 J. V
aissete, H

istoire, chartes et diplom
es, n. 57, p. 161.

（
91
）　

H
einrich B

eyer, U
rkundenbuch zur G

eschichte der, jetzt die P
reussischen R

egierungsbezirke C
oblenz und T

rier bildenden m
ittelrheinischen 

Territorien, erster B
and, C

oblenz 1860, n.37, S. 41.

（
92
）　
〔
注
12
の
〕 Form

ulae, F
orm

ulae T
urnenses, n.32, S. 154

―155.

（
93
）　
〔
注
12
の
〕 Form

ulae, M
arculfi F

orm
ularum

 L
iber, n. 37, S. 67.

同
じ
く
目
録
番
号
七
十
の
対
象
文
書
で
あ
る
法
律
文
例
。
本
注
の F

orm
ulae, n. 33, S. 155.

（
94
）　
〔
注
40
の
〕 Rudolf H

übner, D
er Im

m
obiliarprozess, S. V

―V
I.

（
95
）　
「
中
近
世
テ
ィ
ロ
ル
農
村
社
会
に
お
け
る
紛
争
・
紛
争
解
決
と
共
同
体
」『
京
都
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
四
一
号
、
二
〇
〇
二
年
、「
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る

紛
争
と
紛
争
解
決
―
儀
礼
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
国
制
―
」『
史
学
雑
誌
』
一
一
三
編
四
号
、
二
〇
〇
四
年
、「
中
世
盛
期
ド
イ
ツ
に
お
け
る
紛
争
解
決
と
国
制
」『
京

都
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
四
三
号
、
二
〇
〇
四
年
、「
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
紛
争
と
秩
序
―
紛
争
解
決
と
国
家
・
社
会
―
」『
史
林
』
八
八
巻
一
号
、

二
〇
〇
五
年
、「
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
紛
争
解
決
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
― 

ゲ
ル
ト
・
ア
ル
ト
ホ
ー
フ
の
研
究
に
ふ
れ
て
― 

」（
笠
谷
和
比
古
編
『
公
家
と

武
家
の
』
比
較
文
明
史
、
思
文
閣
出
版 

、
二
〇
〇
五
年
所
収
）
等
。

（
96
）　

チ
ェ
イ
エ
ッ
ト
に
始
ま
る
「
ア
メ
リ
カ
学
派
」
の
研
究
を
産
み
出
し
た
時
代
思
潮
、
時
代
認
識
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
高
橋
清
徳
「〈
研
究
ノ
ー
ト
〉
法
と
紛
争

解
決
に
関
す
る
チ
ェ
イ
エ
ッ
ト
の
研
究
―
ポ
ス
ト
・
カ
ロ
リ
ン
グ
期
の
司
法
制
度
を
め
ぐ
っ
て
―
」
専
修
大
学
法
学
研
究
所
編
『
公
法
の
諸
問
題 V

I

』
二
〇
〇
五
年

所
収
に
お
い
て
も
紹
介
さ
れ
て
い
るC

heyette, F. L
., Suum

 cuique tribuere

（in: F
rench H

istorical Studies 6, pp. 287

―299

）
が
公
に
さ
れ
た
の
は

一
九
七
〇
年
で
あ
る
。
高
橋
は
、こ
の
論
文
の
中
で
、「
一
九
七
〇
年
代
か
ら
始
ま
る
こ
こ
三
十
年
ぐ
ら
い
の
間
に
、中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
《
紛
争
と
そ
の
解
決
》

に
関
す
る
興
味
深
い
一
連
の
研
究
が
出
て
、
一
つ
の
動
向
を
形
成
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
法
律
学
の
分
野
で
言
う
な
ら
ば
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
後
遺
症
に
苦

し
む
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
ア
メ
リ
カ
の
法
学
界
を
席
巻
し
た
の
がC

ritical L
egal Studies

（
批
判
的
法
学
研
究
）
で
あ
る
。

　
　
　

こ
のC
ritical L

egal Studies

の
「
先
導
者
と
し
て
知
ら
れ
、International L

aw
 C

enter

の
メ
ン
バ
で
も
あ
っ
たD

. T
rubek

は
、
一
九
七
二
年
に
「
社
会
的
法
理

論
を
め
ざ
し
て
―
法
と
発
展
に
関
す
る
小
論
―
」
を
発
表
し
、「
法
と
発
展
」
の
研
究
が
前
提
と
し
て
き
た
、
近
代
法
を
「
遅
れ
た
」
非
西
洋
世
界
へ
移
植
す
る
と
い

う
発
想
そ
の
も
の
に
疑
念
を
呈
す
る
に
至
っ
た
。T

rubek

は
言
う
。「
近
代
法
」（m

odern law

）
の
「
中
核
的
観
念
は
、
西
洋
の
歴
史
に
基
づ
い
て
多
様
な
文
化
を
解

釈
す
る
点
で
欧
米
中
心
的
（ethnocentric

―
自
民
族
な
い
し
自
社
会
集
団
の
優
越
を
信
じ
、
他
民
族
な
い
し
他
社
会
集
団
お
よ
び
そ
の
文
化
を
自
己
の
立
場
か
ら
判

　
（
一
二
一
九
）



西
洋
中
世
初
期
の
裁
判
の
か
た
ち

 

七
〇

同
志
社
法
学　

六
一
巻
四
号

断
す
る
傾
向
）
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
歴
史
と
い
う
も
の
を
す
べ
て
の
社
会
に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
る
一
連
の
同
じ
発
展
段
階
と
し
て
見
る
点
に
お

い
て
、
進
化
論
的
（evolutionist

）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
暗
黙
の
前
提
の
結
果
と
し
て
、
そ
の
観
念
は
、
第
三
世
界
に
お
け
る
法
的
生
活
の
現
実
を
実
効
的
に
扱
う

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
」
と
。
彼
は
、
こ
の
よ
う
な
「
伝
統
か
ら
近
代
へ
」
と
い
う
法
発
展
の
基
本
的
図
式
そ
の
も
の
が
、
西
洋
の
近
代
社
会
を
到
達
の
モ
デ

ル
と
し
て
い
る
点
で
西
洋
的
視
座
で
あ
る
と
し
、
第
三
世
界
の
問
題
は
西
洋
の
歴
史
か
ら
の
社
会
進
化
論
的
一
般
化
に
よ
っ
て
は
解
決
さ
れ
え
な
い
、
と
批
判
す
る
。

R
oberto M

. U
nger

の
『
近
代
社
会
に
お
け
る
法
』（L

aw
 in M

odern Society, 1976

）、P. N
onet &

 P. Selznick

の
『
法
と
社
会
変
動
理
論
』（L

aw
 and Society in 

T
ransition : Tow

ard R
esponsive L

aw
, 1978

）
な
ど
の
法
三
類
型
論
も
、
単
線
的
社
会
進
化
論
に
対
す
る
是
正
の
試
み
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
、
近
代

西
洋
の
個
人
主
義
的
社
会
像
・
人
間
像
を
モ
デ
ル
と
し
た
西
洋
の
社
会
科
学
は
普
遍
妥
当
性
を
有
し
な
い
、
と
い
う
主
張
で
も
あ
る
」（
木
下
毅
『
比
較
法
文
化
論
』
有

斐
閣
、
一
九
九
九
年
、
五
五
頁
）。

　
　
　

チ
ェ
イ
エ
ッ
ト
に
始
ま
る
「
ア
メ
リ
カ
学
派
」
の
観
点
も
、
こ
のC

ritical L
egal Studies

の
動
向
と
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
の
か
ど
う
か
。
た
だ
、
そ
れ
が
ど
う

で
あ
れ
、「
ア
メ
リ
カ
学
派
」
の
研
究
を
導
い
て
い
る
観
点
の
源
泉
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
の
観
点
の
持
つ
射
程
距
離
を
明
確
に
し
、
そ

の
上
で
他
の
い
く
つ
も
の
観
点
と
の
共
存
の
在
り
方
を
探
る
た
め
で
あ
る
。

（
97
）　
〔
注
3
の
〕
拙
稿
「
西
洋
中
世
初
期
の
裁
判
と
法
」
一
二
三
頁
。〔
注
24
の
〕
森
本
芳
樹
『
西
欧
中
世
初
期
農
村
史
の
革
新
』
一
〇
頁
で
「
対
話
的
研
究
」
と
い
う

こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
研
究
ス
タ
イ
ル
は
余
人
が
簡
単
に
真
似
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、日
本
の
学
問
的
風
土
を
考
え
る
と
き
、

こ
の
研
究
ス
タ
イ
ル
か
ら
学
ぶ
べ
き
も
の
は
多
い
。
わ
が
国
の
学
問
的
風
土
と
し
て
考
え
て
い
る
こ
と
の
一
つ
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
法
史
学
の
歩
み
研
究
会
、
代

表
岩
野
英
夫
「
聞
き
書
き
・
わ
が
国
に
お
け
る
法
史
学
の
歩
み
（
五
）
―
塙 

浩
先
生
の
法
史
学
を
語
る
―
」（『
同
志
社
法
学
』
三
〇
八
号
、
二
〇
〇
五
年
）
二
五
六
頁

の
上
山
安
敏
の
発
言
を
参
照
。

（
98
）　

Ｋ
・
ク
レ
ッ
シ
ェ
ル
、
石
川
武
監
訳
『
ゲ
ル
マ
ン
法
の
虚
像
と
実
像
―
ド
イ
ツ
法
史
の
新
し
い
道
―
』
創
文
社
、
一
九
八
九
年
。
岩
野
英
夫
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世

法
の
性
格
を
め
ぐ
る
最
近
の
論
争
に
関
す
る
覚
書
―
Ｆ
・
ケ
ル
ン
の
理
論
と
そ
の
特
徴
―
」『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
一
五
五
号
、
一
九
七
九
年
、
同
「F

ritz 

K
ern

の
法
思
想
」
矢
崎
光
圀
、
八
木
鉄
男
編
『
近
代
法
思
想
の
展
開
』
有
斐
閣
、
一
九
八
一
年
、
同
「
ク
レ
ッ
シ
ェ
ル
の
「
法
制
史
」
観
に
つ
い
て
―
世
良
晃
志
郎

教
授
の
問
題
提
起
に
ふ
れ
て
―
」『
同
志
社
法
学
』
四
一
巻
六
号
、
一
九
九
〇
年
、「
世
良
晃
志
郎
の
ク
レ
ッ
シ
ェ
ル
批
判
を
考
え
る
―
西
洋
中
世
法
の
性
格
を
捉
え
る

視
角
の
明
確
化
の
た
め
に
―
」『
同
志
社
法
学
』
四
六
巻
三
・
四
号
、
一
九
九
四
年
。

（
99
）　
〔
注
95
の
〕
高
橋
清
徳
論
文
。
他
に
田
口
正
樹
「
中
世
後
期
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
（
ド
イ
ツ
）
に
お
け
る
諸
侯
間
紛
争
と
王
権
」『
西
洋
史
研
究
』
新
輯

三
七
、二
〇
〇
八
年
、
同
「
中
世
中
期
・
後
期
ド
イ
ツ
の
諸
侯
法
廷
」『
法
制
史
研
究
』
五
八
、二
〇
〇
八
年
等
。「
紛
争
と
紛
争
解
決
」
に
関
す
る
最
近
の
研
究
動
向
と

は
直
接
に
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
本
稿
の
テ
ー
マ
に
直
接
関
係
す
る
論
文
で
は
、
西
川
洋
一
「
法
が
生
ま
れ
る
と
き
―
初
期
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
場
合
―
」
林

信
夫
、
新
田
一
郎
編
『
法
が
生
ま
れ
る
と
き
』
創
文
社
、
二
〇
〇
八
年
が
あ
る
。

　
（
一
二
二
〇
）


